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日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／1

巻　頭　言

　（社）日本学校歯科医会

会長　加　藤　増　夫

　学校保健は学校という教育の場における保健活動であり，その活動目標は，保健教育と

保健管理の二方策であります。

　このことは，生涯を通して自らが，健康を保持増進できる能力を育成するための保健教

育と指導であり，更に学校現場における疾病予防・傷害防止と健康増進のため心身の管理

と生活管理であり，加えて教育現場におけるふさわしい環境の整備であります。言いかえ

れば，健康で安全な生活を営むために必要な態度や習慣を育て，心身の調和的発達を図る

ことをねらいとするものでありましょう。

　これらの目標達成を効果あらしめる保健組織活動としては学校保健委員会や教員保健委

員会の重要性を充分に確認すべきであります。

　平成2年度の文部省学校保健統計によれば身長・体重・座高など発育状態は前年度より

高率を示していますが「う歯」については，処置歯率は前年より向上し，未処置歯のある

ものについても幼・小・中・高とも低下し効果を挙げておりますが，12歳児の1人平均

DMFT数は前年度と同様4．30で足踏み状態であります。

　別途微増する登校拒否，喫煙，薬物乱用，成人病若年化，いじめ等の諸問題も軽視する

わけに参りません。

　平成元年度の学習指導要領の改定によって小学校低学年に「生活科」が設けられ従来の

社会科，理科が廃止されました。生活科は具体的な活動や体験を通して，自分と身近な社

会や自然とのかかわりに関心をもち，自分自身や自分の生活について考えるとともに，そ

の過程において生活上必要な習慣や技術を身に付け，自立への基磯を養うと言うことであ

ります。歯科保健の立場から学校現場で英知を重ねて1981年WHO提唱の2000年の歯科保

健6目標達成のために，学校，家庭，地域が強い連携をもって充実展開を図ってゆくため

本会はブロック別に学校歯科保健研修会を3年にわたり開催し，学校歯科医による担当学

校における年間歯科保健計画作成のワークショップを実施しており，今後更なる充実展開

をもって21世紀に向って児童・生徒が「心豊かで逞しく自立心に溢ふれる育成」をめざし

て努力を傾注して参りましょう。

　65号発刊にあたっての，ごあいさつと致します。
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第54回全国学校歯科保健研究大会

開催要項

　1．趣　　　旨

　永年にわたり保健指導，保健管理を推進してき

た学校歯科保健活動によって，児童・生徒が自ら

進んで歯を守るという考え方が地域社会に浸透さ

れつつある。

　本研究大会は，多年の研究成果を生かし，保健

指導と管理の調和をふまえ，生涯にわたる歯科保

健の礎ともいうべき学校歯科保健の諸問題につい

て研究協議し，学校・家庭・地域社会が一体とな

って，日常活動として実践し，真に健康な国民と

して生涯を送れるよう，歯及び口腔の健康づくり

に寄与するものである。

　2．主　　　題

　学校歯科保健の包括化

一発達段階に即した歯科保健指導と生活化推進一

　3．主　　　催

　日本学校歯科医師会，日本学校保健会，広島県

歯科医師会

　広島県，広島県教育委員会，広島市，広島市教

育委員会

　4．後　　　援

　文部省，厚生省，日本歯科医師会，広島市歯科

医師会，広島大学歯学部，広島県学校保健会，広

島市学校保健会，広島県医師会，広島県薬剤師会，

広島県連合小学校長会，広島県公立中学校長会，

広島県公立高等学校長協会，広島市小学校長会，

広島市公立中学校長会，広島市立高等学校長会，

広島県私立長・高等学校長協会，広島県PTA連

合会，広島市PTA協議会，広島県高等学校PT

A連合会，広島市高等学校PTA連合会，広島県

国・公立幼稚園連盟，広島私立幼稚園長会，広島

県私立幼稚園連盟，広島県私立小学校協会，広島

県保育連盟連合会，広島市保育連盟，広島県歯科

技工士会，広島県歯科衛生士会

5．期　　　日

平成2年10月19日（金）～20日（土）

6．会　　　場

第1日　◎　式典，表彰式，記念講演，シンポ

　　　　　ジウム

　　　　　　　　広島厚生年金会館

　　　　　　〒730　広島市中区加古町3－3

　　　　　　　　　　TEL　（082）243－8881

　　　　◎　懇　親　会

　　　　　　　　広島全日空ホテル3階「万葉」

　　　　　　　　の間

　　　　　　　〒730　広島市中区中町7－20

　　　　　　　　　　TEL　（082）241－1111

第2日　◎　公開授業，領域別研究協議会

　　　　　（1）幼稚園，保育所部会（研究協議

　　　　　　会）

　　　　　　　　広島厚生年金会館3階「銀河」

　　　　　　　　の間

　　　　　（2）小学校部会（公開授業・研究協

　　　　　　議会）

　　　　　　　　広島私立吉島東小学校

　　　〒730広島市中区吉島東三丁目2－7

　　　　　　　　　　TEL　（082）249－1045

　　　　　（3）中学校部会（公開授業・研究協

　　　　　　議会）

　　　　　　　　広島私立美鈴が丘中学校

　〒731－51　広島市佐伯区美鈴が丘南一丁目13

　　　　　　　　　　TEL　（0829）28－2161

　　　　　（4）高等学校部会（公開授業・研究



1

　　　　　　協議会）

　　　　　　　　広島県立広島皆実高等学校

　　　　〒734　広島市南区出汐二丁目4－76

　　　　　　　　　　TEL　（082）251－6441

　　　　◎　研究協議会報告・全体協議会

　　　　　　　　広島厚生年金会館

8．　日　　　程

　7．参　加　者

　学校歯科医，歯科医師，歯科教育関係者，都道

府県市町村教育委員会関係職員，学校・幼稚園・

保育所の教職員，学校医，学校薬剤師，歯科技工

士，歯科衛生士，PTA会員，その他歯科保健関

係者

　　　　　　　　　時
日

1 1

9　：00　　　10：00　　　11：00　　　12：00　　　13：00　　　14：00　　　15：00　　　16：00　　　17：00　　　18：00　　　19：00

l　　　　l　　　　l　　　　i　　　　I　　　　i

19日㈹ 受　付 式典・表彰式

　　　　　1

昼食ア・ラク・酬

記念講演 シンポジウム 移動　　懇　親　会

　　1
幼稚園・保育所部会 1

受　付 研究協議会

小　学　校　部　会

20日（土）

受付 公開授業、研究協議会
昼

食

協
議
会
報
告旨

　受付

中　学　校　部　会

　　公開授業研究協議会

移
動

ト

全

体
協
議
会

閉
剣
式
1

高　等　学　校　部　会

　受付　　公開授業、研究協議会l　　　　　I　　　　　　　　　　l

9．記念講演（広島厚生年金会館）

10月19日（金）

演　題　「人生とドラマ」

講　師　ジェームス三木（シナリオライター）

10．シンポジウム（広島厚生年金会館）

10月19日（金）

テーマ　『発達段階に即した学校歯科保健指導

　　　　と生活化の推進を図るために』

座長大阪歯科大学教授小西浩ニ
シンボジスト　文部省体育局体育官猪股　俊二

　　　　　　　岡山県教育庁保健体育課課長補

　　　　　　　佐　　　　　　　　守屋　　靖

　　　　　　　日本体育大学教授　吉田螢一郎

　　　　　　　広島県歯科医師会常務理事

　　　　　　　　　　　　　　　　高木　勇蔵

11．懇　親　会

10月19日（金）広島全日空ホテル3F「万葉」

　　　　　　　の間

12．公開授業・領域別研究協議会

10月20日（土）

（1）幼稚園，保育所部会（広島厚生年金会館）

●研究協議会（10：30～12：20）

　　テーマ　「幼稚園・保育所における歯科保健

　　　　　　指導の実践」

　　座長日本大学松戸歯学部教授

　　　　　　　　　　　　　　　森本　　基

　　助言者　日本学校歯科医会専務理事

　　　　　　　　　　　　　　　西連寺愛憲

　　発表者　岡山県和気郡和気町立藤野幼稚園

　　　　　　長　　　　　　　　　川井　稔枝

　　　〃　　香川県大川郡津田町立津田幼稚園

　　　　　　教諭　　　　　　　　玉地　玲子

（2）小学校部会　　広島私立吉島東小学校

●児童集会　　（9：00～9：20）

●公開授業　　（9：30～10：15）

　　　各学年1クラス

●研究協議会（10：30～12：20）



｛3）

●公開授業

●研究協議会（10

テーマ　「小学校における歯科保健指導の

　　　　実践」

座　長　明海大学歯学部教授　中尾　俊一

助言者　日本学校歯科医会常務理事

　　　　　　　　　　　　　　石川　　実

　〃　　千葉県歯科医師会理事加藤　想士

発表者　広島県廿日市市立金剛寺小学校教

　　　　諭　　　　　　　　佐伯　和夫

　〃　　福岡県福岡市立美野島小学校養護

　　　　教諭　　　　　　　　川谷　信子

　〃　　島根県浜田市立原井小学校保健主

　　　　事　　　　　　　　佐堂　　潔

　〃　　愛媛県北宇和郡津島町立下灘小学

　　　　校学校歯科医　　　　田中　　實

中学校部会　　広島市立美鈴が丘中学校

　　　　（9：30～10：20）

　各学年3クラス

　　　　　　：30～12　：20）

テーマ　「中学校における歯科保健指導の

　　　　実践」

座長広島大学歯学部教授岩本義史
助言者　日本体育大学教授　　吉田螢一郎

　〃　　東京都教育庁体育部保健給食課歯

　　　　科保健担当主査　　　石井　直美

発表者　広島県広島市立翠町中学校養護教

　　　　諭　　　　　　　　　岡　かっ代

　〃　　宮城県学校歯科医会理事

　　　日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／5

　　　　　　　　　　　　　　　　田村　一彦

　　　〃　　埼玉県秩父郡皆野町立皆野中学校

　　　　　　養護教諭　　　　　　大野　晃子

　　　〃　　山口県岩国市立麻里布中学校養護

　　　　　　教諭　　　　　　　梅森　淳子

（4）高等学校部会　　広島県立広島皆実高等学

　校

●公開授業　　（9：30～10：20）

　　　第1学年12クラス

●研究協議会（10：30～12：20）

　　テーマ　「高等学校における歯科保健指導

　　　　　　の実践」

　　座　長　東京医科歯科大学歯学部教授

　　　　　　　　　　　　　　　岡田昭五郎

助言者

ノノ

発表者

〃　
　
　
〃

　
　
　
　
　
　
〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

文部省体育局体育館　猪股　俊二

日本学校歯科医会常務理事

　　　　’　　　　櫻井　善忠

広島県立広島皆実高等学校養護教

諭　　　　　　　　米光　裕子

京都府学校歯科医会監事

　　　　　　　　　　神谷　幸男

京都府立嵯峨野高等学校養護教諭

　　　　　　　　　　弓削　光子

鹿児島市立鹿児島女子高等学校

　　　　　　　　　秋葉　理恵

東京都学校歯科医会専務理事

　　　　　　　　　　田中　建吾

開会式典にて
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〈メインテーマ〉

学校歯科保健の包括化

　日本学校歯科医会の大会は，昭和45年までは毎

回当面する学校歯科保健の諸問題の中から主題を

定め開催されてきたが，昭和46年の第35回大会か

ら昭和61年の第50回大会までは，「保健管理と保健

指導の調和」をメインテーマとし，研究協議と実

践を重ね，学校歯科保健活動の推進に大きく貢献

してきたところである。

　とりわけ，昭和53年には，歯科界にとっては，

画期的ともいえる「小学校歯の保健指導の手引き」

が文部省から発行され，しかもその実践上のモデ

ルとなる「むし歯予防推進指定校」が全国各地に

設けられるなど，保健管理と保健指導の調和を目

ざした活動は，小学校を中心に大きく前進するに

至った。

　しかし，幼稚園，小学校，中学校，高等学校を

一
貫した学校歯科保健の構築や学校・家庭・地域

との連携の緊密化による保護者の啓発，学校教育

が直面している生命尊重の心や基本的生活習慣の

育成などの教育課題とのかかわり方など，多くの

問題が残されている。

　このため，「保健管理と保健指導の調和」は，学

校保健の永遠の課題であるが，これを発展的に捕

え，第51回全国学校歯科保健研究大会を期して「学

校歯科保健の包括化」とし，学校歯科医と教員が

ともに研修と実践を重ね，歯科保健の課題の克服

はもちろん，「心豊かでたくましく生きる人間の育

成」という教育課題の克服に貢献しようとするも

のである。

　ここに，日本学校歯科医会は，来るべき新しい

世紀に向けて，わが国の学校歯科保健活動の一層

の充実が図られていくことを願うものである。
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◆主　　題

学 校　歯　科 保健 の　包 括　化
一発達段階に即した歯科保健指導と生活化推進一

◆シンポジウムのテーマ

発達段階に即した学校歯科保健指導と生活化の推進を図るために
1． 子どもの発達段階をふまえての一貫した学校歯科保健指導の目標 ●

内容

2． 実践力を育てる学校歯科保健指導計画と指導の在り 方
3． 歯科保健を進めるための学校 ● 家庭・地域の果たす役割とその連携
4． 学校歯科保健指導に果たす学校歯科医の役割

◆部　会　別 課　題

1 1 1 1
1

（幼稚園・ 保育所部会） （小学校部会） （中学校部会） （高等学校部会）

幼稚園・保育所における 小学校における 中学校における 高等学校における
歯科保健指導の実践 歯科保健指導の実践 歯科保健指導の実践 歯科保健指導の実践

◆研究の
内容

L

1．幼稚園・保育所にお 1． 小学生の発達段階か 1． 中学生の発達段階か 1． 高校生の発達段階か
ける歯科保健指導の計 ら見た歯科保健指導の ら見た歯科保健指導の ら見た歯科保健指導の
画と進め方ついて 目標及び内容について 目標及び内容について 目標及び内容について
（1） 幼児の発達段階か

ら見た歯科保健指 2． 小学校における歯科 2． 中学校における歯科 2． 高等学校における歯
導のねらいと内容 保健指導の計画と進め 保健指導の計画と進め 科保健指導の計画と進

（2）望ま しい生活習慣 方ついて 方ついて め方ついて
形成をめざした歯 （1） 低学年の指導の重 （1）学級活動 ・学校行 （1）

ホームルーム・学
科保健指導の進め 点と進め方 事における指導の 校行事における指
方 （2） 中学年の指導の重 進め方 導の進め方

2．保護者との連携と啓 点と進め方 （2） 生徒会活動におけ （2｝ 個別指導の進め方
発活動の進め方につい （3） 高学年の指導の重 る指導の進め方
て 点と進め方 （3） 個別指導の進め方
3．幼稚園・保育所にお 3． 家庭・ 地域との連携 3．家庭・地域との連携 3． 家庭・ 地域との連携
ける歯科保健指導の展 の在り方 （学校保健委 の在り方 （学校保健委 の在り方 （学校保健委
開と歯科医の関わり方 員会） について 員会）について 員会）について
について

4． 小学校における歯科 4． 中学校における歯科 4． 高等学校における歯
保健指導の展開と学校 保健指導の展開と学校 科保健指導の展開と学
歯科医の関わり方につ 歯科医の関わり 方につ 校歯科医の関わり方に
いて いて ついて

1

1 1 1 1
1

1． 指導の内容
2． 指導の場面とそれに応じた指導の方法
3． 学校歯科医の役割
4． 指導の組織と学校体制
5． 家庭・地域社会との連携
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　　　　　　　　第29回全日本よい歯の学校表彰校
よい歯の学校表彰を受けた学校の内，最優秀6校に対し，文部大臣賞と副賞，優秀校には日本歯科医師会より特別賞が授与される。

最優秀校

県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
都
都
都
都
都
都
都
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県

森

手
城
城
城
形
島
島
木
馬
馬
馬
葉
葉
葉
葉
玉
玉
玉
京
京
京
京
京
京
京
斜
剰
刹
刹
剰
刹
梨
野
潟
岡
岡
知

青
岩
宮
宮
宮
山
福
福
栃
群
群
群
千
千
千
千
埼
埼
埼
東
東
東
東
東
東
東
神
神
神
神
神
神
山
長
新
静
静
愛

群馬県　高崎市立西小学校
神奈川県　相模原市立くぬぎ台小学校

長野県　岡山市立長地小学校
富山県　高岡市立成美小学校
兵庫県　神戸市立北須磨小学校
島根県　浜田市立原井小学校

　八戸市立美保野小学校

　西磐井郡花泉町立老松小学校

　仙台市立大沢小学校

　本吉郡唐桑町立小原木小学校

　柴田郡柴田町立槻木小学校

　長井市立平野小学校

　会津若松市立赤井小学校

　大沼郡本郷町立本郷第一小学校

　足利市立御厨小学校

　群馬郡倉渕村立東小学校

　高崎市立北部小学校

　高崎市立西小学校

　千葉市立横戸小学校

　千葉市立幕張東小学校

　市川市立国府台小学校

　市川市立中国分小学校

　浦和市立高砂小学校

　三郷市立前間小学校

　羽生市立川俣小学校

　北区立王子小学校

　足立区立栗原小学校

　渋谷区立上原小学校

　中央区立月島第一小学校

　港区立赤坂小学校

　豊島区立豊成小学校

　江東区立水神小学校

　相模原市立くぬぎ台小学校

　秦野市立北小学校

　横浜市立間門小学校

　横浜市立子安小学校

　横浜市立文庫小学校

　川崎市立久本小学校
　東八代郡一宮町立一宮西小学校

　岡谷市立長地小学校

　新潟市立鏡淵小学校

　磐田郡水窪町立水窪小学校

　志太郡大井川町立大井川東小学校

　中島郡祖父江町立丸甲小学校

優秀校

県
県
県
県
県
県
県
県
県
府
府
府
府
府
府
府
府
府
府
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県

知

阜
阜
阜
川
山
賀
製
都
都
都
阪
阪
阪
阪
阪
阪
阪
庫
庫
庫
庫
山
島
島
根
・
餐
岡
岡
岡
岡
岡
本
鴨

愛
岐
岐
岐
石
富
滋
和
奈
京
京
京
大
大
大
大
大
大
大
兵
兵
兵
兵
岡
広
広
島
山
愛
愛
福
福
福
福
福
熊
鹿

山形県　長井市立平野小学校
千葉県　千葉市立幕張東小学校

東京都　港区立赤坂小学校
京都府　京都市立太奏小学校
岡山県　総社市立総社西小学校
広島県　高田郡向原町立向原小学校

　名古屋市立大宝小学校

　掲斐郡池田町立温知小学校

　高山市立三枝小学校

　瑞浪市立明世小学校

　金沢市立馬場小学校

　高岡市立成美小学校

　大津市立田上小学校

　海草郡美里町立下神野小学校

　山辺郡山添村立西豊小学校

　京都市立市原野小学校

　京都市立太奏小学校

　舞鶴市立田井小学校

　池田市立緑丘小学校

　泉佐野市立中央小学校

　河内長野市立高向小学校

　堺市立上神谷小学校

　富田林市立伏山台小学校

　大阪市立玉造小学校

　大阪市立田辺小学校

　西宮市立深津小学校

　伊丹市立毘陽里小学校

　明石市立大久保小学校

　神戸市立北須磨小学校

　総社市立総社西小学校

　高田郡向原町立向原小学校

　安芸郡音戸町立早瀬小学校

　浜田市立原井小学校

　熊毛郡大和町立岩田小学校

　南宇和郡城辺町立僧都小学校

　新居浜市立惣開小学校

　北九州市立藤松小学校

　北九州市立鳴水小学校

　北九州市立祝町小学校

　大野城市立大野小学校

　福岡市立赤坂小学校

　熊本市立小島小学校

　鹿児島市立田上小学校
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第29回全日本よい歯の学校

　　　文部大臣賞受賞校プロフィール

群馬県高崎市立西小学校 神奈川県相模原市立くぬぎ台小学校

　
　
治
弘

　

89

　

55

英

好

　
2
1

　

2
原
根

　

73

　
曽

　

02

植

中

　

話

長

医

　

電

　
科

罰

校

髄

〒

　
学
学

〒228　神奈川県相模原市上鶴間5－7－1

　　　電言舌　　0427－46－0810

学校長菊地原弘道
学校歯科医広井清智

　本校は高崎市街地の北西部に位置し，校内区に

信越本線の北高崎駅がある。児童数が626名の創立

40周年の学校で，地域には開校当時の学校に協力

する気風が今も残っていて，学校と地域・家庭と

の連携の大きなバック・ボーンになっている。

　本校の教育目標は「自主的な実践力を基礎とし，

集団の一員として，かしこく，たくましく，ゆた

かに生きる規律ある児童の育成につとめる」であ

り，地域社会との連携の中でその具現に務めてき

た。

　本校の学校保健における「むし歯予防」の取り

組みはふるく，学校給食の完全実施に伴って始め

られた給食後の歯磨き指導が昭和30年代後半に年

間保健計画に位置付けられ，保健だよりの配布，

学校保健大会・学校保健発表会への父兄の参加促

進などを通して，次第に家庭との連携を深めてき

た。

　こうした息の長い保健活動が全校でDMFT指

数1．0に導いたものと考えられるが，これを支えて

きたものは，間接的には，高崎市学校保健会の幅

広く，積極的な活動によるところが多く，また，

直接的には学校医，学校歯科医，学校薬剤師の協

力のもと，昭和32年から続いている学校保健委員

会の活動によるところが大きいと考えている。

　本校は，相模原市の最南部のやや東よりに位置

する東林地区にある。明治21年，やせ地と水利の

不便さから開発の遅れていたこの地に農業開発の

斧が入れられて百余年，幾多の苦難を経て昭和4

年小田急江の島線が開通，東林間駅ができた。戦

後，小田急沿線の住宅開発と，この地に病院が開

設されたことにともない商店街の充実，駅周辺に

大型マンションが次々と建築され，住宅地として

急速に変貌を遂げ，今では，市内一の人口増加地

区となっている。

　本校は，児童数570名，学級数19学級（含情緒学

級1）の中規模校であり，開校から15年目の学校

である。教育目標は，創造性豊かで，思考力に富

み，実践力のある心身共に健全な児童の育成であ

り，重点目標は，めあてを持ってがんばろう（課

題性），最後までがんばろう（継続性），やさしい

心で接しよう（思いやり），としている。この重点

目標は，たくましい心と体を培う健康教育を通し

て達成しようとするものであり，健康教育は，学

校経営の重点として位置づけている。
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長野県岡谷市立長地小学校

〒394　長野県岡谷市長地3010

　　　電言舌　　0266－27－8792

学校長宮澤廣光
学校歯科医太田道信

富山県高岡市成美小学校

1
「
　

　

蔵
朔

1
4

輌
畑
甚
甚

肺
枷
萩

木

賄
鵬
米

熊

副
翻
長

鞭

鵬

校

継

〒

　
学
学

　本校は県U）中央に位置し，諏訪湖に面し，遠く

に富士山，八ケ岳連峰を望む風光明媚な地である。

かつては，シノレクの街として世界に名をはせた岡

谷市も現在は，カメラ，時計の精密機器工業都市

に変貌している。本校は開校118年の歴史と伝統を

もち現在児童数741名，学級数22である。地域の

人々は愛校心にもえ「おらが学校」として誇りを

持ち教育への関心も高く，大変協力的である。

　本校の教育目標（考える，仲良し・健康・誠実）

を具現化するために基調目標「自己をみつめ，自

己表現をする子」をすえ実践活動をしている。特

に健康安全教育，とりわけ歯科保健活動は，本校

の中核活動として，歯みがきの時間を日課に位置

づけ，全校児童が一斉に音楽に合わせて歯みがき

をしている。

　学級活動は，自分の歯みがきを見返すため，カ

ラーテスターや点検カードを使った自己評価，支

え合い活動，歯みがき上達度と変容調査活動を行

ない，個々が自分の課題をもち，う歯予防の活動

をしている。

　本校は，児童数750名，学級数22学級で，創校明

治7年，爾来100有余年の歴史と伝統を誇る学校で

ある。富山県は，丘陵の呉羽山により呉東，呉西

に分けられており，高岡市は立地的に呉西の中心

部に位置し，呉東の立山連峰を遙かに眺め，文化

の面では越中万葉の地であり，産業の面では銅器

の産地として広く知られている。

　校名「成美」は『君子は人の美を成し，人の悪

を成さず』によるもので，この成語の精神が，校

訓「かしこく，つよく，美しく」として明治から

今日まで引き継がれている。この校訓を受けて，

学校教育目標として「心豊かで，たくましい成美

の子」を掲げ，豊かな情操を培うために環境の美

化，整備を進め，健康な体をはぐくむために保健

活動の充実，推進に努めている。

　中でも，口腔衛生指導を教育活動の一環として

重視し，個別指導はもとより，学級活動，学校行

事などの保健衛生への意識と意欲の高揚を図り，

児童会活動や役員会活動での日常的な取り組みを

通して歯の健康保持の実践的態度や望ましい生活

習慣の育成を目指している。

表彰に輝いた代表の方々
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神戸市立北須磨小学校

〒654　兵庫県神戸市須磨区離宮西町2丁目1番1号

　　電言舌　　078－731－8149

学校長濱岡吉孝
学校歯科医栗村　撤

島根県浜田市立原井小学校

〒697　島根県浜田市片庭町86－3

　　　電言舌　　0855－22－0863

学校長竹森文清
学校歯科医　石　橋　淳　平

　本校は，児童数500名，学級数16学級で，神戸市

内では中規模校である。開校は昭和35年で，昨年

度，創立30周年記念の歳を祝った。本校の近くに

は源平合戦で名高い一の谷，名刹須磨寺，景勝地

須磨浦公園があり，史蹟と風光に恵まれている。

校区は，閑静な住宅地が多く，落ち着いていて，

地域住民の教育に対する関心は高く，学校に極め

て協力的である。さらに，本校は，武庫離宮跡の

一
部に設置されたもので，現在の離宮公園に隣接

するのをはじめ，近隣に観察・採集に適した場所

に恵まれている。市当局は自然の環境をそのまま

取り入れた特色ある学校づくりをめざし，校舎を

樹間に点在させての造成であった。校地面積は約

20，000m2で，校地の北西部には9，　OOO　m2におよぶ

自然木（観察林）を有し，四季を通じて学習に活

用されている。

　昭和41年第11回学研教育賞，昭和42年ソニー理

科教育優秀賞，昭和45年ソニー理科教育最優秀賞，

昭和62年科学技術庁長官より第29回創意工夫育成

学校賞，昭和63年朝日森林文化賞環境緑化部門奨

励賞を受賞し，昭和61年には，第19回全国小学校

理科教育研究大会の会場校として研究青果を発表

した。その他種々の研究指定を受け，今日に至っ

ている。

　本校は，明治6年に開校し，島根県女子師範学

校の附属小学校として常に地域の先進校としての

役割を果たしてきた長い歴史と伝統を持つ学校で

ある。昭和45年には，学校・家庭・地域が一体と

なる健康教育の実践が認められ，日本一健康優良

校としての表彰を受けた。「全日本よい歯の学校表

彰」は，昭和38年より平成元年度までに14回にわ

たって受賞している。

　学校は，JR浜田駅の西方1．5kmに位置し，校

区は，商店街と漁業地域から成り立ち，石見地域

の行政・経済の中心地であるが，近年漁業の不振

等により児童数が減少し，現在470名（学級数16）

になっている。地域・保護者は，母校への愛校心

が強く教育に対して大変熱心で協力的である。

　本年度までの3年間「文部省学校歯科保健活

動・むし歯予防推進指定校」を受け，昨年秋には，

『自分の健康（知・徳・体）は，自分の力で育て，

伸ばし築き上げる原井っ子の育成」というテーマ

で「原井の教育・研究発表大会」を開催した。全

国から500名を越える熱心な会員を集め，集団登

校・縦割り清掃・健康観察・全校保健活動・7つ

の教科領域の公開学習・PTAによる家庭保健学

習・学校保健委員会等について公開発表や島根県

歯科保健講習会を行ない大好評を得た。
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記念講演

人生とドラマ

　　　　　　1・　き
ジェームス三木　シナリオライター

　映画・テレビ・舞台でのヒット作品を続々発表し，大活躍のシナリオライター。かつて，シナリオを

担当したNHKテレビドラマ「みおつくし」「独眼龍正宗」は爆発的人気を博し，子どもからお年寄りま

で多くの茶の間のファンを釘づけにしたエピソードをもつ。とりわけ，この作品の大ヒットにより，マ

スコミ界の寵兜となり同時にその名が全国的に知られる。今日では脚本の他に，舞台演出，映画監督，

小説，エ・ソセイ，時には歌手としてディナーショーにも出演し，そのハーソ＋リティーを十二分に発揮

し，超多忙を極める。テレビのオモテ舞台にも登場し，誠実さを全体に表し，人肌のぬくもり葱感鷲§．

せながら，しかも，ユーモアに富んだ話術で聴く人，見る人を楽しませる独特の雰囲気をもつ。外柔内

副，萱雲剛鮭，常に平常心で世の中の機微，人生の喜怒哀楽をみつめながらドラマのモチーフにするプ

ロデュース能力は抜群。現代もの，歴史もの，そして恋愛もの，家庭教責潮Q餐どジャンルを問わず，

ものにしてみせる奥の深い洞察力，構成力，演出力は定評あり。本名・山下清泉。昭和10年6月10日旧

満州奉天に生まれる。大阪府立市岡高校を経て，劇団俳優座養成所に入ろ。昭和30年テイチク新人コン

クールに合格し，13年間歌手生活を送る。昭和42年〔シナリオ誌〕のコンクールに一位入選。野村芳太

郎監督に師事し，脚本家となり現在に至る。昭和57年「けものみち」テレビ大賞優秀番組賞，昭和61年

「みおつくし」第7回日本文芸大賞脚本賞，昭和62年「父の詫び状」プラハ国際テレビ祭グランプリ，

放送文化基金賞本賞，昭和63年「独眼龍正宗」プロデューサー協会特別賞を受賞。将棋2段，ヤクルト

ファン。著書多数。

「八岐の大蛇」
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■シンポジウム■

発達段階に即した学校歯科保健指導と生活化の推進を図るために

一子どもの発達段階をふまえての一貫した学校歯科保健指導の進め方一

文部省体育局体育官猪股俊二

　「学校歯科保健の包括化」には，地域医療の包

括化の概念や包括医療の概念との類似性が想起さ

れることから，概念想定を明確にしていく必要が

あると考える。このため，学校歯科に関する研究

大会におけるシンポジウム，部会別研究協議を通

して概念規定の明確化を図り，学校歯科保健の充

実に対する理論構築をすすめて来たといえる。こ

のような状況を踏まえ今後学校歯科保健の充実発

展を図るためのキーワードの検討を通して標題に

対する考えを述べることにする。そのキーワード

としては次のことが考えられる。

　　1）発達段階　　　2）指導計画

　　3）歯科保健行動　4）学校歯科医

1．発達段階を踏まえるということ

　学校における歯科保健活動において，発達段階

を踏まえた指導計画，発達段階に応じた指導内容

の工夫などの観点が重要であるとしているが，「発

達段階を踏まえる」という観点には次の事項があ

げられる。

　（1）歯・口腔の発育の観点

　学校における歯の保健指導では，指導する立場

からは児童生徒の歯・口腔の発育に関する知的理

解が基礎的事項である。

　1）歯と歯周組織の構造

　2）歯の発育（歯胚の形成→萌出）

　3）歯の交換（乳歯→永久歯，永久歯萌出順序）

　なお，発育に関する上記の事項の外に，1）咀し

ゃく，2）発音，3）顔貌形成　に歯・口腔の発育

が関わっていることの理解も基礎的事項である。

　（2）成長・発達の観点

　歯科保健の指導にあたって人間の発育・発達の

諸相について理解を深めておくことも必要である。

発育・発達には原理性があるとされ，継続性，リ

ズム性，方向性，順序性などの原理が認められて

いる。

　（3）発達段階の観点

　人間が心身とも望ましい発達を遂げ，生涯にわ

たって社会に適応していくためには，乳幼児期，

児童期，青年期などの各期において学習し達成し

なければならない課題がある。

◎児童期（6～12歳）

　1）普通のゲームをするのに必要な身体的

　　　な技能を習得する

2）自己が成長していくものであることを

　知り，成長するために大切な健康・清

　潔・安全などの健全な態度を養う

3）同年齢の友人と仲良く交際する

4）男子または女子としての正しい社会的

　　役割（性役割）を習得する

5）読み・書き・算の基礎的技能を習得す

　　る

6）日常生活に必要な概念を形成する

7）内面的な道徳・道徳律に対する尊敬・

　価値判断力の発達

8）自立的な人間性の形成

9）社会集団や社会制度に対する社会的態

　度の発達

2．

発達課題（ハヴィガースト，R．J．，）

生活化を意図した学校歯科保健指導

「生活化の推進を図る」ということは，歯科に

関する知的理解や習得した技能を日常生活で習慣

化させるために，学校と家庭が連携して進めるこ

とを指している。したがって学校においては児童

生徒に歯科保健行動を誘導する効果的な指導が展



〃

開されなければならない。

　（1）保健指導の目標

健康な生活を営むのに必要な事柄を体得させ，

積極的に健康を保持増進できる態度や習慣を

養う

小学校保健指導の手びき

現在及び将来にわたって生徒が直面する様々

な心身の健康に関する問題について適切な対

処の仕方を理解させ，健康な生活の実践に必

要な態度や習慣を養う

（2）歯の保健指導の目標

中学校保健指導の手引

1　歯・口腔の発育や疾病・異常など，自分

　の歯や口の健康状態を理解させ，それら

　　の健康を保持増進できる態度や習慣を養

　2
2　歯のみがき方やむし歯の予防に必要な望

　　ましい食生活など，歯や口の健康を保つ

　　のに必要な態度や習慣を養う

　　　　小学校歯の保健指導の手引（昭和53年）

　（3）歯の保健指導の内容と方法

　1）年間指導計画作成の工夫

　歯の保健指導を進めるにあたり，発達段階，保

健指導，歯の保健指導の目標を踏まえての指導計

画を作成しなければならない。

　2）指導方法の工夫

　今回の学習指導要領の改訂で指導計画の作成等

に当たって特に重視された事項に次のことがある。

　「各教科等の指導に当たっては，体験的な活動

を重視するとともに，児童（生徒）の興味や関心

を生かし，自主的，自発的な学習が促されるよう

工夫すること」

　3）指導過程の工夫

　健康安全・体育行事や学級活動（ホームルーム

活動）における保健指導で学級担任以外の職員が

直接指導する場面が多くなってきている。

問題や課題の提示

↓

問題や課題の分析・究明

↓

問題や課題の解決の検討

↓

問題や課題の解決方法の工夫

↓

問題や課題の解決の試行と反復

　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　実践化への確信

　4）行動変容への工夫

　歯科に関して望ましい保健行動がとれるには次

の保健行動の認識の深さがかかわっている。

①自分もその疾病に被患することの認識（歯科

　　疾患の特異性についての認識）

②その疾病は重篤になるとの認識（歯性病巣感

　　染についての認識）

③その疾病に対する予防行動は効果があるとの

　　認識（歯の健康つくりの理論と行動について

　　の認識）

〈参考〉

　　　　　　　　　行動の変容

　　目

標

↑

集団の行動

個人の行動（個人の努力）

態度（情緒的要素）

知　　識

→必要とする時間
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■シンポジウム■

実践力を育てる学校歯科保健指導計画と指導の在り方

岡山県教育庁保健体育課課長補佐守屋 靖

　事業の推進校にあっては，活発な研究活動が展

開されており，歯科保健の改善，向上のみならず，

学校保健全体の向上はもちろん，それぞれの学校

が掲げている教育目標の達成にも役立っている。

　①歯の保健指導は，むし歯や歯ぐきの病気を内

　　容としているので子どもに受け入れられやす

　　いo

　②歯の保健指導の内容は子どもや保護者のライ

　　フスタイルと深くかかわっているので，よい

　　生活習慣の形成に役立つ。

　③みがき残しのない歯みがき等の習慣がつくと，

　　がまん強さ，ねばり強さが身につく。

　④保健指導のカリキュラム作りのモデルになり

　　保健指導全体の計画や指導法の改善に役立つ。

　⑤歯の保健指導が軌道にのり出すと学校や学級

　　が明るくなる。

　⑥家庭との連携に役立っ。

　⑦むし歯の抑制にも役立っ。

　⑧「一生自分の歯で食べよう」この基礎をしっ

　　かり培う。

　こうしたことから，私は，昨年の全国学校保健

研究大会・全国学校歯科保健研究大会において，

学校における歯の保健指導の特質について，下記

の事項にまとめ発表した。

①全児童生徒を対象とする指導

　②発達段階・課題に応じた指導

　③心身の調和的発達を図る中での指導

　④個人の特性に応じた指導

⑤ライフスタイルの改善を促す援助

⑥自己指導力・教育力の育成

⑦日常生活の中での指導

⑧具体的・実際的な指導

⑨指導方法の多様化と改善

⑩組織的・計画的・継続的な指導

⑪全領域での取り組み

⑫家庭・地域社会との連携

　こうした特質をもつ歯の保健指導は，歯科保健

の面から，保健指導全体の目標達成に資するもの

でなければならない。

1．岡山県総社中学校区むし歯予防啓発推進事業

　の概要

　昭和61～63年度日本学校保健会委託事業として，

岡山県総社中学校区内の幼稚園5園，小学校4校，

中学校1校が中心となって関係機関・団体と連携

を図りながら，実践研究に取り組んだものである。

総社中学校区むし歯予防啓発推進事業の全体構想

　推進委員会では，事業目標の早期達成を目指し

て，確かな全体構想を確立し，校区内の各学校園

が，それぞれ，どう取り組むかについて協議した。

事業の成果と今後の課題

①健康な歯づくりのできる子の育成を目標に，

　「学級指導」「日常指導」「学校行事」「児童生徒

　活動」「啓発活動」「親子歯みがき活動」「学校保

　健委員会」「地域への活動」「関係機関との連携

　活動」の9つの柱で実践してきた。

②「児童生徒が主体的にむし歯予防に取り組む」

　ことを願い研究を進めてきた。

③家族ぐるみの親子歯みがき活動（評価）によ

　り，家庭での理解と協力を一層得ることができ

　た。

④健康な歯づくりにより，健康な歯を得ただけ

　でなく，健康な体づくりへの意欲，親子の心の

　ふれ合いの時間，何事も粘り強く頑張る心等も

　得たと考えられる。

⑤学校歯科医のご協力により，定期検診以外に

　もう1回，計2回歯科検診を行なっている。
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《親と子の健康な歯づくりをめざして》

1．幼児・児童・生徒のDMF歯数3をめざす。
2．幼・小・中の一貫した歯科保健指導をめざす。
3．幼児・児童・生徒にむし歯予防、歯周疾患の予防に必要な習慣を身につけさせる。
4．むし歯の早期発見、早期完全治療をめざす。
5．むし歯予防について、保護者や地域住民の関心を高め、理解を深めていく。
6．望ましい生活リズムの定着をはかる。

会
課
食
場
所

灘燃
総
総
総
共
総

学校・園で

総社中学校区むし歯予防啓発推進委員会

全体会・企画委員会

○健康な歯づくり指導年間計画作成
○学級指導及び指導法の工夫
○授業研究

○職員研修

○日常指導
　・朝の会、帰りの会での指導
　・給食時間の取り組み
　・昼のはみがきタイム

　・カラーテスト

　・個別指導
　・保健掲示物による指導
○年二回の歯科検診と完全治療の徹底

○歯の個人カードによる管理指導
○歯の衛生週間行事設定
○歯の衛生図画・ポスター展
○集会・ゆとりの時間の活用
　・歯の集会

　・健康カルタ集会
○児童生徒保健委員会の活発化
○表彰活動
○指導教材器具の整備
o教室「保健コーナー」

○洗口場の整備

専門部会

親子・家庭・地域へ

健康な歯づくりに関する知識の理解
をねらう啓発活動
○歯の保健だより「よい歯のそうじ
　ゃ」毎月発行
○歯のけんこうこよみ
○学年・学級懇談会
○学校保健委員会

o参観日公開授業
○講演会

o給食試食会
○標語募集

○誕生日検診

OPTA新聞
○市広報「そうじゃ」

○歯の衛生・図画ポスター掲示・義

　民祭・学区内
○地区別懇談会による啓発
　実践力をつける親子はみがき活動
○歯みがきカレンダー
○生活リズムの確立
○親子カラーテスト
○ブラッシング指導（実技講習会）

○学級PTAを利用したビデオ研修
健康な歯づくりについて、家庭での
話し合い活動
○健康な歯づくり家庭会議
○歯のアンケート

○おやつしらべ

各学校園担当歯科医

校区内歯科医

保健主事・養護教諭
幼稚園研究主任部会

養護教諭部会

関係機関との連携

○講演会

○健康な歯づくり指導教材の整備援助
○歯のけんこうこよみ

○給食センターとの連携
○栄養改善協議会との連携
　・親子料理教室
　・歯によいおやつ作り教室
○広報活動

○カリオスタット検査
○サリバスター検査
○標語看板

○市保健課独自の一般住民へのむし歯
　予防活動
○地区保健所との連携

⑥幼・小・中の連携により，小学生の未処置う

　歯の本数が減ってきている。また，卒業生のD

　MF歯数を3以下にして，中学校へ卒業生を送

　ることができたのは，学校間の相互理解と実践

　の成果である中学校1年生のDMF2．9本，次年

　度2．26本となった。

⑦すべての小学校，園が給食後の歯みがきを実

　施している。

⑧関係機関との連携により，地域に根をはる歯

　科保健を一歩，前進することができた。

⑨学校歯科医はもちろんのこと，学区で開業さ

　れている歯科医の協力を得られたことが，地域



　啓発に，大きな成果を挙げる要因となったと考

　えられる。

⑩この指定を期に，今後も地域との連携をより

　一層，密接にし，学校間の連絡を定期的に持ち

　ながら，すすめていくことが大切であると考え

　られる。

　そして，この運動が全市内・町内の全学校・園

に広がるよう，取り組んでくることが，今後の課

題である。

2．　まとめ

　児童生徒の健康づくりへの意識と行動がどれだ

け望ましい方向に変容したかが重要である。

どのような児童生徒に，どんな内容を，いつ，ど

こで誰が指導するのか。

　計画的，系統的に指導するためにも歯の保健指

導の全体計画と主題ごとや活動ごとの具体的な指

導計画を工夫する必要がある。

①指導内容は，歯科からみた児童生徒の発達課

　題や児童生徒の意識や行動の現状に即した学校

　ごとの内容を設定する必要がある。

②歯の保健指導は，特別活動を中心に教育活動

　全体を通じて行なうべきである。

③学級活動は，保健指導の中核をなすものであ

　り，指定校の研究では，歯の保健指導について，

　各学年を通して1単位時間を年間2～3回設定

　している。

④学校行事では，「歯の強調月間」「歯みがき週

　間」「うがい週間」「歯の日」など定期的に計画

　すること。

⑤児童会・生徒会による「健康教室」「歯の保健
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　集会」などの歯科保健活動の成功は，学校保健

　活動全体の原動力となり学校全体の活性化につ

　ながる。

⑥保健指導の究極のねらいは，児童生徒1人ひ

　とりの問題解決である。個別指導や日常指導は

　まさに「継続は力なり」である。

指導法の工夫をし，よい授業をしよう

　学級活動におけるよい授業の基本は，指導のね

らいが具体的であり，指導過程の工夫がされよい

資料の活用が必要である。

①「奥歯をきれいにするみがき方を身につけさ

　せる」といったように，指導のねらいを明確に

　し，児童生徒がかかえている問題が具体的に解

　決されていくといったようにすることが大切で

　ある。

②児童生徒の必要感に支えられ，自分のことと

　して健康な歯づくりに励むことができるような

　意欲を引き起こす指導過程の工夫と実践が必要

　である。

③よい授業のためには，児童生徒に感動を与え

　たり，理解を確かなものにするよい資料の活用

　が必要である。

児童生徒が指導のねらいにどれだけ近づいたか見

極めよう。

　岡山県灘崎町立灘崎小学校では，「歯の保健指導

学年別評価項目一覧表一を作成し，指導の成果を

確かめるとともに，次の指導計画や指導の改善に

役立てている。

　※より確かな計画，より確かな授業，より確か

なたしかめ
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■シンポジウム■

歯科保健を進めるための学校・家庭

・ 地域の果たす役割とその連携

日本体育大学吉田螢一郎

　本研究大会における全体シンポジウムのテーマ

は，「発達段階に即した学校歯科保健指導と生活化

の推進を図るために」とされ，この課題はそのう

ちの第3のテーマ（「3．歯科保健を進めるための

学校・家庭・地域の果たす役割とその連携」）とし

て設定されているものである。

　したがって，「歯科保健」を発達段階に即して行

われる学校歯科保健指導の生活化の視点でとらえ，

学校・家庭・地域の役割と連携の在り方について

提言しようとする。

1．学校歯科保健指導の生活化と学校・家庭・地

　域の役割

　学校における歯科保健指導の目標は，「小学校歯

の保健指導の手引」（文部省　昭和53年7月）に次

のように述べられている。

　（1）歯・口腔の発育や疾病・異常など，自分の

　　歯や口の健康状態を理解させ，それらの健康

　　を保持増進できる態度や習慣を養う。

　（2）歯のみがき方やむし歯の予防に必要な望ま

　　しい食生活など，歯や口の健康を保つのに必

　　要な態度や習慣を養う。

　つまり，学校歯科保健指導の生活化とは，この

ような目標を幼児・児童・生徒の発達段階に応じ

て達成させ，それらが歯・口腔の生涯を生じる健

康に生きて働くようにしていくことである。

　（1）学校における歯科保健指導の充実が基本に

なる。

　幼稚園，小学校，中学校及び高等学校を通じて，

幼児・児童・生徒の歯科的な課題と意識や行動の

課題に基づく「行動目標」を設定し，乳歯列期，

混合歯列期，永久歯列期を通じて一貫した指導を

可能にしていくことである。いってみれば発達段

階に即した歯科保健指導を計画的に，しかも継続

的に展開できるようにするということである。

①各学校段階を通じて歯科保健活動の「全体

　　計画」と歯科保健指導の「年間計画」を作成

　　し，学級を中心とした歯科保健指導を行うこ

　　とができるようにする。

②幼児・児童・生徒の実践意欲を起こさせる

　　歯科保健指導の授業を工夫する。

　③個に応じた歯科保健指導の指導法を工夫す

　　る。

④教師の理解と関心を高めるための校内研修

　　の機会を確保する。

⑤　家庭や地域への働きかけの仕方を工夫する

　　とともに，学校保健委員会を活性化させる。

　（2）家庭では，保護者がよい習慣づくりの「先

　　生」になれるように啓発活動を進める。

　幼稚園や小学校等の歯科保健指導で習得したこ

　　とが，毎日の生活の中で確実に実践すること

　　ができるようにするという観点からの保護者

　　の啓発活動である。家庭訪問や学校参観，学

　　級PTA（学級保護者会）などの機会に学校

　　の指導の方針や内容を説明したり，学校参観

　　日には歯の保健指導の授業に保護者の参加を

　　要請するとともに，学校歯科医を中心とした

　　懇談会を開催するなど，保護者の理解と関心

　　を高め保護者が家庭でのよき「先生」になれ

　　るように働きかけることである。

　　図は，家庭の役割を端的に示した歯の健康づ

　　くりのための「家庭のチェックポイント」で

　　ある。

　（3）地域では，保護者の啓発活動や学校におけ

　　る歯科保健指導がよりよく行われるようにす

　　るための条件づくりをする。

①学校ごとのPTA活動として，保護者を対

　　象とした「歯のみがき方講習会」「おやつ作り



歯の健康づくりのための「家庭のチェックポイント」

歯みがきの　日を決めて　　歯の検査

ようすを　　歯の状態を　　を受ける

よくみる　　確かめる

鏡などの　　　例外を　　甘いものを　よくかんで

工夫をする　　許さない　　とりすぎない　　食べる

　　　　　　　　　　10
親が手本　　家族会議　　むし歯予防

を示す　　　をもっ　　　学習をする

（日本学校保健会「むし歯予防のしおり」昭和59年より）

　　講習会」を開催したり，ポスター・標語の募

　　集・展示，親子歯みがきカレンダーの作成と

　　賞揚（家族賞を設けるなど）などの活動を行

　　うなど保護者の意識の高揚に努める。

　②市区町村の教育委員会が，学校歯科医会，

　　歯科医師会などに協力を要請し，「○○町歯の

　　健康づくり推進会議」を設けるなど，市区町

　　村ぐるみで幼児・児童・生徒の発達段階に即

　　した学校歯科保健活動を推進することである。

　このような試みは，文部省が昭和58年度から日

本学校保健会に委託して行っている「児童生徒等

むし歯予防啓発推進事業」に見ることができるの

である。この事業では，幼稚園（保育所）から中

学校までを一貫した，学校・家庭・地域の連携に

よる学校歯科保健活動を数校或いは数10校単位で

推進するもので，保護者の啓発による家庭や地域

の活動に重点がおかれている。

2．学校・家庭・地域を結ぶ「かけ橋」としての

　学校保健委員会の活性化　一開かれた学校の促

　進一

　「開かれた学校の促進」は，今次学習指導要領

改訂の目玉の一つになっている。それは，小学校，

中学校，高等学校学習指導要領総則に「地域や学

校の実態等に応じ，家庭や地域社会との連携を深

めるとともに，学校相互の連携や交流を図ること

にも努めること。」が加えられているからである。

　このことは，昭和62年12月の教育課程審議会の

答申において「教育課程の基準の改善のねらいを
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より有効に達成するため，学校教育と家庭教育や

社会教育とは，それぞれの機能を発揮しつつ，相

互に補完し合う必要がある。」といった趣旨を受け

ているもので「しつけも学校」といった現状を見

直し，家庭や地域の教育力を取り戻していくため

の学校の働きかけについて強調しているものとい

える。

　（1）学校と家庭や地域社会を結ぶ「かけ橋」と

　　して

　学校保健委員会の在り方については，文部省作

成の「小学校歯の保健指導の手引」（昭和53年7月）

に次のように述べられている。

　①学校と家庭の役割を明確にする。

　②児童や保護者等の意識と行動の変容によっ

　　て問題解決が図られるようにする。

　③　問題解決に生きて働く組織と運営について

　　配慮する。

　④委員会で協議された事項は実践に移される

　　ようにする。

　①は，健康や安全な行動に必要な生活習慣を育

てること，がまん強さやねばり強さなど自立・自

制の心を育てることなどにかかわる学校と家庭や

地域の役割の明確化である。みがき残しのない歯

みがき，おやつの与え方，歯ごたえのある食べ物

をよく噛むこと，むし歯や歯ぐきの病気の早期処

置など，歯科保健にかかわる問題は多くの幼児・

児童・生徒が当面している事柄であるだけに，共

通の素材としては好個のものと考えられる。した

がって，これらの問題の解決を図っていくのに，

家庭では，地域ではどうすればよいのかを学校が

もっと強く働きかけ，それぞれの機能を再確認し，

方法を話し合い，それが実践に結びついていくこ

とができるようにするための「かけ橋」としての

学校保健委員会の機能の再発見が必要であるとい

うことである。

　（2）議題に工夫を

　②は，保護者が学校や行政に施設設備などの面

で何かを陳情・要望していくということではなし

に，①の延長線上で保護者は，地域は何をなすべ

きかについて強調しているものといえる。したが

って，ここでは議題の選び方が大きくかかわって
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くるものと考えるのである。

　例えば，「むし歯予防対策について」「食生活に

っいて」「交通安全対策について」といったような

抽象的で大きなものにするのではなく，「食後の歯

みがきについて」「むし歯予防家族会議について」

「おやつについて」「そしゃくについて」「通学路

の安全にっいて」などといったように，可能な限

り具体性のある小さなものに絞り込むようにする

ということなのである。

　（3）主役は保護者や一般の教師

　③は，組織と運営の観点を示したものであるが，

以上のような流れに沿って組織構成を考えてみる

と，保護者を多くし，それに一般の教師と児童・

生徒を加えていくということである。とかく，学

校保健委員会というと，主役は保健主事，養護教

諭，学校医，学校歯科医，学校薬剤師といったよ

うに受け止められることが多いのであるが，生活

行動の変容がこの上なく期待されている今日にお

いてはここからの脱皮が不可欠であることを強調

しているものといえよう。

　（4）「すこやか委員会」のすすめ

　学校保健委員会の名を取るか，その機能を取る

かということなのであるが，心豊かな人間の育成

というこれからの教育課題を克服していくために

は，必ずしも「学校保健委員会」という40数年前

の名称にこだわらなくてもよいのではないかと考

えるのである。それは，保護者にも，児童・生徒

にも，一般の教師にも共感が得られやすい「すこ

やか委員会」「いきいき健康会議」「すくすく健康

会議」といった名称に発展させて成功している学

校が少なくないからである。

　このような学校の場合には，学習，遊び，暮ら

しなど生活全般から問題を取り上げ，学校生活の

ことよりも家庭や地域での生活につらなる問題か

ら議題を設定しているのである。例えば「あいさ

つを見直そう」「感謝の輪を広げよう」「親子歯み

がきを見直そう」「親子読書を見直そう」「おやつ

のとり方を考えよう」「自転車事故をなくそう」と

いったように議題にもかなりの工夫が見られるの

である。
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■シンポジウム■

学校歯科保健指導に果たす学校歯科医の役割

広島県歯科医師会常務理事高木勇蔵

　私たち歯科医師は歯科医師法の第一条で「国民

の為に歯科医療と歯科保健で寄与しなければなら

ない……」と，その職務にっいて規定がしてあり

ます。一般的には毎日の診療の中で，主として患

者さんを対象に歯科医療を主体的に行っています。

診療所の中で最近は歯科保健の重要性も主張され，

医療以外にも保健活動を行っていますし，その保

健活動にはかなりの評価が与えられるものと信じ

ています。私たち歯科医師の多くは，社会保健診

療報酬の枠組みのなかに含まれていない歯科保健

を，診療室で治療をしながら，献身的な努力をし

ております。

　現在の歯科保健の現状は幼児期の母子保健から

始まる各ライフステージの中で，法律的にコント

ロールされるべき歯科保健が全く充実していませ

ん。学校保健のステージが終わる18歳から再び全

員が国の歯科保健のコントロールシステムに入れ

るのは老齢期になってからで，その間国の歯科保

健システムに入っていない壮年期の人たち，なか

んつく働いておられる方々の職域歯科保健につい

ては国のシステムの保障がないため「歯科保健対

策は放置に近い状態」と言っても過言ではないと

思います。

表1　これからの保健事業のキーワード

1）Quality　of　Life

2）歯科保健あるいは公衆衛生の評価方

　法の確立

　表2　広島県歯科医師会が実施した学校歯科保健のアンケート調査

1）学校歯科医師を対象にしたアンケート調査（1984年実施）

・県歯科医師会会員全員を対象に55．8％の回収率

・内容：学校歯科保健の取り組みと学校歯科医の待遇について

・結果：概して低調、無関心
2）’J・中学校の養護教諭を対象に学校歯科保健に関するアンケート調査（1986年実施〉

・県内680の小学校と240の中学校にアンケートを送付、それぞれ65．6％、60．8％の回収率

・内容：各学校の教職員、PTA、児童生徒、歯科医の関心度と取り組み方
・ 結果：中学校になると無関心になり、歯周保健の取り組みに問題あり

図1　学校歯科保健に対して校長が指示を出すか

　　　学校歯科保健に対して校長か指示を出すか

　％
　100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口　’」・二学季交

　　　　　　　　　　■■中学校

図2　担任教諭は歯科保健活動に協力的か
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図3　治療勧告書に対する保護者の反応 図4　治療勧告書に対する生徒の反応

治療勧告書に対する生徒の反応
1％｝

・…　　冒串：：驚

65．1

50

17．1

2．7

0

ある　　　　なし

表3　広島県歯科医師会の学校歯科医の熱意と評価 表4　学校保健委員会とは

学校歯科医を今後とも続けたい・………………・・64．3％

　　　　　　　　　　辞めたい・・………………・8．2％

学校で歯科についての講演をしたことがある…43．3％

〈養護教諭からの評価〉

①学校歯科医はよく活動している・

②学校歯科医はまずまずの活動…

③学校歯科医に要望がある………
④そ　　の　　他……・………・…・

一 38．5％

・ 48．7％

・・ 9．0％

・・ 3．8％

①学校に於ける健康や安全の問題を協議・研究や実

　践上の諸問題を協議する

②学校保健の推進的役割を持つ機関

③構成メンバーは教職員、PTA、医療保健の専門
　家等

④学校だけでなく、家庭、地域社会の三者一体とな

　った協力が必要

⑤専門的学校歯科医の役割

　学校保健の重要性については，敢えてここで語

る必要もないと思いますが，特にこれから迎える

超高齢化社会21世紀の反対現象の「少子社会」は

将来の日本の活性に重要な役割を果たします。そ

の意味で学校のステージの健康教育は重要である

と言えます。厚生省も昨年度の厚生白書でサブタ

イトルに「長寿社会に於ける子供・家庭・地域」

を挙げ，子供が健やかに生まれ育ち，高齢者が安

心して，生きがいを持って暮らせる社会を目指し

図5　学校保健委員会は活発ですか

学校保健委員会は

［：コノ」・2≠季交

■■■中’こデrt交

たこれからの厚生行政の方向を示しています。期

せずして日本学校歯科医会のこの全国大会のサブ

タイトルに見事に符合するではありませんか。21

世紀を乗り切る為にもこれからの子供達のパワー

に期待せざるを得ません。

表5　従来の公衆衛生事業の評価方法

1）行事への参加者人数で判定

2）参加した事業の理解度・感想をアンケート調査で評価

3）最も丁寧なのが感想文を書かせ、それによって判断

4）その他

表7　私が高校で行っている歯科健康教育の内容

工歯と歯周組織の健康とその役割

②歯肉の炎症

②Brushillgの効果

ヨじ高校が歯科の健康教育を受ける最後のチャンス

⑤自分の健康は自分で守る
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　　表6　歯科健康教育評価プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　2年前に健康教育

　　　　　　　　　　　　　　　ブラッシング指導済み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

1年前に健康教育　　　　　　　　　　1

ブラ・・シング指導済み　　　；

　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　国　　　［iヨ
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

A）歯科並びに健康観に関するアンケート調査・歯周検診（ORI）

　　　1
　　　9
　　　1

スライドを使用し
　　　　　　　　　　1989．10．25
健康教育

　　　l
　　　l
　　　l
　　　I
　　　I
歯不斗偉」ノLIご学季交硅三f走　　　　1989．11．1

によるBrushin9指導　　　教育1週間後

　　　1
　　　　1
　　　　1
　　　　1
　　　　1

　歯肉の炎症が著しい生徒
　　　　　　　　　　　　　　　1989，12．16
　への特別健康教育

　　　　l
　　　　s
　　　　l
　　　　l

1989．9

（1486名）

A）と同じアンケートとORI検診を

再び実施

1990．3．17

（488名）

轟〕！

　　　　ミ
1照　l

i校i
し＿1

A）と同じアンケート

調査と歯周検診

1989．11．11（890名）
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　さて「良い歯で，良く噛み，良い体」と言いま

す。我々が歯科衛生の推進に長い間使ってきた標

語です。観念的に歯科保健の目的としてよく理解

出来るのですが，それでは実際に「良い歯で，よ

く噛む」となんとなく健康になりそうですが，本

当にそうなのかと言われたら観念的には皆さんが

認める事が出来たとしても，客観的なデータはあ

るのかと言えば全くお手上げになってしまいます。

表8　健康教育行事の歯科的効果 表9　ブラッシング留意度の項目

①歯肉の健康度が良くなっている

②歯科的知識が増えている

③行餐で体験した内容をよく覚えている

1）歯を磨かずに寝ると、気持が悪い。

6）歯みがきの時間を測ったことがある。

8）家にいる時は昼食後も歯をみがく。

10）一本一本の歯に注意して噛みがき”をしている。

20）テレビを見ながら歯みがきをすることがある。

図6　不正咬合とORIスコァー
表10　歯科保健の目標の代表的なもの

1）DMF歯数3：WHOが掲げたもので、「2000年まで
　　に12歳児の虫歯になったことのある歯を3本以下に

　抑えよう」

2）8020運動　　：「80歳になった時でも、自分の歯を

　20本以上残そう」

表11噛むことの意義を唱えた事項

①フレッチャーの完全咀囑法

②鶴亀の　齢い願わば　ッルツルと　呑まずカメカメ　亀

　よカメカメ

③興亜奉公日に歯科医師会が展開した「よく噛もう運動」

　で節米に協力

表12　0Rlと健康観の関係（単位％）［
O
R
I
　
　
　
　
　
　
　
I
＋
2
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
l
L

＋110 一
1
一
2 平均

歯科定期検診を受けている　　　：4．0　19．4　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　1

旨

4．0 7．5 0 6．4

　
現
在
心
身
共
に
健
康
と
思
う
1

　　　E
52．3　58。31　　　；

60．8 54．9 25．0 56．6

l　rl頃の運動不足が気になる
72．8 72．8 78．5 77．5 75．0 75．9

不摂生な生活をよくする 69．8 70．4 71．3 66．0 75．0 69．9

日頃健康に留意している 44．2 48．4 42．8 37．3 12．5 43．0

過食にならないようにしている
　　　　　　　　　　　　　　　1

54．0 44．2 46．5 45．8 37．5 46．4

1　朝食を抜くことがある
21．1
　　　［

18．3　　　1 29．5 25．6 43．8 24．0

…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　［
巨≦魁で・鱒している　132・9［38・9132・1

［

I　　i
29．1　　1　　6．3　　　　　33．3　　1

1
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表13健康留意度の項目

26）歯の健康のために定期的に検診を受けている。

30）日頃健康に気をつけて生活している。

32）人に頼まれたことはきちんと実行するようにしている。

33）食事はあまり食べ過ぎないよう注意している。

35）食事は時間をかけてよくかんで食べている。

7
」
O

　
P
D

図
乞

2．00

1．50

表14　ストレス認識度の項目

36＞寝つかれないことがよくある。

37）胃の具合が悪かったり、吐きそうになる

　　ことがよくある。

38）よく頭痛がする。

40）首すじや肩がこりやすい。

41）いつも疲れている感じがする。

42）日ごろイライラすることが多い。

44）ふさぎこむことがよくある。

1．00

0．50

0．00

健康留意度とORIの関係
2．35

2．16
2．10

1．85

1．45

・証”

十2　　十1　　 0　　 － 1　　－2

表15　顎関節症の症状の有無とストレス認識度

1年 2年 3年 平均

顎関節症の症状を自覚している 2．65 2．87 3．20 2．96

してない 1．77 2．07 2．72 2．19

平　均　　　11．90 2．22 2．83　　1 2．33

図8　広島県小学生　永久歯の推移

　（単位゜％）
80

60

40

20

　　．．x‘’
．x・・°x°

鴻．姻・凶蟹…翼

0

　464748495051525354555657585960616263　1

　ところで学校歯科保健のステージは，他のライ

フステージの歯科保健より学校保健法を背景にし，

それぞれの人的分担システムはほぼ整っています

が，残念なことに歯科保健を展開していくソフト

に欠けていると思います。その意味で学校保健の

充実には，このソフトの開発が不可欠ですが，「そ

のソフトの善し悪しを判定する的確なデータの確

保」がなににおいても重要ではないでしょうか。

そのデータも唯カリエスの減少や高齢になって残

存歯が多いと言うだけでなく，「良い歯で，良く噛

み，良い体」を証明出来るものにしたいものです。
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■幼稚園・保育所部会■

幼稚園・保育所における歯科保健指導の実践

座長日本大学松戸歯学部教授森本　基

1．はじめに

　世界保健機関が国際歯科連盟と協同して提案し

た2，000年までの口腔保健目標の第1が「5～6歳

児のむし歯なしを50％以上にしよう」であるよう

に，この幼稚園・保育所時代の口腔保健は極めて

重要な時期であることを再確認して，より充実し

た歯科保健活動をすすめていきたい。

2．幼児の健康づくりの目標

　人間として生涯を送るための基礎づくりの時代

として重要な時期であることから，健康づくりの

目標にむけて充分な計画と確実な実践活動により

幼児の発育・発達にとりくんでいかなくてはなら

ない。

　1）幼稚園教育のねらい

　幼児期が生涯にわたる人間形成の基礎を養う時

期であることから，幼児1人1人の特性に応じて

発達の過程に即した指導を行い，健康で安全な生

活ができるよう基本的生活習慣と態度を育て，自

立と協同，道徳性の芽を育て，日常生活から身近

なものへの興味や関心を育てるなどを目標として

いる。

　2）保育所での活動のねらい

　保育所は「日々保護者の委託を受けて，保育に

欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的と

する」と規定されており，基本的には，幼稚園の

教育とは目的を異にしている。しかし，保育は，

飲ませたり，食べさせたりすることのみがねらい

ではなく，心身発達に伴っての養護と基本的生活

習慣や社会的生活態度の獲得など乳幼児の発達に

応じて行うものである。

　3）幼稚園と保育所における歯科保健活動

　幼稚園にあっては，幼児の心身の発達に応じて

自ら健康を守り育てることをねらいとした教育活

動を行う場であるから，当然，自分の健康に関心

をもたせ，すすんで病気の予防に取り組むような

活動を教育活動として行うものである。保育活動

が，保育に欠ける児童の保育が目的であったとし

ても，健康に無関心であってよいはずはなく，保

育所における歯科保健については，児童福祉施設

最低基準及び保育所保育指針において歯科健康診

断の実施が定められている。

3．幼児の発達段階と保健活動としての対応

　幼児は発育・発達するものである。運動量もど

んどん大きくなる。心身の発育が大であるだけに，

健康の問題も病気の問題も発育をぬきにしては考

えられない。

　斎藤（1987）の生活習慣の開始時期についての

親の期待調査の結果は，3～4歳からできてほし

いもののランク順でみると，「下着をとりかえる

（61．4％）」「歯をみがく（60．2％）」「好き嫌いを

しない（59．1％）」「朝顔を洗う（54，7％）」「あり

がとう・ごめんなさいを言う（53．8％）」などがあ

げられている。この時期の基本的生活習慣を身に

つけさせるための保健活動の重要性も示している。

4．歯科保健指導の課題とねらい

　この時期の歯の保健指導の問題とねらいにっい

て簡単に記しておく。

　1）歯口の発育状況

　2～3歳では全乳歯20歯が萌出して，乳歯列弓

が完成している。そして，4歳をすぎる頃から，

顎の発育によって，特に，前歯を中心に歯と歯の

間にすきまができてくる。もう少しすると（6歳

前後），第1大臼歯が萌出し，永久歯列弓の形成が

スタートする。噛み合わせの大事さを指導したい。

　2）歯口の疾患及び異常



　最近ではずいぶん少なくなったが，乳前歯の隣

接面や乳臼歯の咬合面にむし歯が発生してくる。

特に，乳歯のむし歯は進行が早いので早期発見，

早期治療の重要性を指導したい。先天異常として

の，口唇裂，口蓋裂は決して多くはないが，指導

者としては留意しておかなければならないことで

ある。歯数の異常，癒合歯などの情報は十分にと

っておきたい。

　3）　保健指導のねらい

　幼児にとって，歯が揃っているのは当然という

認識である。ここで歯・口腔の機能を考えて，歯

や食べることの関心を高めさせ，大切にする姿勢

を養っていきたい。食べたら，口の中は，当然，

汚れるのであるから，きれいにするという習慣形

日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／27

成を強調する。よく噛むことも，発育の立場から

も，健康保持の面からも十分に指導し，もうすぐ

生えてくるであろう第1大臼歯の重要性，永久歯

列へつなぐこともふれて，認識を高めるように指

導しておきたい。

　4）歯をきれいに・歯みがき指導

　いつも口をきれいにしておくための，ぶくぶく

うがい，歯ブラシの使い方について指導し，習慣

化させたい。保護者による仕上げみがきも励行で

きるよう指導しておく。

　5）家庭との連携

　この時期の保健活動は家庭との強力な連携なし

には成りたたない程，重要であることを強調した

い。

質

保育所・幼雅園部会にて
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一保育所・幼稚園における保育教育と

歯科健康管理について一

助言者日本学校歯科医会専務理事西連寺　愛憲

保育所における保健教育

　1．保育の現状

　保育所は児童福祉施設であり，いわゆる保育に

欠ける乳幼児が，家庭に代わって育児されている

施設で，福祉行政として各地で設立された。しか

し近年の「少子」の時代を迎えるに至って，定員

より少ない乳幼児の保育を行っている施設が多く

なった。

　また，家庭や女性の職業の多様性に伴って，そ

の「保育に欠ける子ども」の保育にかける時間に

も違いが生じている。保育に入る年月齢も小さく，

いわゆる「産休明け」の保育の需要も多くなって

いるし，障害児の保育もみられることはよく知ら

れている。

　2．保育と健康管理

　保育においては，乳幼児は健康で安全に生活で

きることが保障されなければならない。特に，保

育の目標を全うするためには，健康管理は重要な

位置におかれていることはいうまでもない。

　保育所には嘱託医が置かれていることが決めら

れ，市町村または施設から委託される。

　医師・歯科医師による健康管理は，健康診断，

疾病障害発生時の処置が主なものであるが，保育

者の日常の保育活動も，健康管理そのものである。

指針に示されている保健・安全管理上の留意事項

としては，

　①日課に関すること

　健康観察は，病気の有無・怪我の有無，乳幼児

の疲労の程度を判断。

　給食における食生活指導や排便・温度と衣服の

調節，保母の保育の専門性を生かした健康管理。

　②衛生環境に関すること

③健康診断に関すること

④公衆衛生

　伝染病の発生に注意，等。

⑤不時の事態に関すること

　身体の異常の発見，ならびに家庭連絡・医師へ

の連絡などに加えて，処置を行う。

　3．保育所の保育教育

　保育所においては，それぞれの年齢における生

活が組まれている。換言すれば，年齢別の保育内

容が決められている為，それに応じた健康保育に

心がける。年齢が小さいときには，保育そのもの

が健康管理であり，保健活動であるといっても過

言ではない。

　保育所における保健教育は，乳幼児の発達段階

に応じた健康管理を実践するための教育ではある

が，いわゆる学校や幼稚園でいう「教育」とは種

類が異なる。日常の活動のなかで行われることは

いうまでもないが，保育の実践そのものが教育と

いう形態なのである。保育は生活であり，それの

実践のなかで，乳幼児が身につけることができる

ようにすることが目標となる。そのためには，生

活習慣の自主のための働きかけ（保育では「しつ

け」といわれることが多い）を主流とした働きか

けが保健教育の具体的な内容といってよかろう。

もちろん，食事（栄養摂取を主目的とした健康増

進のための行動）に関する働きかけもこのなかに

含まれる。

保育と歯科健康管理

　○萌出準備期（新生児期・乳児期前半）

　この期は，口腔内の所見としては無歯期にあた

る。



口腔内の問題点

　母親との関係

　核家族化のために，育児の経験に乏しくて，自

信がなく，育児書への過信によって，画一的な育

児法に陥ることがある。また，人工栄養の価値の

過大評価傾向が大きく，母乳保育が減少し，単に

栄養上の問題だけでなく，スキンシップの不在な

どによって乳児の情緒の発達にも知らず知らずの

うちに大きな影響を与えている。

　この期の留意点

　適切な育児，とくに母乳栄養による保育が望ま

れる。

　○乳歯萌出時期（乳児期後半～幼児期前半）

　口腔内の状態

　乳歯の萌出期に，哺乳ビン爾蝕bottle　mouth

cariesの発生がみられる事がある。

　この年齢層の歯科治療は知的発達や行動から見

ても困難であり，齪蝕予防対策が最も望まれてい

る。

　また，鯖蝕による歯質崩壊，悪習慣（栂指吸引，

弄舌，異常嚥下など）によって起こる乳歯列の後

天的な不正咬合が早くもみられるようになる時期

でもある。

この期の留意点

・母親の育児態度がその児の人格形成に大きな

影響を与える。

・ 乳歯の萌出とともに爾蝕罹患が始まり，萌出

歯の増加（加齢）とともに罹患率が高まる。

・ 母親の手による児の歯口清掃が最も必要な時

期である。

　○乳歯列期（幼児期）

　乳歯の萌出がすべて完了し，第一大臼歯の萌出

するまでの3～3．5年間で，乳歯列の安定期である

と同時に乳歯爾蝕の罹患率がピークに達する時期

である。

　　　日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／29

　口腔内の状態

　この時代の蠕蝕は，5歳児前後にピークになり，

鶴蝕の被害が最も大きい。咀囑不全は全身的発育

や現在形成されつつある永久歯の石灰化にも影響

し，鯖蝕による乳歯の崩壊や早期抜去は，乳歯列

自体の不正咬合と咬合異常につながっていく。

　また栂指吸引癖や吸唇癖などの悪癖は，不正咬

合や顎の変形などを起こすことになりかねない。

　母親との関係

　母親への依存性の強かった時代から，第一反抗

期となり，4～5歳になれば，自己主張の選択が

でき社会性が備わってきて，大人の話がよく理解

できるようになるが，その反面，自己の欲しない

ことには，頑強に抵抗する。

この期の留意点

・おとなの言葉がよく理解できるようになる反面，

自己主張が強くなるので，歯科治療にあたって

は安易に妥協することなく，母子ともに歯科治

療の重要性を認識するようにしなければならな

し㌔

・ 母親に対して，蠕蝕予防のための歯口清掃の重

要性を教育し，早期のしつけによって，これら

の習慣を定着に向けろ指導が必要である。

幼稚園における保健教育

　1．保健教育の重要性

　1）　健康に関する指導

　幼児期は，生涯を通じての保健教育の上で，き

わめて重要な時期である。幼児期の特性を十分に

発揮させて，幼児の心身の健やかな発達を促すた

めには，ゆとりのある生活リズム，周囲の温かい

人間関係，自然環境との豊かな触れ合いなどがき

わめて大切な条件となる。

　学校教育法第78条は，幼稚園教育の目標として，

筆頭に「健康安全で幸福な生活のために必要な日

常の習慣を養い，身体諸機能の調和的発達を計る

こと。」と示されている。

　1　健康な生活に必要な習慣や態度を身につけ

　　る。
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　2　いろいろな運動に興味を持ち，進んで行う

　　ようになる。

　3　安全な生活に必要な習慣や態度を身につけ

　　る。

　という三つの大事項から成っている。

　2）健康管理

　健康に関する指導と並んで重要なのは，幼児の

健康管理である。発育や発達を確保するためにも，

発達段階に応じた生活の養護や健康増進をねらい

とする環境管理，疾病の予防や早期発見等が不可

欠である。その具体的な手だてとして，

　①日常の健康観察

　②健康診断

　③健康相談

　④応急手当て

など各国の状況を踏まえ，常に幼児の生活環境の

改善に努めるとともに安全の確保，健康の増進に

配慮しなければならない。

2．保健教育への取り組み

　1）　文部省の指導施策

　昭和58年11月，中央教育審議会教育内容等小委

員会は，幼児および幼児を取り巻く環境の変化に

対応して，教育内容の見直しを行うべきであると

提言し，「幼稚園教育の在り方にっいて」が公表さ

れた。

3．現状の問題点と課題

　1）幼児を取りまく環境と幼児

　現在，幼児を取りまく環境は，幼児の健康保持

のマイナスになる要素が多い。

　2）　保健教育と家庭

　3）幼稚園における保健教育の課題

4．日学歯の取り組み

　学校及び幼稚園における教育的な歯科保健の増

進を図るためには，何といっても「保健管理と保

護指導の調和」が不可欠である。

　日学歯では，第51回大会より「学校歯科保健の

包括化」をメインテーマとして，幼稚園教育を含

めた小・中・高等学校一貫した学校歯科保健を求

め，教育課題に示されている「ゆたかな心とたく

ましく生きる子どもの育成」に即応できるねらい

を考慮してきた。これからの幼稚園，保育園（所）

における歯科保健教育（指導）は，来るべき新し

い世紀にむけて一層の充実を計らねばならない多

くの課題が山積していることを銘記しなければな

らない。

幼稚園児の歯科健康管理

　L　健康な生活に必要な習慣や態度を身につけ

亙

　幼稚園における健康教育は，子ども達に健康な

生活を続けていくために，必要な習慣や態度を身

につけるということが最も大切なねらいである。

2．健康診断のねらい

○健康診断の大切なことを知る。

○自分や友達の体重，身長，健康な歯の数や，

　ムシ歯の数などに興味をもっ。

○医師の前で堅くならずに診てもらい，診断を

　受ける順番を静かにきちんと待っ。

3．デンタルヘルスの指導（教育）

歯口清掃指導

○家庭のしつけ

　元来，歯口腔清掃そのものは，保護者によって

日常の家庭生活で常識的な習慣として営まれるべ

きであるが，そのしつけが実行されていないため

に小児蠕蝕の多発につながってきている。

　○園における指導（学習）

子どものよい習慣の獲得は，学習としつけによ

って行われる。

　○歯みがきのポイント

1）上手な歯みがきは，園児自身が歯に付く汚

　れ（歯垢）を確認することから始まる。

2）歯ブラシの毛先を使ってみがく。

3）　毛先のあて方。

4．幼稚園の歯科保健教育（指導）計画

　歯の保健指導は家庭生活の中で学習（しつけ）

するものであるが，幼稚園で行う保健教育の基礎



的な学習体験は幼児期に欠くことのできない課題

である。

　幼稚園における歯の保健指導に関する指導計画

と指導の着眼点について例示すると，

①主題名「歯」ってなあに
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②ブクブクうがいをじょうずにしよう

③歯ぶらしとおともだちになろう

④おやつをじょうずにたべよう

等である。

幼稚團、傑育所における自科像傭掘導の1

熱心に聴きいる保育所・幼雅園部会の参加者
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■幼稚園・保育所部会発表■

進んで歯を大切にする幼児の育成をめざして

一親と子の健康な歯づくり（幼稚園分科会）一

岡山県和気郡和気町立藤野幼稚園園長Jll井稔枝

1　地域の概要

　1．地域の特色

　和気町は，岡山県東南部（兵庫県に近いところ）

に位置し，岡山市より約30km離れた農村地域で

ある。

　東備経済圏の中心地，商業・文化の町として活

気に満ちている。

　和気町は，和気清麿呂公の生誕地で，昭和47年

11月3日「教育と文化の町」と宣言した。

　歯科保健面から見ると，昭和61年～昭和63年に，

むし歯予防啓発推進事業を受け，和気町の幼稚園

5園・小学校の5校・中学校の1校で地域全体の

取り組みがなされた。

　2．　むし歯予防啓発推進事業（日本学校保健会

　　委託事業）（昭和61年～63年度）

　（1）基本目標と活動目標

〈基本目標〉

親と子の健康な歯づくり

〈活動目標〉

むし歯の早期発見・早期治療

3・3・3運動の徹底

バランスのとれた食事

基本的生活習慣の確立

啓発，広報

　　の実践

　各幼・小・中学校（園）が計画している歯科保

健について，歯の発達から見たむし歯予防の視点

から見直し，その実践を図った。

　（2）家族ぐるみ歯みがき運動

　（3）ポスター・作文コンクール

　（4）むし歯予防ポスター配布

1
0
乙
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0
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じ
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e
ア
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ゥ
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活動内容

和気町むし歯予防啓発推進委員会の整備

学校における歯科保健活動の充実

保護者への啓発活動等

むし歯予防推進での活動

幼・小・中一貫した指導計画の見直しとそ

　4．成果

　児童生徒むし歯予防啓発推進事業の指定を受け

歯の健康づくりに取り組んできた。地域ぐるみの

推進事業を通して幼・小・中学校一貫した指導計

画のもとに，むし歯予防に関する保健活動が実施

できた。「町内の学校に検診に行ってみて子どもた

ちの歯の輝きが増し，新たに発生しているむし歯

が少なくなっているように思える」（学校歯科医）

「いろいろな会合の場で，むし歯予防についての

家庭の取り組みが話題にのぼるようになった。」

（保護者）という本事業に対する成果の声が多く

出されるようになっている。これは少しずつでは

あるが，私たちの取り組みが浸透しつつあるので

はないかと心強く思う。

ll　本園研究の概要

　1．園の概況

　和気町には，日笠，藤野，本荘，和気，石生の

5つの学区があり本園は，その中で東部に位置し

ている。

　2．園の実態

　年少児，男子18名女子14名計32名。年長児，男

子18名女子10名計28名。2年保育である。

　むし歯の数は，入園児の実態によって年により

変化が見受けられるが全般的にり患率は年々低下

の傾向にありよい結果が表われている。



日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／33

〈子どもの発達から見たむし歯予防の視点〉

歯の発達と予防の重点 歯みがきのポイント

○完成乳歯列 ・ 口の中をきれいにする。

・ この時期には，乳歯の全部が生えそろ ・ ブクブクうがいをする。
幼

っている。 ・ 歯ブラシをこまかく前後に動かしてみがく。

稚
○第一大臼歯萌出期

　・この歯のむし歯予防に重点をおく。

・下顎の第一大臼歯のかみあわせ面は前後にていねい

にみがく。

園
・ 生えはじめからおわりまでの1年ぐら

いは，むし歯になりやすい。

・ 1日3回，食後すぐ歯をみがくようにする。
・ 寝る前の歯みがきは，時間をかけてていねいにみが
く。

低
○第一大臼歯

　・第一大臼歯は，60～80％の児童に生え

・ こきざみに手を動かし，時間をかけてみがく。
・ かみ合わせ面は，前後にみがき歯ぐきの部分もてい

学 ている。 ねいにみがく。

小 年
・ 上顎・下顎の両方の歯に注意する。 ・ 上顎の第一大臼歯のかみ合わせ面は特によくみがく

ようにする。

中 ○混合歯列期 ・いろいろなみがき方で，歯こうをとるようにする。

轡 轡
・ 上顎の中切歯と側切歯には歯こうがた ・ しっかりみがいている間に，歯ぐきの炎症は予防で

† † まりやすい。 きる。

年 ・ 第一大臼歯は，100％生えている。

校 ○永久歯列直前期 ・ 切歯の裏面のえくぼのようなくぼみは，むし歯にな
・ 第二大臼歯は，この時期で50％の児童 りやすいので特に気をつけてみがく。

高 に生えている。 ・歯と歯の重なったところの歯こうをとってからみが

学
・ 生えはじめからの1年間が，最もむし

歯になりやすい。

　く。

・染め出し剤で，染めて歯みがきをし，みがき方をチ

年 エックさせる。

・ ブラシで取れないところは，デンタルフロス等で歯

こうを取り除くようにする。

〈むし歯予防アンケート調査結果より考察〉

（1）むし歯0本の中には，治療済みの歯が含ま

　れているため，ほとんどの幼児にむし歯があ

　る。

（2）歯みがきを毎日しているつもりはあっても，

　毎食後の歯みがきの徹底ができていない。

（3）おやつ後の歯みがきやブクブクうがいがで

　きていない。

（4）保護者自身の歯みがきも毎食後は行われて

　いない。

（5）むし歯予防に対して関心を持つ保護者が6

　割ぐらいである。4割はほとんど関心がない。

（6）幼児が毎日使用する洗面所に踏み台を置く

　などの工夫をしている家庭が約4割である。

（7）歯ブラシを口に入れているだけで歯みがき

　　をしていると思っている幼児が入園当初は多

　　い。

　（8）おやつは，市販のものにたより手づくりお

　　やつは，ほとんどない。

　（9）歯によい手づくりおやつをしたいが，何を

　　どう工夫すればむし歯になりにくいおやつが

　　できるのかわからない保護者がいる。

　3．研究主題設定の理由

　和気町では，健康まつり等を通して町民の積極

的な健康づくりに取り組んでいる。本園の幼児も

心身共に健全な発達を遂げている。歯の健康状態

について見るとむし歯のり患率は低下の傾向にあ

るが，個々に観察してみると，言葉がけをしなけ

れば正しい歯みがきができない幼児も多い。
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4．藤野幼稚園健康な歯づくり活動の全体構想

教育　目標
・豊かな情操を養い道徳性の芽ばえを培うようにする。

・自然および社会の事象について興味関心を育て、思考力の芽ばえを培うようにする。

本年度重点目標

・基本的な生活習慣の態度を身につけるようにする。

・自分の感情や意思を表現し、相手を尊重する態度を身につけていくようにする。

・いろいろな体験を通して豊かな感性を育て意欲的にかかわろうとする態度を養うようにする。

園児の未来像

・健康で生き生きした子ども

・自分のことは、自分でする子ども

・友だちと仲よく遊び思いやりのある子ども

・よく考えがんばることのできる子ども

保育の基本方針 4歳児

年齢別指導の重点

5歳児

・行きとどいた保育

・いきいきした保育

・心の通い合う保育

・よい環境での保育

・基本的な生活習慣を身につけ、幼児なりに

けじめのある生活ができる。

・ 自分の思っていることが言えて友達と仲よ

　くすることができる。

・身近な物に対して共感したり、感動したり

できるようになる。

・基本的な生活習慣が身につき習慣化する。

・遊びや生活の中で共通の課題を持って11夫

　して活動を展開することができる。

・自分の思ったことや感じたことを表現し、

いろいろな活動に取り組むことができる。

・基本的生活習慣の確立

・むし歯の早期発見、早期治療

・3・3・3運動の徹底

・栄養のバランスのとれた食事

・むし歯予防に関する学習

・家族ぐるみの歯みがき実践

・おやつの作り方、7え方の工夫

・むし歯予防について家庭での話

し合い

・むし歯の早期治療

・家庭における生活リズムの確立

1・むし歯予防年間計画の作成及び

　指導法の工夫

　・むし歯予防指導教材の整備充実

　・歯の保健指導教材教具のi：夫

・歯みがき洗口時間の1二夫

・家庭への働きかけの11夫

・洗口場の整備充実

・むし歯予防啓発についての講演

会・講習会

・幼児の歯の正しい磨き方につい

ての講話



　5．むし歯予防指導の重点

　本園のむし歯予防の指導は，年間指導計画を基

に幼児の園生活の中で，随時常時に行っている。

そして園だよりや個々の保護者への連絡を通して，

幼児の歯みがきの習慣化に努めている。

6．研究内容

（1）むし歯予防の年間指導計画の改善

（2）クラスやグループでの活動

（3）常時，随時指導（個別に）

（4）歯みがきがんばり表による指導

7．研究の進め方

（1）保育及び行事の中に，むし歯予防を位置づ

　けろ。

（2）園内の研修

（3）保護者との連携と啓発

（4）保護者の活動

（5）環境構成の工夫

lll研究の実際

　前述の本園の全体構想と年間指導計画に基づい

て，むし歯予防の指導を進めている。以下

　実践事例1　一保育時における歯の衛生指導一

　　　　　　　〔事例1　1・2・3・4・5・6〕

　実践事例II　一歯の衛生週間の取り組み一

　　　　　　　〔事例II　1・2〕

　実践事例III一保護者との連携一

　　　　　　　〔事例III　1・2〕

について述べる。

実践事例1　一保育時における歯の衛生指導一

　歯みがきを習慣化させるためには，日々の生活

の中で，個人・グループ・クラスでの歯みがき指

導を行うことが大切である。継続的な指導を通し

て，幼児が「自分から進んで歯をみがこう。」とす

る意識を育てる必要がある。さらに，むし歯の早

期治療の大切さや毎食後の歯みがきの習慣などに

ついて，家庭と連携を図りながら，身につけさせ

ていくことが必要であると考える。

　1．歯の健康診断

　毎年，新年度を迎えて，歯の健康診断を実施し，
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自分の歯の健康状態を知らせると共に，歯の治療

を勧める指導を行う。

　2．　日常の歯みがき指導

　（1）給食開始（5月の連休明け）を機会に，園

　　全体の歯みがき指導を行う。

　　ア　絵本「はははのはなし」・紙芝居「はなし

　　　のかばちゃん」を見せる。

　　イ　歯の大型模型を使って，正しい歯のみが

　　　き方の指導をする。

　（2）参観日を利用して，親子の歯みがき指導を

　　行う。

　　ア　教師の手作り紙芝居「むしばくんだいす

　　　き？」を見せる。

　　イ　歯ブラシの持ち方「こんにちは」「さよう

　　　なら」を知らせる。

　　ウ　歯ブラシの動かし方「スクラッピング法」

　　　を知らせる。

　　工　補助みがきの仕方を知らせる。

　　オ　3分間砂時計をひとり1個渡す。

　3．歯みがきがんばり表

　幼児に歯みがきの習慣化を図る。

　（1）一週間，一ヶ月，また対象者を幼児のみ，

　　家族と共になど工夫する。

　（2）月々，絵を変えたり，色ぬり・シール貼り・

　　○×を記入するなど変化を持たせる。

　（3）毎日みがけた幼児には，ピカピカペンダン

　　トを贈る。

　4．みがき残し調べ（カラーテスター検査）

　（1）クラスでの指導

　自分では上手にみがいているつもりでも幼児に

は，みがき残しが多くみられる。どこが赤くなっ

ているか，友達同士口の中を見せ合ったり鏡での

ぞいて見たりして，どんなみがき方をすればみが

けたことになるのか気づかせる。．

　（2）参観日を利用して，給食後の幼児の歯みが

　　きの様子やきれいにみがけたかなど見てもら

　　う。

　（3）家族ぐるみみがき残し調べを実施する。

　家庭において，カラーテスター検査を実施する。

家族全員が，みがき残し部分を知り，丁寧な歯み

がきに心がけるようにさせたい。



36

　5．歯医者さんのお話

　園児と保護者を対象に「むし歯予防について」

話を聞く。

　《内容》

　（1）むし歯はなぜ問題か

　　○　発音障害

　　○健康な体への悪影響

　（2）むし歯の原因と予防

　　○　おやつや食事のとり方

　　○　歯ブラシの選び方とみがき方

　6．親子映画教室

　親子で映画「母と子のむし歯予防教室」を見せ

て，むし歯にならないための食べ物や歯みがきの

大切さを親子で確認させる。

　7．考察

　（1）歯みがきを簡単に考えていた幼児も，紙芝

　　居で歯みがきの大切さに気付いたようだ。大

　　型模型で，数や形を見たり，みんなと一緒に

　　歯ブラシを動かしてみたりして，一層丁寧に

　　みがこうとする態度が育ってきていると思う。

②　表彰状「きれいなはになったね」やピカピ

　　カベンダントなど，手作りのほうびを利用し

　　たことは，幼児の「むし歯をなおそう」とい

　　う気持ちの高揚にっながり，早期治療と歯み

　　がき継続に役立ったと思う。

　（3）歯科医のお話や映画を親子で視聴すること

　　で，共通の話題ができた。「早く歯医者に行っ

　　て治そう」「今までは食べようとしなかった小

　　魚を食べるようになった」等の声が聞かれ，

　　家庭でのむし歯予防についての関心が深めら

　　れたと思う。

（4）年齢の低い幼児の歯みがきは，「がんばり

　表」を目標にすると，楽しみながら行うこと

　　ができるようだ。しかし，長期間になると，

　　マンネリ化の傾向がみられるので，今後の取

　　り組みに工夫が必要である。

　　　また，幼児のがんばる気持ちも，保護者の

　関心度と協力の姿勢に大きく左右されるため，

　保護者との連携を深めなければならないと考

　　える。

（5）幼児だけのカラーテスター検査では，正確

　　な結果がつかめなかったが，親子で口の中を

　　見たり，保護者に赤く染まった所を調べても

　　らったりしたことで，みがき残し部分がわか

　　り，正しいみがき方を知るよいきっかけにな

　　ったと思う。また，保護者は，補助みがきの

　　大切さについての認識を深めることができた

　　のではないかと思う。

実践事例li　一歯の衛生週間の取り組み一

　毎年，歯の衛生週間にちなんで，歯みがきの大

切さを指導している。しかし「注意を受けないと

歯みがきをしない」というような保護者の声も多

い。これは歯みがきを自分のこととして意識して

いなかったり，むし歯の恐さを知らなかったりす

るからであると考える。そこで，劇によって「む

し歯を早く治そう」という気持ちや「食べ物に気

をつけよう」とする態度を育てたいと思う。教師

が劇を演ずる中で，むし歯菌ミュータンスの恐さ

と，ブクブクうがいや歯みがきの重要性を強調し

たい。

　1．教師の演ずる劇を通しての指導

　教師3名がそれぞれの役になり，「ミュータンス

と歯ブラシマン」の劇を上演する。

　2．遊びへの発展

　劇を見た後で，「ミュータンスだ！」「歯ブラシ

マンよ」という声が幼児の間で聞かれるようにな

った。そして自由画帳に，むし歯になっている口

の中の様子を書いたり，ミュータンスと歯ブラシ

マンの紙相撲をしたりして遊ぶ幼児の姿が見られ

た。

　3．考察

　（1）真剣な顔つきで，ミュータンスと歯ブラシ

　　マンの言葉にうなずいたり，語りかけたりす

　　る中で，食後すぐに3分間しっかりみがくこ

　　と，甘いおやつを食べた後のブクブクうがい

　　や歯みがきをすること，むし歯を早く治すこ

　　とを意識づけることができたと思う。

　（2）むし歯「ミュータンス」や「歯ブラシマン」

　　の動きを大きく表現することで，幼児に強い

　　印象を与えることができ，さらに，ミュータ

　　ンスの恐さから歯みがきの大切さに気付かせ

　　ることができたと考える。



（3）劇を見ている幼児の目の輝きや言動は，絵

　　本や紙芝居での経験以上であった。それは幼

　　児の心の中に擬人化されたミュータンスや歯

　　ブラシマンを通して，『歯みがき』について強

　　い印象を与えたからであろうと思う。この体

　　験が，幼児の活動の中で活かされ，次々と広

　　がっていった事は，心情面でのむし歯予防に

　　対する変容と考えられる。これによって，歯

　　みがきの習慣化が期待できると思う。

　（4）教師同士が，劇上演に向けて課題を持って

　　取り組んだことは，「健康な歯づくり」に対し

　　て教師間の共通理解をさらに深めることがで

　　きたと思う。

実践事例lll一保護者との連携一

　保護者との連携を取りながら一e「子供達のむし歯

予防に役立つことをやってみよう」という考えの

もとに，役員と教師が一緒になって，推進委員会

の活動を勧めた。課題に対して共に考え，必要な

物を一緒に作りながら，むし歯予防に対する意思

の疎通を図っていくことが大切であると考える。

保護者との温かい人間関係を基盤として，家庭の

教育力の向上を図っていきたい。

　1．幼児達に手作り人形劇を見せよう。

　保護者を中心に歯の衛生週間にちなんで「ヘビ

くん，歯をみがく」の人形劇を上演し，幼児達の

むし歯予防に対する認識を高めた。

　2．歯によいおやつを作りましょう。

　人形劇上演後の反省会の中で「今後も園に協力

できる活動を一緒にしたい。」また「お誕生会のお

やつも甘さを抑えた手作りのものを与えてはどう

だろう。」という声や「おやつ調べのお母さんの反

省」がきっかけとなり，保護者にrおやつ作り』

が広がっていった。

　3．考察

　（1）保護者と教師とが共通の活動に取り組んだ

　　ことは，役員だから仕方がないという思いや

　　人任せで活動していた保護者にも，むし歯か

　　ら幼児の歯を守るための親としての責任感が

　　生まれ，互いに協力し合って意欲的に参加で

　　きるようになったと思う。

　（2）「私もやってみよう」という参加者が，回を
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　重ねるごとに膨らみ，共通の目的を持って，

　積極的に活動に取り組めるようになったと思

　う。

（3）積極的に取り組んでいる保護者から，この

　活動を全家庭へ伝えたいという願いで「きれ

　いな歯ふじっこ新聞」が発行された。それに

　よって，保護者におやつ作り・むし歯予防に

　対する認識・生活習慣の確立への関心が一層

　深められ，大きな成果をあげたと思う。

（4）保護者はおやつに対しての関心が高まり，

　糖分の取り過ぎによる弊害を知って，おやつ

　の内容や与え方に工夫がみられだした。さら

　に，むし歯予防は，歯みがきだけでなく，食

　生活が大きく関与していることを改めて認識

　したと思う。

V　研究のまとめ

　1　保護者による人形劇，職員による劇・映画

　　やビデオまた絵本や紙芝居など視覚に訴えた

　　指導を日々の生活の中で行ったことは，毎食

　　後やおやつ後の歯みがきの習慣化・日常の食

　　事の大切さ・早期治療の重要性など，むし歯

　　予防の意識づけに効果があったと思う。

　2　親子での歯みがき会・カラーテスター検

　　査・映画会などを実施することにより，むし

　　歯予防に対する子供の意識と親の意識の両面

　　にわたって指導するよい機会となった。さら

　　に，親子での共通理解を図って，歯みがきに

　　取り組めるような指導法を今後も工夫してい

　　きたい。

　3　幼稚園がむし歯予防に取り組んでいること

　　は，家族ぐるみでの歯みがき実施により刺激

　　になっている。しかし，一人ひとりの幼児を

　　見ると，まだ十分な指導や治療ができていな

　　い家庭も見受けられる。幼児期の子供をむし

　　歯から守るのは，親の責任であることを十分

　　認識させ，協力を得ていくことが今後の課題

　　である。

　4　保護者との連携を通して，保護者同士，教

　　師と保護者との心の触れ合いが深まり，子供

　　達の「よい歯を作ろう」「むし歯から守ろう」
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　と共通の「1的を持って活動することができ，

心身共に健全な幼児の育成に資することがで

　きたと思われる。

5　幼稚園v）生活では，歯みがきを主としたむ

　し歯予防に務めている。が入園時，既にむし

歯を持った幼児が多いことは，入園以前の保

護者への啓発の必要性を強く感じた。これか

らは，幼児クラブなど地域との連携を持つよ

う努力していきたい。

　」■摩「■i阜

　til，聯7
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幼稚園における歯科保健指導の展開と

　　　　　　　　　　　　　　学校歯科医の関わり方について

　　　　　　　　　　　　　香川県津田町立津田幼稚園教諭玉地玲子

1．地域の概要

　津田町は，津田湾を囲む最大幅2km，面積13．

68km2，戸数2，780戸，人口8，982人の町である。

（平成2年7月1日現在）

2．本園の研究

　本園は，町内幼・小・中学絞とともに，昭和61

年より63年の3年間，日本学校保健会から「児童

生徒むし歯予防啓発推進事業」の研究委託を受け，

研究実践を進めてきた。

3．本園の教育方針

　（1）教育目標

　・　心身ともに健やかな幼児を育てる

　（2）めざす幼児像

　・　じょうぶな子　　　…　　健康

　・　やさしくてつよい子…　　協力・自律

　・　かんがえる子　　　…　　思考力・創造力

　（3）本年度の重点目標

　・　幼児が主体的に活動できる環境づくりに努

　　める

　・　幼児の基本的生活習慣の形成に努める

　・　保護者との話し合いを深め，幼児一人ひと

　　りの理解に努める

4．研究主題について

　・入園してくる幼児の歯は，すでにたくさんむ

　　し歯になっている。

　　　幼稚園での歯科保健指導の実践は，このよ

　　うな幼児のむし歯の進行をできるだけくい止

　　め，新たなむし歯を作らないように予防する

　　方向で進めなければならない。

　・　むし歯を作る原因を追究し，適切な指導の

　　手だてを考え実践しなければならないが，発

達段階をふまえた指導を行うとともに，原因

があるとみられる家庭との連携を図りながら，

教師と保護者が一体となって予防に努めなけ

ればならない。

・　専門的な知識をもっての指導が基本となる

ものであり，園歯科医との密な関わりによっ

て適切な指導を進めることが大切であると考

　える。

5．実践の概要

　（1）過去3年間のむし歯予防啓発推進事業につ

　　いて

　・3か年計画

　（2）園行事での歯の保健指導（歯科医との密接

　　な連携をもって，より専門的な指導のもとで，

　　実践している。）

　・　歯科検診と治療勧告

　・　親子給食後の歯磨きとカラーテスターによ

　　る磨き残しチェック

　・　歯科衛生士による正しい歯磨きの指導

　・　園歯科医の講和………教師＆保護者・家庭

　　教育学級

　・　毎月のむし歯予防の日

　・　むし歯予防デー（よい歯の幼児のしらべ）

　・　職員劇，手作り紙芝居，PTAによる劇

　・　誕生会（学期1回は，PTAによる手作り

　　おやつ）

　・　歯磨きチェックカード（夏休み，冬休み，

　　春休み）

　・　家庭教育学級での歯科医の講演

　・　学級会での懇談，座談会

　（3）学級での指導

　・　歯磨きタイム（給食後の3分間歯磨きの徹

　　底）



1θ

・　歯磨き後のみなおし

・　模型による歯磨きの方法
・　絵本・紙芝居・スライド・ビデオによる指

　導
・　歯磨きチェックカードの利用と日々の反省

・　歯ブラシの点検と交換
・　歯ブラシとコップの衛生管理

・　うがいの効果と仕方
・　給食指導………むし歯予防献立，歯によい

　食べ物，偏食の矯正

（4）園内研修

・　年間指導計画に基づき指導内容の精選と系

　統だてを検討

・　歯科医による指導
・　情報交換と共通理解（保護者のアンケート

　分析と指導のポイント）

・　教材研究，教具の開発と活用
・　環境の改善と整備

（5）家庭への啓発活動

・　園だより・保健だより・給食献立表の発行

　（むし歯予防献立，体によい食べ物）

・　アンケート調査と結果報告と考案

・歯磨きチェックカード（日常＆長期休暇中）

・　手作りおやつへの参加

・　保育参観後の講和

6．実践内容

　（1）歯科医の講和

　・　乳歯と永久歯の関係について

　・　むし歯のできやすい所と原因

　・　磨き方とむし歯の関係

　・　おやつの与え方と母親の責任　　母親への

　　指導の必要性

　　　フッ素治療の効果

②　実態把握（家庭におけるアンケート調査の

　　結果　実施日　H．2．5．1　人数　101名）

　　　歯磨きへの子どもの態度について

　　　　　自主的に磨く子　　　　　16．7％

　　　　言われて磨く子　　　　　79．4％

　　　　言われても磨かない子　　　　3．9％

　　親が磨きなおしをしているか

　　　いつもしている　　　　　　　16．5％

　　　時々している　　　　　　　69．4％

　　　していない　　　　　　　　　18．6％
・　どんなときに歯医者さんへ行きますか

　　　むし歯が痛みだした時

　　　治療勧告用紙をもらった時

　　　親がむし歯に気づいた時

　　　行かない
・　おやつの与え方にっいて

　　　時間を決めて

　　　欲しがるときに

18．9％

47．2％

33．9％

　0％

55．6％

44．4％

・　おやつの後の歯磨きやうがいについて

　　　　　している

　　　　　していない

　・　おうちの人と磨きますか

　　　　　いつも一緒に

　　　　　ときどき一緒に

　　　　　一人で

　・　歯磨き後のみなおしについて

　　　　　よくしている

　　　　　ときどきする

　　　　　しない

　・　磨き方を教えましたか

　　　　　教えた

　　　　　教えない

　・　歯に良い食べ物を知っていますか

　　　　　知っている

　　　　　知らない

i☆

☆

i☆

：☆

26．7％

73．3％

8．7％

65．1％

26．2％

10．8％

67．6％

21．6％

88．2％

11．8％

82．0％

18．0％

　歯磨きは，言われれば磨く子が多く，自主i

的に磨く子になるよう，更に手だてをこうじi

ていかなければならない。　　　i

　子どもをむし歯から守るのは親（母親）だi

ということを知らせる必要がある。　　　　i

　おやつの内容やその後の歯磨き，うがいにi

ついての指導が必要である。　　　　　　　i

子どもは大人と瀦に磨くことによって歯i

磨きの仕方を学んでいくもので，今後も家庭i



へ働きかけていきたい。

（3）園での指導の重点

①歯磨き，早期治療などの大切さを知らせ

　る・…　　紙芝居，ビデオ，職員劇など。

②歯の模型を使って・…　子どもと一緒に

　磨くことによって正しい磨き方を覚える。

③個別指導・…　歯磨きの徹底，歯磨きチ

　ェックカードを使った継続的指導を行う。

④歯磨き時間の確保・…　給食のあと，砂

　時計を使って3分間をしっかりと磨く。

⑤カラーテスターによる染めだしテス
　ト・…　　月1回，第2水曜日をカラーテス

　トの日とし，親子で染めだしテストをする。

　　磨き残しを見つけて，その部分を磨きなお

　してもらう。

（4）実践を通して

①給食のあと，毎日歯磨きをしてきたが，各

　自それぞれに食べるペースが異なり，給食指

　導と歯磨き指導の両方を同時にすることはた

　いへん困難な状況であった。

　　そこで，グループごとに教師が時間を決め

　て磨かせていたのだが，なかなか効果をあげ

　ることができないので「3分間砂時計」を利

　用してみた。

　　ものめずらしさも手伝って，子ども達は大

　喜びで取り組み，今まで，乱暴に磨いていた

　子や，ざっとしか磨いていなかった子，磨き

　忘れていた子などがいなくなり，3分間をま

　じめに取り組むことができるようになってき

　ている。

　　5歳児は，3分間では物足りなく感じるこ

　ともありもう一度繰り返して計ったり，互い

　に注意し合ったりしながら磨くようになって

　きている。

②VTRによって歯磨きの大切さを知らせた

　ことは，歯磨きの指導を強化した時期や内容

　が子ども達の持っている問題とちょうど合っ

　たことで，大変効果的であった。

③歯磨きチェックカードは，毎日の歯磨…きの

　習慣化を図ることを目的として使用した。
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　　　5月に行ったアンケート調査の結果をみる

　　と，歯の衛生に対する意識が低く，言われな

　ければ磨かない子が多かった。

　　おやつの後の歯磨き，うがいについては，

　73．3％の子どもができていなかった。

　　チェックカードを利用するようになって，

　初めは先生に「認められたい」という気持ち

　で取り組んでいた幼児も，毎日の繰り返しに

　　より，「磨かなければ気持ちが悪い」という気

　持ちに少しずつではあるが変容してきている。

　　教師も幼児の日々の努力を認め励ます工夫

　　に努めている。

④月1回のカラーテスターによる染めだしテ

　　ストでは，磨き残しの部分を見つけ，磨き方

　　にくせがあることがわかった。

　　　親も子どもの磨き方が悪いということがわ

　　かり磨きなおしに懸命であった。

　　　手鏡で赤く染まった所を見たり，友達と見

　　せ合ったり，母親に磨きなおしてもらう顔も

　　真剣であった。

　　　磨きなおしの方法も指導すると，早速子ど

　　もをひざに乗せて磨きなおしていた。

　　　歯ブラシの交換時期や口腔内の変化，永久

　　歯の萌出やむし歯に気づくなどの利点もあっ

　　た。

　（5）歯磨きチェックの結果の推移について

　歯科医より，おやつとむし歯の関係について指

導を受けた結果，おやつは時間を決めて食べ，そ

のあとは必ず歯磨きをすることが大切であるとの

こと，また，おやつの内容と時間，その後の歯磨

きの励行，歯に良い食べ物として手軽に摂取でき

るもの「にぽし」の摂取，歯磨きの後の親による

みなおしなどについて，毎日チェックしていくこ

とにした。

　（6）歯科医との関わりについて

　①教師への指導・…　直接指導にあたる教

　　師が知識，技能を身につけることが効果的で

　　ある。むし歯の状況，むし歯の原因，おやつ

　　と歯磨きとの関連，フッ素治療，歯磨きのポ

　　イントなど。

　②歯科検診・…　年3回の検診
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　　2回目は保護者同伴で検診する。

③保護者への講話・…　親の意識の高揚

　　親の責任でむし歯を防ぐことが大切である。

④歯の相談日・…　保護者の悩みについて

　の指導と助言

⑤カラーテスター液の手配

⑥歯科技術専門学校への指導依頼・…　専

　門的な立場からの実施指導をしてもらう。

　　歯科衛生士科の学生26名による個人指導と

　先生によるむし歯予防の方法について

i☆　教師と保護者への指導では，歯についてのi

i専門的な知識を教えてもらい，むし歯の予防i

i　についての共通理解が得られた。　　　　　i

i　　保護者と教師が一丸となって，やがて生えi

；　てくる永久歯をむし歯から守らなければならi

i　ないことを痛感した。　　　　　　　　　　l

i☆　専門的な内容を指導するのはむずかしいが，i

i　教師は常に研修を重ね，幅広い知識を身につi

｝けていかなければならない。　　　i

i　　歯科医の的確な指導と援助によって，安心i

i　して指導を続けることができた。

　（7）保護者への啓発

　①歯科医による講和・…　乳歯のむし歯と

　　永久歯への影響について，おやつの与え方，

　　歯磨きと磨きなおしの必要性，早期治療の大

　　切さなど

②歯科衛生士による実地指導・…　歯磨き

　　のしかた，カラーテスターによる染めだしテ

　　ストのしかた，歯磨きの大切さ，良い歯ブラ

　　シの選び方など

　　　家族ぐるみの歯磨きの仕方や時間などにつ

　　いて

③手作りおやつへの参加・…　年3回のお

　　やつづくり

　　　栄養士による献立に従って

　　　希望者の参加

④栄養士による講話・…　歯によい食べ物，

　　栄養について

　　給食の虫歯予防献立について，日々の食事

　のなかでの気をつけたいことなどについて

⑤親子歯科検診・…　歯科医の直接指導

⑥歯の相談日・…　歯科医へ質問や懇談を

　行い，日頃悩んでいること，分りにくい等に

　ついて解決するようにする。

⑦園だより，保健だより・…　アンケート

　結果について，チェックカードの傾向，検診

　の結果や望ましい方向と実践方法にっいて

⑧園からの報告，座談会・…　おやつと時

　間の関連，歯磨きとむし歯の関連について，

　教師と保護者の意見交換

⑨歯磨きチェックカード・…　歯磨きへの

　意識を高め，親の協力の必要性を知らせる。

⑩長期休暇中の生活指導・…　歯磨きカレ

　ンダーへの協力，おやつしらべ

i☆　歯についての知識，治療の大切さ，親の努i

i　力がむし歯予防には重要なものだという認識i
i　をした人が多かった。　　　　　　　　　　i

｝特に，幼児にとっては，親の努力壱こよってi

iむし歯をくい止めなければいけないのだと再i

：　三知らせ，協力を求めていかなけれぼならなi

：　いと思う。　　　　　　　　　　　　　l

i　　しかし，実践に努力してもらいたいが，躾i

　　に対して一貫性に欠けることが多く，園からi

i繰り返し指導しながら更に高めていくことがi

　大切である。

i☆　私達教師では説得しにくい部分は，各専門i

　の先生方を招き，専門の分野から話してもらi

i　うことが効果的であった。

☆子どもの歯を守るのは親の務めであることi

｝　をもっともっと自覚して欲しいと思うが，直i

i接自分に関わることでないからか，ともすれi

　ばみのがしがちである。　　　　　　　　　；

i　　少しずつ意識をもってくる5歳児には，子i

l　どもを自覚に導き，指導することが効果的でi

l　ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i4歳児でも，やさしい内容のものにつ、、てi

i　は，本人の自覚を促していくようにしたが，

i　年齢が低いほど親の力が必要である。　　　1



7．研究の反省と考察

　（1）歯科医との関わりについて

　・　専門的な立場からの話には説得力があり，

　　親の意識を高める効果があった。

　・　教師が基本的知識を高めることができ，更

　　に今後も機会あるごとによりよい指導ができ

　　るよう研さんに努めたい。

　（2）教師の姿勢

　・　教師の言葉や態度によって，子ども達は意

　　欲的に歯磨きに取り組むことができる。

　・　教師に認められることを喜びと感じて始め

　　た子も，少しずつ自主的に歯磨きをするよう

　　になってきた。こうした経験を繰り返しなが

　　ら習慣化していくことを願っている。

　・　子どもと一緒に歯を磨くと教師の磨き方を

　　よく観察しており，子どものよき手本となる

　　よう正しく磨かなければいけないと痛感した。

　・　ともするとルーズになりやすいので常に関

　　心をもたせる工夫が必要である。

　・　保護者への指導については，実態に基づい

　　た話から進めていくことが重要である。

　（3）園児の変容

　・　歯磨きへの意識が低く，給食後の歯磨きも

　　不十分であったが，グループで磨かせたり，

　　時間を計ってみたり，個人的に注意したりし

　　てもなかなか効果があがらなかったが，砂時

　　計を利用するようになって，全員が忘れず，

　　時間内をしっかりと磨けるようになった。

　　・　家庭での砂時計の保有率もあがり，3分間

　　磨いている子が半数ぐらいいるようになって

　　きた。

　　・　むし歯予防に対する知識や関心をもって，

　　日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／43

　自主的に歯を磨こうとする子が増えてきてい

　る。

・　園では給食の後，おやつの後の歯磨きがき

　ちんとできているのに，家ではできない子ど

　ももいる。めんどうだったり，忘れたり，不

　規則な生活になったりしてできにくいようで

　あるが，これは親の細かい配慮が足りないか

　らだと思われる。

（4）保護者の変容

・　保護者への啓発活動を繰り返すことによっ

　て，むし歯予防への関心も高まり，子どもの

　歯を守ることの責任を自覚した親も多くなっ

　た。

・ 　みなおし，磨きなおしの回数も増え，子ど

　もの口腔内への関心が高まってきた。

・　園と親の考えの違いがあると協力を得られ

　ないことがあって，その子どもも歯磨きに対

　する関心が高まらない場合があった。

（5）研究を通して

・　子どもの歯をむし歯から守るのは，子ども

　自身であり，親であり，教師である。

　　教師と親が話し合いの場を多くとり，互い

　に理解し合い協力し合うよい関係をつくるこ

　とに努めなければならない。

・　園では知識的なものは指導できるが，技術

　的なものは人数が多くて徹底しにくい。

　　カラーテスターなど親子で取り組むことに

　よってより効果が得られたと思われる。

・　母親の意識を高めていったことによってむ

　し歯予防の効果がみられたが，より徹底させ

　るためには家族ぐるみで取り組むことである。
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■小学校部会■
〔公開授業〕

広島市立吉島東小学校

〒730広島市中区吉島東三丁目2－7
　　　電言舌　　082－249－1045

　　　学校長　田　中　　　彰

　本校は，児童数786名，学級数23で，開校して14

年目の新しい学校である。広島市の中心部に位置

する住宅地域で，公営アハート，官公舎も多い。

　開校当初から図工教育に力を入れ，昭和56年全

国図工教育全国大会の会場校になっている。この

伝統は，今も受け継がれ，各種図画コンクールで

は本校児童の作品が好成績をあげている。

　保健面では，昭和57年広島市学校保健優良校，

広島県学校保健努力賞，昭和59年給食指導優良校

として文部大臣表彰を受けている。

　1．本校の主な歯科保健指導

　テーマ　ー歯の大切さを知り，生活のなかで実践

　　　　　できる子どもを育てる」

　本校における歯科保健指導は，緒にっいたばか

りで期間も短いが，主な取り組みは，次のとおり

です。

　（1）学級指導（1単位時間　ロング）

　　　学級活動として，年3回の学級指導を行な

　　う。

　　歯科保健指導一覧表により計画的に行なう。

（2）学級指導（1／2単位時間　ショート）

　　東っ子タイム（裁量時間）のうち，月2回

　を指導に当てる。

　　歯科保健指導一覧表により計画的に行なう。

（3）歯みがきタイム

　　毎日給食後の10分間を歯みがきタイムにし

　ている。

　　3分間の音楽（モーツァルトのトルコ行進

　曲，オーケストラ編曲）に合わせて全校一斉

　に行なう。

　　その後各自の重点磨きをする。

　　・・ブラシは，保健室の殺菌庫で，消毒・保

　管し，給食前に当番が取りに行く。

（4）児童会活動

　　児童会が，主催して集会活動を行ない，歯

　の健康に対すろ雰囲気を醸成し，全校的意識

　を高めるよう努めている。

　　歯の健康に関する詩を児童から募集し，職

　員が作曲し，歌を作った。

小学校部会開場校



2．公開授業内容

　（1）児童集会「東っ子歯の集い」　9：00～9　20　体育館

　　　　　　主催　　児童会

　　　　　　参加　　全校児童及び教職員

　　　プログラム　歌「はみがきの歌」

　　　　　　　　　劇・クイズ

　　　　　　　　　各学年の目標を発表

　（2）学級活動　　9：30～10：15

日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／45

学年学級 題　　　　　　　材 指　導　者

1年2組 好き嫌いなく　よくかんで　食べよう 高木　正子　教諭

2年4組 何でもよくかんで食べよう 高畑ちづ子　教諭

3年3組 自分に合った歯みがきをしよう 松下　　響　教諭

4年4組 自分に合った歯みがきをしよう 村上あき子　教諭

5年2組 歯周病の予防方法を知り健康な歯肉をつくろう 石田　知己　教諭

6年2組 歯周病の予防方法を知り健康な歯肉をつくろう 吉田　　浩　教諭
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■小学校部会■

t

小学校における歯科保健指導の実践

座長明海大学歯学部教授中尾　俊一

小学校部会で研究協議される内容

　　　　小学生の発達段階からみた歯科保健指導

　　　　の目標および内容について

　　　　小学校における歯科保健指導の計画と進

　　　　め方について

　　　　（1）低学年の指導の重点と進め方

　　　　（2）中学年の指導の重点と進め方

　　　　（3）高学年の指導の重点と進め方

　　　　家庭・地域との連携の在り方（学校保健

　　　　委員会）について

　　　　小学校における歯科保健指導の展開と学

　　　　校歯科医の関わり方について

指導の内容

指導の場面とそれに応じた指導の方法

学校歯科医の役割

指導の組織と学校体制

家庭・地域社会との連携

　学校歯科保健活動は，歯科保健教育，歯科保健

管理，学校保健に関する組織活動を通して（図1

参照），「心豊でたくましく生きる人間の育成」と

いう教育課題の克服に貢献することを目指してい

る。そのためには，児童，学校及び地域の実態を

的確に把握して，それに基づいて創意工夫した学

校歯科保健活動の実践上の諸問題について研究協

議が図られる必要がある。そしてその内容は，子

供の発達段階に応じた学校歯科保健指導を進める

ための目標・内容指導計画，指導方法，家族との

連携の在り方など具体的で実践的な教育的視点に

立脚したものでなければならない。一方，学校歯

科医は学校歯科保健指導が児童の発達段階に即し

てどのような内容を，どのように計画し，指導し

たらよいかについて理解し，学校の教師に対して

実態と問題点を的確に指摘し，課題を与え指導助

言ができることが必要となる。それには，学校歯

科保健が学校歯科医中心の活動から学校教育関係

者全体の活動に発展しつつあることを併せて認識

する必要がある。

　保健教育の目標は，「自律性の伸展による健康の

自己管理能力の育成」である。歯科保健指導の目

標は，保健指導においてただちにむし歯の罹患状

況の増減を云々するのではなく，保健指導によっ

て児童の意識と行動を望ましい方向に変容させて

いくことが重要である。それぞれの学校において

歯科保健のみで攻めないで学校教育目標を具現化

する方法で実践することである。いいかえれば，

歯科保健指導の目標を達成するためには，それぞ

れの学校の教育目標と目標達成のための基本方針

に結びつくことが必要で，歯科保健指導のみを思

考するのではなく，歯科保健指導を通してそれぞ

れの学校の教育目標達成のために一致団結して進

まなくてはならない。それには校長先生を中心に

共通理解や地域との広がりが要素として入らなけ

ればならず，学校保健委員会の活性化が望まれる。

歯科保健指導は，口の中は直接目や鏡でみること

ができるので，保健指導において自己理解をさせ，

自己の歯を知り，歯や口腔の機能について知るこ

とから始まる。しかし大多数の人々は歯科疾患で

生命をおとすことがなく「たかが歯ぐらい」とい

う感覚でむし歯があっても放置し，痛んだり，腫

れたり病人感が出てきてはじめて歯を認識するの

である。自らの手で健康を守り，歯科疾患をおこ

させないようにするには児童の基本的生活習慣を

より健康的にする努力，すなわちライフスタイル

の改善を図り，継続させていく必要がある。全身

の健康増進と歯科保健指導を有機的にむすびつけ

ていく指導が今こそ望まれるのである。そのため



には，教える側の教職員側の歯に対する認識を根

本的に改める必要がある。自分がやっていない，

やれないことを子供に教えることの空しさを考え，

児童がわかるべきことを学級担任は判り，日常生

活で実践することである。今一度「小学校歯の保

　　　日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／47

健指導の手引」をそれぞれの学校はどう受けとめ

て，学校でどう設定するかを原点に帰って考える

べきである。「たかが歯ぐらい」の認識をこの機会

に考え直していただきたい。

小学校部会で挨拶する加藤会長
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子ども達の歯科保健行動を育てる保健指導の視点について

（習慣と態度形成から科学的保健指導へ）

助言者日本学校歯科医会常務理事石川　実

はじめに

　今日の子どもの置かれているさまざまな社会環

境は，保健行動を実践するための生活基調が崩れ

っつあり，これらを望むにはあまりにも問題が多

い。心とからだの健康の良し悪しは，ある種の条

件や環境に左右されるが，その個体のもっている

素質的な条件や，人としての生活のあり方に規定

されながら生まれてくる現象と考えられている。

子ども達の健康の問題を，日常生活のあり方や生

き方を通してとらえ，学校保健や教育的な視点に

立って考えて見ると，多くの問題や課題が浮き彫

りにされてくる。

　学校歯科保健の分野は，口腔環境の改善を目標

とし，子ども達に健康志向への道標を与え，生涯

にわたる活きついた歯科保健行動を育成すること

を目的としている。したがって，歯科保健学習や

保健指導の目標やその内容については，発達段階

（成長発育）にある子ども達の歯・口腔の実態を

把握（健康診断）し，その実態に基づいた教授法

（戦略，戦術）の確立が求められている。

1．大会および研究協議のねらいとこれからの歯

　科保健指導の基本的な課題

　本大会の趣旨は，長寿社会が確実に進んでいる

今日，21世紀に生きる児童生徒に対して，生涯に

わたる歯科保健の保持増進を図る目的のため，特

に生活化の推進を視点として，教育的な歯科保健

指導にっいて研究討議しようとするものである。

　それぞれの立場から，この問題点について明ら

かにされるものと思われるが，子ども達の生活行

動の中にこれらの視点確認を定着させるためには，

先ず学校（学校歯科医）の基本構想の中に，歯，

口腔機能の価値観を高めること，また子ども達の

特性である成長発育期の営みを大切にし，顎，顔

面の働きを活性化させ，総合的な咀囑器の育成を

めざす歯科保健の課題を整理してみる必要がある。

　これまでの歯科保健指導は，直接目で見えると

いう素材認識から，ややもすると気づかせる，わ

からせることを主体とした指導計画や指導法が主

流のようであったが，これからの教育としての学

校歯科保健は，単に見えるムシ歯にとらわれるこ

となく，子どもの特性である成長発育（発達段階）

を踏まえた歯や口腔の生理的な機能の増大を基盤

とする保健学習や保健指導が不可欠である。

　子ども達の発達段階における歯，口腔の生理機

能の発育は，必ずしも良好とは言い難い。また学

校においても家庭においても，生涯保健に関係の

深い歯や口腔の生理機能に対する保健意識は，そ

れほど高いとはいえない。失ってはじめて知る歯

のありがたさでは，退歩的な保健行動であり，健

全な咀囎行動への生活化を期待することは困難で

あろう。

　むし歯予防推進指定校や児童・生徒等むし歯予

防啓発推進校などの実践事例研究の中には，これ

らの目標やその内容の充実によって，学校歯科保

健指導にかつてなかった教授法（戦略，戦術）研

究開発をし，教育としての歯科保健の意義と，そ

の方向づけを明るいものにした。また，その波及

効果も年毎に増加の傾向をみせて推進指定校以外

の学校にも目を見張るものが続出し，高い評価を

受けている。

　しかし組織活動の低調さや，学校歯科保健の教

育上の質的な問題よりも，見えるムシ歯の数（治

療勧告書の回収率）に一喜一憂しながらの習慣や

態度形成の押しつけ的指導が主流であったり，こ

れらの定着化に比重がおかれてきたように思われ

る。

　21世紀へむけたこれからの時代の歯科保健指導



は，保健指導を受けた子ども達の生活上の保健行

動の教育的効果（評価）をどこまで高められるか，

学校の対応（組織活動）を通して，学校歯科医の

参画や参与する姿勢が問われてくるものと思われ

る。

2．教育のねらいに即した歯科保健指導の展開に

　ついて

　歯科保健の指導計画の設定は，子ども達の歯，

口腔の実態を知ることから始められるべきであろ

う。定期健康診断による歯の検査からさまざまな

実態を知ることができるが，治療勧告書の回収率

がよければこと足れりという歯科保健の評価が根

本にあるとすれば，学校も学校歯科医も，歯科保

健活動に名を借りた単なる年間行事の消化の域を

でることはない。今日の学校保健は戦前の理念と

は全く異なった新しい領域が示され，教育として

の位置づけに重点がおかれているのである。

　歯の保健指導や活動の進め方に問題があれば，

子どもの内面性の向上（評価）に連なる教育的な

保健学習や保健指導へと発展することはむずかし

く，今日の学校保健が教育のねらいに即した活動

であると強調されている割りには，その認識は高

いものとはいえない。

　また保健管理面においても，今日の健康診断は

管理のための管理を超えた領域があり，子ども達

の健康志向への態度の育成や，疾病構造の変化に

対応する保健活動の場も持ち合わせているのであ

る。

　教育と管理との調和を活性化しながら，子ども

達の「教育を受ける権利」を健康面から考える歯

科保健教育の目標やその内容の展開を図るべきで

あろう。

　先進校における発達段階に即した指導計画や課

題設定，さらにその指導の進め方には多くの研究

事例が発表されている。学級担任による保健学習

の展開は，さすがに教授の専門家だけに，すばら

しい発想とその教授法（戦略，戦術）によって，

子ども達の学習心理を巧みに誘導しながら，高い

評価に連なる授業を展開している。まさに教育の

ねらいに即した活動そのものである。
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　学校歯科医もまた管理的側面を超えた保健指導

のあり方に参画し，学校歯科保健のあるべき姿の

構築に協力していることを忘外に置くことはでき

ない。

3．教育的な歯科保健指導と生活化推進のための

　基本的な考え方

　子ども達が自己教育力を高め，自分自身の問題

として歯科保健行動の生活化を充実させるために

は，教育と管理の調和のある連携が前提となるが，

成長発育をその営みの原点とする子どもの歯科的

特性を整理しておく必要がある。それらは歯，口

腔機能の生理的な発育発達であり，その発達過程

における健全歯の育成や歯周保健，さらに咬合，

咀囑などに対する健康志向的な考え方である。

　学校現場に，歯は身体の一部を構成し，体力（栄

養摂取）を保持増進させる必要不可欠な要素であ

るという基本的な考え方がなければ，治療でも予

防でもない教育的な保健指導として評価されるこ

とはむずかしい。時として生まれながらにして弱

い歯を持っている子どもがいるが，歯質の強弱は

胎生期からの栄養の取り込み方に左右されている

ことが証明されている。しかしこのような子ども

でも，学校や家庭において栄養摂取の付加価値に

ついての教育やその保健行動（生活化）によって

丈夫な歯や，口腔の生理的機能をあるべき姿に育

てあげる可能性も見い出せるのである。これらは，

成長発育しつつある子どもという身体的な特性が

あるからである。

　また，強い歯の持ち主であっても，生活科学的

な認識を身にっけさせる家庭学習や学校における

保健学習や保健指導の設定に考慮がなく，行動と

態度の変容のみを強調する断片的でしかもしつけ

的指導が優先し，先行するようでは，健全歯の育

成からほど遠いものとならざるを得ない。学校保

健の歴史の中でこのような事態について，保健関

係者のよく感じとっていたことである。

4．成長発育期（発達段階）の歯や口腔の生理的

　発達と生活化の視点

　歯，口腔にかかわる問題は，日常生活の環境に



50

左右されることが指摘されているが，その幾つか

について整理してみたい。

　○強い歯や顎をつくるためには，初乳を飲み，

　　咬むという原始的な訓練から始まり，口輪筋

　　や顎運動を鍛えることが大切な鍵となる。

　○よく咬む習慣のある子どもは，顎，顔面の発

　　育に調和をもたらし，健全な乳歯の自然脱落

　　を可能にし，永久歯がその固体のもつ顎顔面

　　の素材に応じて成長発育しながら萌出してく

　　る。

　○歯や骨の主成分はカルシウムであり，弱い歯

　　をもっ子どもは積極的にカルシウム類やビタ

　　ミンCなどを摂り，糖分を控えることによっ

　　て丈夫な歯を発育させることができる。

　○強い歯づくりは，栄養のバランスが的確にと

　　れた食生活が関係している。飽食の時代とい

　　われている今日，好きなものだけ食べ，嫌い

　　なものは見向きもしない状態では，丈夫な歯

　　や顎はつくられない。成長発達期にある歯根

　　は未完成であり，根尖孔は開いている。歯髄

　　の神経や動静脈の末梢血管はこの根尖孔から

　　入り，歯の成長（丈夫な歯）に必要な栄養を

　　内部から運んでいることを忘れてはならない。

　○歯みがきの習慣化を強調する保健指導だけで

　　は，丈夫なからだづくりと関係の深い歯科保

　　健指導とはいいがたい。歯垢はムシ歯の歯肉

　　炎の直接，間接的な原因でもあるが，真の原

因であるかのような保健指導では，科学性の

低い片手落ちな教育ではないかと思うのであ

　る。

○歯は食物を咬む器官である。給食の指導の中

で，〔好き嫌いなく，残さずに全部食べよう〕

だけでは，しつけ優先の域を脱することはで

　きず，自分のからだと食物との関係を科学的

　に考える子どもとして育つことはむずかしい。

　「よい歯でよく咬みよいからだ」の標語は，

　歯科保健指導の基本的事項の出発点であり，

哲学的名言といえよう。

○よく咬み，よく咬みしめる顎運動は，顔や顎

の筋肉に脳からの神経支配や，心臓から脳へ

　の血液循環が大きく関係している。咬む力が

弱く，咬みしめが不十分では，脳内への新鮮

　な血流も少なくなり，頭の働きを鈍くし，学

習意欲の向上に影響のあることも知られてい

　る。

○咬み合わせが狂うと，食物もうまく咬めなく

　なり，頭痛，首や肩のこり，背中の痛みや，

背骨の湾曲，耳鳴りや不眠，不定愁訴など，

　からだに悪い影響が出ることも歯科学的に証

明されつつある。発達段階にある全身の健康

保持と，歯・口腔の整理的機能（歯の咬み合

わせ）の関係はおろそかにできない問題であ

　る。
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学校歯科保健の重要性とその願い

一小学校における歯科保健指導の実践を通して一

助言者千葉県歯科医師会理事加藤　想士

　現代の子供たちは遊ばず”’IN学ばず”“働かず”

の蛤ズの川”を通り越して，撫気力”“無感動”
爪無関心”略無責任”黙無作法”の爪5無主義”と

なっているといわれている。

　5無主義は小学生から高校生まで広がっており，

学力低下や非行化，登校拒否等の原因になってい

るという。

　文部省の学校基本調査で，「不登校」の小・中学

生が，平成元年度は史上最多の47，258人にのぼる

ことが明らかになった。高校中退者は毎年10数万

人を記録している。小・中学生総数はとうにピー

クを過ぎているのに，学校に行かない，行けない

子供の数は年々記録を塗りかえ，2年続けて対前

年比11．5％増と，急増ぶりはとどまるところを知

らない。

　また，児童生徒の重要な問題として登校拒否，

家庭内暴力，校内暴力，おちこぼれ，非行，自殺，

殺人等数多くの問題が時代の変遷とともに噴出し

てきた。

　これらの諸問題は学校，家庭，地域社会の3者

と児童生徒を交えた十分な連携と話し合いと，日

頃からのコミュニケーションが大事であり，“小さ

な開かれた学校”“学校保健委員会”の活性化は重

要な役割をはたす。

　こうした児童生徒に共通しているのは，何事に

も興味を示さず，家でも，学校でも，xNボー”“ボ

ケー”としている消極的態度である。これらのこ

とは幼児期，学童期のしつけ不足と，子供自身が

良い生活習慣，生活リズムを身につけていないこ

とに最大の問題があると指摘されている。

　以上の問題を考えるときに，学校歯科保健指導

の実践のなかで，命の大切さ，いたわりと思いや

り，今生きている喜びを知り，学校，家庭での生

活のなかで，心と体を守る基本的な何か一つでも

身につけさせてやりたいと思う。

　願わくば，自然な形で心の“パリ”と子供らし

いxN生命力”がわいてきてくれることを。

　児童生徒のかかえている諸問題に対して『食後

の歯みがき，就寝前の歯みがき運動』という行為

は小さな行動であるが，その積み重ねによって子

供たちが正しい生活習慣を身につけ，少しでも生

活リズムと心の余裕をもち，心身ともに健康に育

ってくれることを切望してやまない。

　学校歯科保健は“生涯教育と健康教育の最高の

教材”です。

　どうぞ，一生の生活化と，生涯の歯科保健を決

定するこの大切な小学生の時に，歯科保健指導の

実践を通して『生き生きとした心と体と感動を！』

与え続けていただきたい。

　学校歯科保健には次のような重要性と願いと広

がりがある。

1．現代の子供たちの問題点一現代っ子からの

　赤信号

2．歯を軸にした健康教育の推進一学校保健統

　計調査より

3．むし歯（歯周疾患）予防から生涯保健へ

4．学校歯科保健の重要性と21世紀の健康づく

　り一今育てよう子供たちの「歯と心と体と頭」

　の健康づくり運動

5．教育で重要なもの一「元気（健康）とやる

　気（実践）と勇気（創造・挑戦）を！」

6．昼食後，食後，就寝前の歯みがき運動と生

　活習慣・生活リズム・教育効果

　（1）“歯みがき”という簡単な運動であるが，

　　毎日，一生懸命継続することにより子供な

　　りに忍耐と努力が生まれてくる。

　（2）食べること，生きることに感謝する姿勢。
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　（3）口は自分で自分の健康状態がわかろ数少

　　ない窓口だから，自分で自分の健康を守る

　　姿勢と自分を大切に，命を大切にする姿勢。

　（4）”歯みがき”をする行動のなかで，徐々

　　に，生活のリズムと気分転換，心の余裕が
　　ヅる　レ　”’t　　1　　ソ
　　vさ　L　、《）0

7，小学生における生活化推進とは？

8．　教育目標達成のための学校歯科保健

9．21世紀の学校保健と開かれた学校づくり

　（1）“小さな開かれた学校”“学校保健委員会”

　　の活性化と充実

　（2）学校歯科保健は学社連携の一翼

　（3）学校歯科保健と学校保健を教育の中心に

10。今，我々は学校歯科保健を通して子供たち

　と社会に何を与え，伝え残しておくか？

小学校部会でも熱心な参加者の皆様
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■小学校部会発表■

　　　　　　　　自ら歯を大切にする児童の育成をめざして

　　　　　　　　　　　　　　　　一意識の変容をもとめて一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島県廿日市市立金剛寺小学校教諭佐伯　和夫

1．校区の概要

　本校は，広島県西部の廿日市市にある。校舎か

らは宮島を眼前に見る新設4年目の学校である。

学校の沿革

昭和62年4月1日

昭和62年4月6日

　　　　4月7日

　　　　4月26日

　　　　5月9日

　　　　5月26日

昭和63年10月8日

開校に向けて活動を始めた。

金剛寺小学校開校式。

金剛寺小学校第1回入学式。

第1回PTA設立総会。
金剛寺小学校落成式。

開校記念運動会。

広島県学校保健・努力校の

表彰を受ける。

平成元年2月17日

　　　　12月11日

平成2年2月9日

道徳教育研究会

広島県学校保健・優良校の

表彰を受ける。

道徳教育研究発表会

2．はじめに

　本校児童の健康実態の中で特に目立ったのが70

％にものぼる虫歯保有者の問題であった。学校保

健委員会でも取り上げられ，学校とPTAが連携

して虫歯ゼロをめざしていこうということで歯科

保健への取り組みが始まった。

3．本校のう歯実態

昭和62年度各学年別う歯本数 昭和63年度各学年別う歯本数

200
（本）

150

100

50
γ
邸
　
　
　
　
（

呼
別

　
　
　
　
　
　
（

V
簿

　
　
　
　
　
（

〉
榊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

》
u
　
　
　
　
　
　
　
　
（

斎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一

　
一
　
ロ
　
一
　
一
　
［
　
一
　
ロ
　
「
　
一
　
一
　
一
　
一
　
一
　
”
　
一
　
一
　
一
　
一
　
一

OI23456（li・）

（本）

100

50

一

〉
一 127

一

〉
一

v
〉 mb
1㈹

96
暉

障

V一

73

■

『

一

〉10
騨

一

一

（ （ （ （ （ （
0　　1　　2　　3　　4 6　（fl）



　51

う歯保有率（62年度）

＠・一・ムシバのない人

口・一・ムシバのある人

1昭和62年度う歯本数内訳

1学年 1乳　　　歯未処置歯数 永　久　歯
未処置歯数

合計（本）

1 147 10 157

2 84 27 111

3 108 71 179

4 56 23 79

5 42 39 81

　

6 25 41 66

合
計
L

462 211 714　　　1

昭和63年度う歯本数内訳

学年
乳　　　歯
未処置歯数

永　久　歯
未処置歯数

合計（本）

1 33 7 40

2 71 25 96

3 45 28 73

4 31 96 127

5 24 76 100

6 14 92 106
1

　　　　　　　　l　　　　　　　　l
合計　　　218　　1　324　　　　542

平成元年度各学年別う歯本数

（本）

lOO

50

（年）

平成2年度各学年別う歯本数
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平成元年度う歯本数内訳

学年
乳　　　歯
未処置歯数

永　久歯
未処置歯数

合計（本）

1 59 2 61

2 16 27 43

3 33 9 42

4 23 3 26

5 10 66 76

6 4 83 87

合計 145 190 335

　
む
　

　
　

む
　

む
　
む

本

0
　
0
　
0
　
0
　0

P

O
　
4
4
　
3
　
9
臼
　
1

0

乳歯う歯本数の
　　　　　変化

り

Q
∩
乙
ワ
一

S62　　63　　Hノ亡　　 2

62年度未処置者の割合

　　　　　　　　　　（単位二人）
　　　　　口処置済み148（69．20／o）

　　　　　囲未処置　　　　66　（30，8％）

　　　　　　合　計　214

日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／55

平成2年度う歯本数内訳

学年
乳　　　歯
未処置歯数

永　久歯
未処置歯数

合計（本）

1 34 15 49

2 132 38 170

3 21 17 38

4 8 33 41

5
の

　15 52 67

6 13 50 63

合計 223 205 428

）
0

本
5
0

004

003

002

001

0

永久歯う歯本数の
　　　　　　変化　’

一

〇
°

「

0
・
9
臼
．

S62　63　H兀　　2

63年度未処置者の割合

　　　　　　　　　　　（単位：入）
　　　　　　口処置済み188（87．9¢o）

囲未処置　　26（12．100）

　合　計　　214



，ヲ6

元年度未処置者の割合

　　　　　（tv＿f｛〔　：　ノ＼し）

［コ処i殴1斉み　152　（85．4ζ≧o）

囮未処置　　26（ll．6q，）

　t＞　　1討’　　178

4．学校運営組織と学校保健組織

　学校保健安全年間計画

1．学校教育目標

金剛寺小学校

　　「豊な人間性を身につけた，たくましい金剛寺

っ子を育てる。」

2．研究主題

　豊な心と実践力を育てる道徳教育の研究一価値

の主体的自覚を図る発問の工夫一

3．具体目標

　児童像

　　（1＞健康で明るい子ども

　　②勉強にはげむ子ども

　　（3）仲良く助け合う子ども

　　（4）礼儀正しい子ども

　　（5はく働く子ども

　学校像

　　（1）活力のある学校

　　（2）思いやりのある学校

　　（3）整理されたきれいな学校

4．学校保健目標

　「健康を自分のこととして考え，自主的に自ら

の健康を管理できる子に育てる。」

　・健康のリズムの確立（快食，快便，快眠，快

　　動，快笑）

　・むし歯予防……3・3・3ハミガキ

　・学校保健委員会活動の活発化

　・生活にむすびついた保健指導

5．安全教育目標

　「かけがえのない命を守ろう。」

　・安全な生活を営むために必要な知識を習得さ

　　せる。

　・毎月10日を安全点検日とし全職員が点検し指

　　導する。

　う歯状況に対して，本校では，以上の様な運営

組織保健組織を作って取り組んできた。特に特

別活動（学級活動）の充実をもとめてスタートし

た。

5．実践の場

　初年度から取り組んできた場として以下の所を

挙げることができる。

（1）学級活動（保健学習）

（2）朝の会，帰りの会（ショートの指導）

（3）児童会（保健委員会）

（4）　6月虫歯予防週間（全校集会）

（5）道徳学習

（6）学校保健委員会（PTAとともに）

（7）保健だより（保護者とのつながり）

6．指導の方法

　①学校保健年間計画

　②学級指導（保健指導）年間計画

　③学校保健委員会の開催

　毎学期，学校保健委員会を開催することが決定

し学期ごとの取り組みを提案していった。提案の

中に必ず，歯科保健の中味を取り入れていった。

取り組みの中味は，まず，う歯状況や未治療者の

状況を提案していった。そして，学校医である藤

本先生を囲んで歯についての相談会などを開催し

つつ，歯に対する意識を盛り上げていった。
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学級指導年間計画（全学年）

4 15 6 7 9 10 11 12 1 2 3

ロング 健康観察
きれいなから

だ

じょうふなきれ

いな歯
目を大切に

赤ちゃんはど

こから生まれ

てくるの

風邪のr防 楽しい学校
－
　
　
　
　
　
唇
　
イ

ショート

健康診断

トイレの使い

方

字を、兜：くとき

の姿勢

つゆ時の健

康

きまりあるくら

し

おく歯のみが

き方
歯と食べ物

ひび、しもや

けの予防

正しい歯の

磨き方

がらがらうが

い
耳を大切に

ロング 健康診断
わたしたちの

体

新しい歯を

大切に

給食後の歯

みがき

ぽくと私の小

さい頃

目を大切に

歯と食べ物
みんななかよ

し2
　
　
年
－

ショート
身の回りの

清潔

つゆ時の衛

生
体をきたえよう 歯と食べ物

姿勢（聞く，

字を書く、本

を読む）

かぜのf防 かぜのf防 耳を大切に

ロング
からだの話

なぜ

虫歯と食べ

物　歯みが

きの仕方

給食後の歯

みがき

お父さん

お舞さん
仲よく遊ぽう

カゼとインフ

ルエンザ
安全な生活

健康生活の

反省
3
　
年
ショート 健康診断

身の回りの

整とん

娩則Illしい

生活
目の健康

歯と歯の間

のみがき方

ひび、しもや

けの郁方

病気に負け

ない体
教室の換気 耳の日

ロング
身の回りの

清潔
歯と食べ物

給食後の歯

みがき
目の健康

かぜとインフ

ルエンザ
大きくなる体

すばらしい成

長

健康生活の

反省4
　
　
“

ショート
健康診断と

体の発育
生活リズム

つゆ時の健

康

親則且｝1しい

生活
睡眠と休養 正しい姿勢

前歯、側歯

のみがき方

体力づくり

冬の健康

歯と歯の間

のみがき方

耳や鼻の病

気

ロング
からだの変

化

歯の大切さ

虫歯のr防
清潔な体

給食後の歯

みがき

目の病気と

f防
歯と食べ物 体の発育

5
　
　
年
ショート 虫歯の郁方 病気の治療 男女の協力 夏の病気

そうじの仕方

の工夫

正しい歯の

みがき方

正しい姿勢

で書こう
かぜのr防

冬の体力づ
くり

歯と歯の間

のみがき方
耳を大切に

ロング 生活と姿勢
男らしさ、女

らしさ

歯の役割と

虫歯予防
遊びの工夫 歯と食べ物

男女のいた

わり合い

かぜとインフ

ルエンザ
明るい家庭

みんなの幸

福
6
　
年
ショート
体の発育と

健康づくり

身の回りの

清潔

夏休みのくら

し

生活のリズ

ム

目の病気と

r防
公衆衛生 冬の保健

正しい歯み

がき

健康生活の

反省と設計

7．指導の内容

（1＞ムシバ予防の取り組み（年間のまとめ）

＜丁覇㍉

1）歯科検診（5／15）

6溺㍉

金剛寺小学校

　・う歯保有者…214名

　・ムシ歯本数…714本

2）治療カード配布

3）歯の衛生週間（6／4～）

・ 歯の資料作成（全クラスへ）

7）ムシバの全くない児童の紹介

　・保健室だより（No．11、12、13）

8）ハプラシケースの作成

　・食器ケースを利用し、ベニヤ

　　に穴をあけてもらう。

9）歯の汚れ調べ（12／7～）

3学期
穣ダ

13）ハミガキカレンダー点検

　・夜のハミガキができない子が

　　多い。

　・家族ぐるみでの取り組みをさ

　　れている所もある。

　　　　　　　　　　ぜロ
14）6年1組ムシバ0になりまし
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4）歯の汚れ調べ（6／26）

　・4年生の取り組み　カラーテ

スター

5）夏休みハミガキカレンダー

　・おうちの入といっしょにみが

　こう！

6）未治療者に治療カード再発行

　・夏体みの聞に治療するように

☆保健室だより歯の特集

　（No」5　・Nα6）

　・全学年（4年を除く）実施

　　　G：1輔舗液体）

10）給食後のハミガキ実施

　　　　　　　　　（12／7～）

　・3・3・3ハミガキを！1

11）冬休みハミガキカレンダー

　・　1　日　31ロ1みカごこう　．ノ

12）未治療者に治療カード再発行

66名

　　た。

　・保健室だより（Nα19）

　　　　　　　ゼロ
15）2年1組ムシバ0になりまし

　　た。

　・保健室だより（No．22）

16）未治療者の把握

（：難繍ていない驚）

　市内でも虫歯処置完了率が最も低いという事が

判明した。この結果を受けて，まず担任用の歯の

資料を作成し，担任の取り組みを期待した。そし

て，まず治療を促し，給食後の歯みがきを実施し

ていった。

　（2）ムシバ予防のとりくみ（2学期）

（3）歯みがき指導について

1　　　　　年 2　　　　　年

題　　材 歯ブラシの選び方・もち方 おく歯のみがき方

lI指導内容
・汚れを落とすためには、自分の口に

あった大きさの歯ブラシがよいこと。

・歯の全部の面に毛先が当たる持ち方

ができること。

・ 奥歯に汚れが残りやすいのは、その

形や位置によること。
・ 奥歯の形や位置に応じた歯ブラシの

毛の当て方、力の入れ方を工夫してみ

がくこと。

ねらい

　自分の口に合った歯ブラシの大きさ

がわかり、歯の面に毛先がよく当たる

持ち方を工夫し歯みがきができるよう

にする。

　歯の汚れは奥歯のくぼみ、歯と歯の

間、歯の内側などに、多いことをわか

らせ、奥歯の形や位置に応じた歯のみ

がき方ができるようにする。

3　　　　年 4　　　　　年

題　　材 正しい歯のみがき方 歯と歯の間のみがき方

指導内容

・自分の歯みがきの結果を知り歯の汚

れを確かめること。
・ 歯のどんなところが汚れているかを

知り、正しい歯のみがき方がわかるこ
と。

・歯と歯の間などむし歯になりやすい

部位を知る。

・ 歯と歯肉の間、歯の裏側・歯ブラシ

のあて方、力の入れ方を工夫してみが

くこと。

ねらい

i
1

　染め出し剤によって日常の歯みがき

の状況を点検させ、自分の歯にあった

歯みがきができるようにする。

　歯の形状によって汚れが残りやすく

むし歯になりやすいことをわからせ、

歯ブラシの使い方を工夫できるように

1する。



5　　　　　年

題　　材 正しい歯のみがき方

指導内容

・ 自分の歯みがきの結果から、汚れの

残りやすいところを知る。
・ 歯の部位や形によって歯ブラシのあ

て方を工夫させる。

ねらい

　染め出し剤によって自分の歯みがき

の状況を知り、部位、形によって歯ブ

ラシのあて方を工夫させる。

6　　　　　年

題　　材 おく歯や歯の内側のみがき方

指導内容

・ 奥歯や歯の内側に汚れが残り（やすい

のは、その形や部位の特徴による。
・ 奥歯の形や部位に応じた歯ブラシの

毛のあて方、力の入れ方、みがき方を

工夫させる。

ねらい

　歯みがきのあと歯垢の残りやすい場

所を具体的につかませ、歯ブラシのは

けの先端などの使い方を工夫して奥歯

や歯の内側をみがくことができるよう
にする。

児童の反応

　⑧　思っていたよりみがけてなかったというの

　　がカラーテスターで調べるとよくわかったよ

　　うだ。

　⑬赤くなっている子は，これからみがこうと

　　いう動機づけになった。

　◎　根元の汚れは，毎日みがいているのにと不

　　思議に思ったようだ。

　（4）長期休み期間中のはみがきカレンダー

8．実践課題一3年半の取り組みを通して一

　（1）教職員が意識の向上をめざす

　保健室だよりなどをもとにしてショートの学級

指導をくり返してきているが，意識が全員，高ま

っているとは言えない状況である。

　（2）児童の歯に対する意識を高める

　虫歯を保有している児童が増えたり減ったりす

ることに一喜一憂している現実がある。虫歯処置

完了率を100％にしなくてはならないこと，これ自

体が目的化している現実がある。

　（3）保護者の意識をいかに高めていくか
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　保護者が歯に対して意識が高ければ子どもも歯

を大切にしようとする筈である。

　以上3つの課題に共通しているのは，教職員，

児童，保護者が共に歯に対する認識を深めること

である。認識を深めれば，自ら歯を大切にしてい

く人になるということである。

　しかも，その認識を深める中核は，授業ではな

いかという事なのである。遠回りのようであるが，

授業を通して心に深く残ったものが習慣化につな

がるということである。その場だけの小言のくり

返しで，その場ではやっても定着はしないのであ

る。実践し定着するには，まず，授業を通しての

認識づくりである。

9．課題への取り組み

　（1）教職員の意識向上をめざしての取り組みと

　　教職員の変容

　　①歯科保健の校内研修の設定

　まず，教職員が意欲的に取り組まない限り，何

も進まない。第一に考えたのが，意識変革である。

歯の大切さを十分に理解，認識していけば，実践

も深まっていくだろうと考えた。

　そこで，藤岡歯科医師と藤本学校歯科医を招い

て「人間形成にかかわる歯科保健」のあり方につ

いての講義をしていただいた。

　講師の話の内容が大変良く，教職員の意識を高

めるという目的は達成された。歯科保健が，いか

に大事かという点について認識が深まった会とな

った。

　　②歯科検診時（後）の担任の取り組みと担

　　　任の変容

　検診時はいつもう歯保有者にわたす治療勧告カ

ー ドに氏名印を押していただけであった。その問

題点は，担任が児童一人ひとりのう歯の状況を把

握していないことであった。

　　③未治療者への取り組み（担任の変容を通

　　　して）

　各学年，各クラスとも毎年，未治療のままで終

わり，学校，家庭とも放置してしまっている例が

ある。例年，クラスの児童の中でC3のう歯を誰が

保有して絶対に治療させなくてはならないという

」
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担任の意識の高まりが少し欠けている場合も見受

けられる。

　（2）児童の意識を高める取り組みと児童の変容

　　①1年生の授業案学級活動（健康な生活

　　　態度の形成）指導案

　1．主題名「6歳臼歯を大切にしよう」

　2．主題設定の理由

　　06歳臼歯（第1大臼歯）は，1番にはえる

　　　大人の歯で，6歳ごろはえはじめ「歯の王

　　　様」と呼ばれる。

　3．本時のねらい

　6歳臼歯をしり，大切にしようとする態度を育

てる。

　歯のみがき方を考えさせる。

4．指導過程

学　習　活　動 主な発問と予想される児童の反応 指導上の留意点

1　自分の歯の状態を想 ○きょうは歯について勉強します。歯がぬけたと 自分の歯の状態に目を向

起する。 き，はえてくるとき，どんな気持ちですか。 けさせ，永久歯にっいて

関心を持たせる。

●大人の歯がはえてうれしい。

●早くはえてほしい。

2　6歳臼歯を知る 06歳臼歯にっいて調べてみましょう。 ●6歳臼歯のはえる時期，

位置，かむ力の強いこと

などを知らせる。

3　6歳臼歯の守り方を 01年2組の6歳臼歯のはえた人を見てみましょ

考える。 う。

●虫歯の原因 ○なぜ虫歯になったのでしょうか。 ●虫歯になった写真を見

●あまいものを食べて歯をみがかなかった。 せ関心を高めさせる。

●みがき方がじょうずでない。 ●6歳臼歯の形，位置か

らも虫歯になりやすいこ

とに気付かせる。

●6歳臼歯のみがき方 06歳臼歯を上手にみがくには，どうしたらよい ●6歳臼歯の位置，形か

でしょう。 ら，みがき方を工夫させ

●おくまでみがく。 る。

●たべかすがのこらないようにみがく。

○もけいでみがいてみましょう。 ●何人かの児童に歯もけ

いをみがかせよい方法を

見つけさせる。

4　自分の歯を実際にみ ○いちばん奥の歯をじょうずにみがいてみましょ

がいてみる。 う。

5　歯を守るためにがん ○まとめてみましょう。

ばることをまとめる。 ●ていねいにみがく。たべたらすぐみがく。

○おくまでみがく。ぶくぶくうがいをする。

5．児童の反応・変容

　6歳臼歯に興味を持ってきた。担任にはえたよ

とか虫歯になってしまったと報告にくる。

　学年だよりで授業の内容を知らせたのが良かっ

たのか，虫歯の治療率も高くなった。

　コップを持ってきているので3・3・3歯みが



きをよくがんばっている。

　　②6年生の授業案学級活動（歯科保健）

　　　指導案

　1．主題名「虫歯の原因と予防」

　2．本時のねらい

　歯を守るための原則をいろいろな角度から総復

習する。

　3．児童の反応・変容

　　A君の作文

　前，歯医者へ5回ぐらい行ったんだけど行くの

がたいぎいので行かなくなった。虫歯はそのまま

にしておくと治らない。あまいものをたべても虫

歯になる。早く歯医者へ行かないといけない。ど

んどんひろがるから早く行かないといけない。

　　B君の作文

　虫歯になるといろいろな病気になることがわか

った。C、になるとばい菌が脳までいって死ぬるこ

ともあるのでこわいと思った。

　　その他の児童の作文

　甘いものは，口に入るとミュータンス菌ですぐ

酸に変わり歯をとかす。甘いものをひかえるよう

にしたい。海草やいりこ，牛乳などは歯をじょう

ぶにするからできるだけとるようにしたい。砂と

うを使っている物は毎日3時と決めおやつの時間

の後は，かん単にうがいをしようと思います。朝

昼晩，毎日歯みがきをしたいです。

　　③5年生の授業道徳指導案
　1．主題名「歯はなぜ大切なのか」

　2．本時のねらい

　歯をなぜ大切にしないといけないかを認識させ

る。

　（3）保護者の意識をいかに高めていくか

　　①参観日に歯科保健についての授業をする。

　　②長期休み中の歯みがきカレンダーに保護

　　　者からコメントをいただく。

　　③個人懇談会で治療させるように訴える。

　　④学校保健委員会を通しての啓発

10．成　果

　（1）教職員の意識が研修を持ったことにより少

　　し向上してきた。未治療者などに積極的に声
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　をかけていく担任もでてきた。歯みがき指導

　（日常）や授業にも力を入れてきている。

（2）学校保健委員会も連続，毎学期，続けてき

　ており，いつも歯科保健の内容を取り入れて

　きた。このため，少しばかり保護者の方にも

　関心が高まりつつある。

（3）授業を通して，歯の大切さを認識し，歯み

　がき実践に進んで取り組む児童がでてきた。

11．課　題

　（1）教職員の意識の向上をめざす

　毎年メンバーの変わる職場の中で歯科保健の重

要性を共通認識する時間と場を確保する必要があ

る。年間計画の検討の中で必ずこの歯科保健を中

心にすえて論議すれば他領域の部門も力が入る筈

である。学級活動の中で保健指導を必ず月々にと

っていく必要がある。多忙化の中であるが，積極

的に設定していく必要がある。歯科保健の基本認

識の研修が基本。

　（2）児童・保護者の意識を向上させていく取り

　　組みをする。

　授業を中心にすえて意識を高めていく。保健知

識と同時に，人生80年のライフサイクルの中で歯

科保健をとらえ，生きていく上で基本になるもの

であることととらえさせる必要がある。

　（3）未治療の児童，習慣化していない児童への

　　取り組み

　基本的には，授業を通して，この問題にも迫っ

ていく必要がある。例を2つ挙げて対比するとか，

虫歯のこわさをくり返すとか，歯で苦しんでいる

身近な人の話を聞いてみるとかして，授業を創造

していく必要がある。その他，がんばりカード等

も考えられる。歯みがき係などが活動して習慣化

を促すことも考えられる。

　（4）年間のカリキュラム作り

　食べ物に関する知識，虫歯，歯周病の予防に関

する知識，歯みがきの仕方に関する知識，人生80

年のライフサイクルでいかに歯が大事かの認識，

これらの点に即して学年別に資料を整え年間のカ

リキュラムを担任とともに作っていくことが重要

である。
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　（5）保，幼，小，中，高，地域とのつながりを

　持っ
　地域まるごと歯科保健に取り組むために，教育

委員会，公民館，歯科医師会，町内会等の組織を

あげてスタートする必要がある。保育所，幼稚園

と共同で取り組めば，習慣化についてはかなり効

果がある筈である。圭ずは，保幼小中との連携を

とることが必要である。

大会の主会場　受付にて
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本校における歯科保健指導の実際

福岡市立美野島小学校養護教諭川谷　信子

1．校区の概要

　本校は，昭和32年に博多の古宮「住吉神社」前

に位置する小学校“住吉小”より分離独立し，本

年度で開校34年目にあたる。

　創立時は，戦後10数年を経過し，いわゆる戦後

の混乱期を脱した時期で，国外では，ソ連が世界

最初の人工衛星を打ち上げ，国内では，南極観測

隊が昭和基地を建設，福岡においては，大相撲の

九州場所が始まった年でもある。

　本校区名は，現在“美野島”と書くが，古くは

源　重之の『筑紫集第5巻』の中に，「林雨にぬる

衣のあやなきに　けふxNみのしま”の名をやから

まし」と詠まれ，「那珂郡伊知郷蓑島」と記されて

いるように，古い歴史的地名をもつ土地柄でもあ

る。

　現在の美野島校区は，那珂川の東岸に約800m

の幅で南北約1，500mの広さをもち，川沿いの1

～ 3丁目は，博多駅や福岡市の中心天神にも近く，

職・住近接の適地として，近代的なマンションの

建設が続き，激しく発展をしている。

　また，やや離れる4丁目は，九州松下電器の工

場があり，福岡市南部の工業地域を形成する竹下

地区の一翼を担っている。

　25年前の博多駅移転に伴う周辺地区の区画整備

事業によって町並みは変化してきたが，上記のよ

うに近年の変化は町の様子を一変させるほどであ

る。

　しかし，古くからこの地に住む人々も多く，変

化の中にも，郷土に対する愛着は強く博多商人の

気風をもつ古老や博多情緒をもつ博多ごりょんさ

んと呼ばれる人達がいて，地域のつながりが強い

校区である。

2．学校の概要

　本校の規模は，児童数353名，学級数13学級（う

ち1クラスは特殊学級）職員数21名のいわゆる中

規模校である。（平成2年5月1日現在）

　地域の変化にもかかわらず，転出入児童はさほ

ど多くない。児童の保護者の学校教育に対する期

待は大きく協力的であり教育熱心である。また，

PTAの活動にも熱心で，会員数は多くないが，

その活動は市内でも有数であり，優良PTAとし

ての表彰歴をもっ。

　しかし，他校の例にもれず共働きの家庭が多く

なり，また母子・父子家庭の比率もだんだん増加

してきており，このような面からの配慮も必要と

している。

　児童について，学校経営案や学級経営案でみる

と，○自分のめあてをもち，可能性に挑戦しよう

とする子どもが多くなってきている。○明るく伸

び伸びとしている。○活動的で体をよく動かし，

外で遊ぶことを喜ぶ。○素直で教師の言うことを

よく聞き，人なつっこい。○子ども同士の仲もよ

く，協調的で素朴さがある。また，○好奇心が旺

盛で目立ちたがる。といった傾向がみられる。

　本校の教育目標は，「心身共に健康で明るく秩序

を守り，責任感が強く，自ら考え正しく判断する

ことのできる豊かな人間性とたくましい実践力を

もった人間を育てる」としている。この，教育目

標の具現化のため「筋道をたてて考える子」「思い

やりのある子」「健康でたくましい子」の三つの児

童像をかかげた教育活動をしている。

　特に「健康でたくましい子」の育成にあたって

は，早朝マラソンや裸足の励行，腰骨を立てるな

ど特徴的な活動もしているが，中でも“健康な歯

をもつ子ども”を育てることについては，学校・

家庭・地域が一体となった取り組みをするという

伝統があり，給食後の歯みがき，家族ぐるみの食
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後の歯みがきの励行，地域への働きかけ等を中核

とした活動をしている。

　また，本校は開校以来同一人の歯科校医の献身

的な指導のもとに，地域ぐるみの歯みがき運動に

取り組んできている。昭和57年度には，「むし歯予

防推進指定校協議会全国研究大会」を本校で行い

各学年のむし歯予防のための学級指導を公開した。

それらの成果をうけて昭和58年度日本学校歯科医

師会より“奥村賞”の受賞をした。その後毎年，

県，市のよい歯の優良校として表彰を受けてきた。

　近年では，昭和63年度「全国小学校社会科研究

協議会全国大会」の会場校として，全学級の公開

授業等教科面においても実践的な研究校としての

実績をもつ。

　昨年度10月には，全日本よい歯の学校最優秀校

として文部大臣賞を受賞し，本年度からの3年間

は，福岡市教育委員会の「う歯半減推進指定校」

の研究指定を受け，さらに研究の推進と継続を行

っている。

3．本校における実践

　昭和57年度，文部省および福岡市教育委員会の

「むし歯予防研究推進校」として研究指定を受け

『輪になって健康な歯をつくる保健教育の実践』

の研究主題のもとに取り組んだ。

　当時の記録をもとに，年次別の研究内容をみる

と次のようである。

　〔昭和57年度〕　一第1年次一

　　〇健康な歯をつくるための保健指導の理論的

　　　研究

　　　・歯についての基礎的基本的な知識を深め

　　　　る

　　○健康な歯をつくるための保健指導の実践的

　　　研究

　　　・児童の実態調査

　　　・家庭，地域の実態調査

　　　・年間保健指導計画の作成と実践

　　　・学級指導の指導法の研究

　　　・家庭，地域と連携した啓発活動

　〔昭和58年度〕　一第2年次一

　　〇歯の保健指導の充実とその深化

　　　・仮説検証授業の実施

　　　・指導内容の検討と指導の要素の洗い出し

　　　　　（歯の学級指導の要素一覧表作成）

　　　・指導計画の見直しと改善

　　〔昭和59年度〕　一第3年次一

　　〇研究のまとめと歯の保健指導の発展

　　　・指導と評価の一体化

　　　・研究集録の作成

　　　・今後の課題の明確化

　最近，学校，家庭ブリッジ論が提唱されている

が，本校の研究主題である『輪になって健康な歯

をつくる保健指導の実践』は，まさに子どもを中

心に学校と家庭を結んだむし歯予防の取り組みで

はないかと考える。

　学校で学んだことは，子どもを通してあるいは

プリントで家庭に知らされ，家庭での実践に生か

される。子どもだけで歯みがきをするのではなく，

親子で一緒に歯みがきをして，その結果は「親子

歯みがきカード」で学校に報告され指導に生かさ

れるというように，学校と家庭が結ばれ一体とな

った取り組みがなされるようになってきた。

　本年度は研究指定終了後6年目にあたるが，そ

の取り組みは次のとおりである。

　歯の保健指導は行動のしかたを学び，それを生

活の中で実践化していく能力や態度の形成を図る

こととの認識に立ち，学級活動の年間指導計画の

中に保健指導を位置づけ，指導時間の確保を図る

と共に，指導内容の充実深化に努めている。

　次に主な教育活動をあげる。

①各学級での指導は，歯の保健指導のカリキュ

　ラムを作成し，児童の発達段階に即した指導要

　素を抽出し，系統的発展的に指導している。

②児童活動としての保健委員会では，常時活動

　の他に「むし歯予防」に関する寸劇や手洗いと

　うがいのよびかけを全校集会の場で行い，また

　健康に対する意識向上のためにポスター・健康

　クイズ・保健新聞の発行など手づくりの活動を

　している。

　　さらに，一年生の給食後の歯みがきの指導の

　場に行き，指導の補助をして一人ひとりの子ど

　もの正しい歯みがきが徹底できるような活動も



　している。

③各学級の掲示板，各階の掲示板，保健室前の

　掲示板に保健コーナーを設け，児童の意識を高

　めている。

④食後の歯みがきの習慣化を図り，正しい歯み

　がきの仕方を習得させるために，給食後3分間

　の「歯みがきタイム」を設け，音楽にあわせた

　歯みがきを行っている。

⑤家庭での歯みがきの習慣化を図るため，親子

　歯みがき表（下学年）・個人歯みがき表（上学年）

　を活用し，月はじめに一人ひとりの歯みがきの

　実態を把握して，指導の参考としている。

⑥保健室内に，歯ぶらしの殺菌のための収納庫

　を設置している。

⑦保護者，地域への啓発活動については，養護

　教諭による毎月1回の「保健だより」の発行，

　PTA広報誌「みのしま」の発行およびPTA
　保健委員会「健康ピザ」（保健新聞）の発行等を

　行い，健康な歯に関した意識を高めるようにし

　ている。

⑧教職員の現職教育として，「歯みがき指導に関

　した授業研究」を6月に実施し，歯科指導の意

　識高揚や指導上の問題解決に役立てると共に，

　転入教師の研修の場としている。

⑨　学校保健委員会を年3回実施する計画を立て

　ている。初回は本年度の重点的な取り組みにつ

　いて討議し，歯科校医の指導及び質疑をする中

　から，学校や家庭での取り組みを明確にした。

　今後の学校保健委員会で，その取り組みについ

　て報告をしながらよりのぞましい方向を探るよ

　うに計画をしている。

　以上が，本校における歯の保健指導の実践の概
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要である。しかし，いずれも研究指定を受ける以

前からの継続的な実践であり，学校教育指導計画

の中に定着されているものである。

4．今後の課題

　昭和57年9月29日のむし歯予防推進についての

全国大会を終えて8年目になるが大会後，毎年課

題としてきたことは，歯の学級指導を健康教育全

体の中に適切に位置づけることと，家庭，地域へ

の啓発活動をどのように進めるかについてである。

　健康教育の推進という点から「腰骨を立てる」

（自立の教育）「裸足の奨励」を職員あげて取り組

んできた。歯の指導についても，健康教育のひと

つとして『自分の歯は自分で守る』ことをスロー

ガンに取り組んできている。

　これからの課題は，いままでの実践的取り組み

を継続し職員をふくめた家庭，地域の健康づくり

の意識を高めると共に，子どもの自らが健康なか

らだをつくるように指導のしかたを工夫していく

ことと考える。

終わりに

　今回，発表の機会を与えていただき，本校の歯

の保健指導の歩みと今後の課題を明らかにし取り

組みの方向を述べてきました。

　今後も，保健安全指導の全体に目を向けながら，

健康な歯つくりを核に「自分の体は自分で守る」

を合言葉に，健康教育の推進をしていきたいと考

えています。また，学校，家庭，地域が一体とな

った子どもの幸せづくりに努力をしていきたいと

思います。
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家庭・地域との連携の在り方

（学校保健委員会）について

島根県浜田市立原井小学校保健主事佐堂　潔

1．はじめに

　学校歯科保健に限らず，より健康な児童を育成

していくためには，学校・家庭・地域社会がそれ

ぞれ独自の理解と指導を進めていたのでは，その

効果には一定の限界がある。もちろんそれぞれの

立場での特色を生かした指導があることは好まし

いことである。その中に，学校・家庭・地域に，

幼児や児童生徒のもつ問題点について共通の認識

が存在していることが，教育効果をより一層高め

ていくためには重要なことであると考える。

　学校生活の中で受けた刺激（保健指導等）を家

庭や地域へ帰って実践する。その中で生まれた新

たな課題を再び学校で解決していく。こうした好

ましいサイクルによって，児童の歯科保健につい

ての実践力は徐々に高まってくる。このような実

践が可能となるためには，やはり学校での基本的

な取り組みについて，家庭・地域での理解が必要

である。

　学校・家庭・地域がそれぞれの特色を理解し，

一つひとつの課題に対して共通の認識をもち，歩

調を合わせて児童に接していくことは，今日の社

会においては重要かつ最大の課題であり，特に歯

科保健については，生涯に通じる健康生活の基盤

づくりにかかわる課題となる。

2．校下の状況と本校の沿革

　本校は，JR浜田駅の西方1．5kmに位置し，本

校区の大部分は浜田川左岸の平地で，西は浜田湾

に臨んで日本海が開けている。

　本校区は藩政時代の市場を中心として発達した

市街である。現在は石見地域の行政・経済の中心

地で，校下は商店街と漁港地域から成立し，漁港

の水揚げ，干魚，かまぼこ類の水産加工業に関係

した職業が多い。

　近年，浜田駅前開発による商店街の移動や漁獲

高の減少による漁業の不振，デーナツ化現象等に

より最高時には1，600名もいた児童数も500名足ら

ずにまで減少してきた。

　本校の保護者の大半は商業，生産業，漁業で占

められており，共働き家庭が多い。保護者は素直

で飾り気がなく，いわゆる石見人特有の気質をそ

なえている。本校出身の保護者が多く，母校への

愛校心が強く教育に対しては熱心で協力的である。

　明治6年に開校し，島根県女子師範学校の附属

小学校として常に先進校として教育推進の役割を

果たしてきた。

　昭和45年には，「教育の基盤は健康教育」として

学校・地域が一体となる全人教育（知・徳・体の

調和のとれた教育）が認められ，全日本健康優良

表彰会より日本一健康優良校としての表彰を受け

た。また昭和63年度から3ヶ年間，文部省「学校

歯科保健活動推進校」に指定され，昨年度研究実

績発表大会を開催し，全国各地から多数の同行の

士を招いた。

　校史も，今年で117年になる長い歴史と伝統を持

つ本校である。

3．学校保健委員会（学校・家庭・地域連携活動

　の核として）

　（1）基本的な考え方

　健康教育推進の基盤は学校保健委員会にある。

　本校の教育目標「人間性豊かな，より健康で実

践力のある子どもの育成」をめざした教育活動を

進めていくためには，児童と教師，そして保護者が

日常の様々な教育問題や教育課題について研究協

議し，これらの諸問題を実践的に解決していかな

ければならない。それは，今日の学校現場や社会状

況の中において考えなければならないことである。



　これら諸問題を解決し，児童・生徒の健康安全

を保持増進していくためには，教職員ばかりでな

く，家庭や地域の共通理解が必要である。このた

め，広く英知を集めて学校の保健安全上の健康問

題の協議と課題解決の実践活動を推進していこう
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とするものである。

　また，単なる話し合い活動にとどめないために，

各人が問題の本質をより的確にとらえ計画的に指

導し，実践に結びつく活動をめざす。そのことが，

より健康な原井っ子の育成につながると確信する。

②　組織と運営

①組織
〔学校保健委員会組織図〕

占父季 長 浜川市立原井小学校
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②運営
　ア．運営は校長を中心とし，教頭，保健主事，

　　養護教諭及び担当関係者が議題に応じて企

　　画実施している。議題は児童の健康づくり

　　のための共通課題（生活環境，生活安全，

　　体位体力の維持増進，施設環境等の整備）

　　で，児童保健委員会，PTA代表委員会，

　　教職員代表委員会からそれぞれ審議された

　　課題についての提案である。

　イ．開催回数は学期に1回を原則としている

が，緊急を要する問題が発生した場合には

臨時に開催する。
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ウ．座席配置

　上の図のような配置を原則とし，出席者

が気軽に話し合えるよ．うに配慮している。

そのことが話し合いの深まりにつながると

考える。

エ．運営上の配慮事項

・　児童の意識と発言を高め，討議内容を自

　分の問題として積極的に解決への道を求め

　させるために，議題を事前に通知し，学級

　での話し合いを通して内容を高めていく。

・　構成人員は，議題により適切な学識経験

　者及び関係機関の委員の出席を求める。

・　会の進行や討議内容の理解を高めるため

　に，事前調査・統計資料を整え，視聴覚機

　器を積極的に利用する。

・　会後，画台の実践的な解決のために，協

議事項を各家庭に連絡すると同時に，学級

　においても学級活動の内容として取り上げ

　指導の継続を図り全校的な活動展開をめざ

　す。

（3）最近の活動内容

月 協　議　題 内　　　　容 月 協　議　題 内　　　　容

1．健康な生活 定期健康診断の結果より 1．むし歯予防の 歯科保健活動の成果

元 ・ 本校のローレル指数の分 元 輪を広げよう ・ 学校でよくなったこと

年 布状態
年

Part　I ・ 家庭でよくなったこと

・家庭での食事の状態 PR活動の経験
6

・ 運動の様子
11

これからの活動のアイディ

月 ・高コレステロール化の予 月 ア

防

1．自分の目の健 自分の生活の様子 1．むし歯予防の PR活動について
元 康づくり ・ テレビ 2 輪を広げよう ・ 児童の活動

年
・ 読書

年
Part　II ・ 保護者の活動

・姿勢 ・ 学校の活動
10

目の健康を守る取り組み
6

・ 行政機関の活動
月 ・目の使い方 月

・食事

　（4）活動の実際

　初めの配慮事項として学校保健委員会への理解

を深めることを主なねらいとして開催してきた。

そのねらいは確かな手応えとして達成することが

できた。そして次第にその実績に立って，より具

体的な実践的な解決が可能となるような話し合い

をめざした。

　そのために，議題決定までの話し合いや学識経

験者等出席者との打ち合わせは，より密度の濃い

ものにするよう心がけてきた。

◎　活動例1

　「むし歯予防の輪を広げよう　Part　I」

○　開催までの活動

　児童保健委員会は，各委員会との連携を図り「む

し歯ゼロゼロ作戦」を展開し，校内でのPR活動

を実施した。さらに総務委員会では夏休みを利用



して校外的なPR活動「むし歯ゼロゼロ活動」を

展開してきた。それは本校が歯科保健活動に取り

組み，その効果が上がってきたことを児童自身も

認めてきた発展として実施されたものである。す

なわちそれは，もっと多くの人にも歯を守ってい

くことの大切さを分かってほしいという気持ちの

表れであった。さらに学校関係だけでなく，地域

全体をも巻き込んだ「むし歯予防」の取り組みを

考えてきたのである。

○　問題提起

・　そこで総務委員会では，「むし歯ゼロゼロ活

　動」の実施状況をもとに，PR作戦について提

　案した。歯科保健活動を地域へ広げていく方法

　についての協議である。

・　本議題の話し合いは，かなり広範囲にわたる

　ことが予想された。そこで，1・IIと2部に分

　け，1では実態把握とアイディアの交換，IIで

　実践化への手立てを協議するという構成にした。

○　成果

・　実態把握の場面では，出席者全員からむし歯

　予防活動の効果があったことを裏付ける発言が

　相次いだ。幼稚園，保育所の関係者からは，総

　務委員の「むし歯ゼロゼロ活動」に対し，大い

　に評価をいただいた。

・　そこで，是非こうした取り組みを地域的なも

　のに広げていこうという確認がなされた。

・　続いてPR活動のアイディアについての話し

　合いに移っていった。児童代表から次々と意見

　が出された。「ポスターを貼ろう。」「新聞に載せ

　よう。」「市報や回覧板に載せよう。」「市で歯み

　がきコンクールをしよう。」など子供らしい，し

　かし創意にあふれた意見が出された。

・　学識経験者の方からも，これらの取り組みに

　対して積極的な姿勢を表明していただいた。特

　に幼稚園代表の委員からは，幼年期からの取り

　組みの重要さを強調されていた。

◎　活動例2

　「むし歯予防の輪を広げよう　Part　II」

○　開催までの活動と問題提起

　本議題パート1での話し合いを受けて，可能な

ものについては実践に移していった。新聞に載せ
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たり，市報でも取り上げてもらったりした。実践

されたもの以外については，平成2年度の大きな

課題の一つとしてとらえ，その実践のために話し

合いをもった。

○　成果

　話し合いの結果，次の事項が確認された。

　〈児童側から〉

　・むし歯ゼロゼロ活動に取り組む。

　・むし歯の話の劇に取り組み，ポスターや手紙

　　をもって保育所等を訪問する。

　・保育所・幼稚園で園児に歯のみがき方を教え

　　てあげる。

　〈PTA＞
　・文集，事業部だよりの活用の活性化

　・健康を考える会の推進

　〈学校・行政機関〉

　・市報の活用とそれへの寄稿

　・歯科保健に関するパンフレットの作成

　・保健婦等地域保健機関の活用

　・むし歯予防推進啓蒙の標柱の設置

　学校においては，この学校保健委員会を受け，

代表委員会において児童保健委員会，総務委員会

より，PR活動についての実施計画が話し合われ

準備を進めていった。

　（5）考察

　より具体的な実践活動が可能となる話し合いを

目指しての取り組みであった。そのねらいは確か

な手応えとして達成されてきつつある。まず出席

者の発言が非常に活発になったこと，特に児童と

PTA代表のそれが具体的な内容のものに変わっ

ていった。

　次に，これまでは学校側が中心となって「問題

提起」を行ってきた。しかし，次第に児童会活動

等の活動の中から生まれてきた議題が提案される

ようになってきた。本校の健康づくりの取り組み

が定着してきつつあることを感じることができる。

　学校保健委員会の開催を通して，少しずつ健康

に対する意識が地域へ広がってきつつあることを

認めることができる。話し合いの内容を生かした

取り組みが実施されるようになってきたのもその

例の一つである。
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　このような変容が認められてきた手立てとして，

協議に際しては次のことを挙げることができる。

○　焦点を絞った議題の設定

　　大きな内容の議題になると，いわゆる観念

　的な意見交換で終わってしまいがちである。

　そこからは実践へ結びつく課題はなかなか生

　まれてこない。課題の焦点化に心がけた。

○　打合せの密度の濃さ

　　議題についての連絡程度の打ち合わせでは，

　話し合いのときどういう視点で発言すればよ

　いのかという不安が出席者の中に生じてくる。

　それでは話し合いの活性化へはつながらない。

　そこで発言の視点を明確にすると同時に，特

　に三師の先生方には直接会って，専門的な立

　場からの指導を事前に仰いだ。そのことは先

　の議題の焦点化にも大いに有効であった。

○　実践をふまえた発言

　　実践を通しての意見には説得力がある。で

　きるだけ自分の実践を生かした発言に心がけ

　ていただいた。これは発言そのものが具体的

　な実践課題となりうるのである。

　学校保健委員会の質的向上は同時に他の活動へ

も影響を及ぼしている。PTAの活動による保健

調査や歯顎模型の提供，あるいはこの後で記す健

康を考える会の積極的な活動など，本委員会を核

として相互的に作用してきた。

　学校保健委員会によって生まれた活動を実践し，

実践されたことによって生じた成果や問題点を再

び学校保健委員会の場で協議する。その繰り返し

によって，問題の核心に近づき本質的な解決にっ

ながっていくと信ずる。そうした学校保健委員会

をめざして今後も取り組んでいきたい。

4．PTA健康を考える会～歯の部～

　歯科保健活動の実践の場の大半は家庭である。

児童の生活の母体が家庭であるから当然である。

例えばブラッシングひとつをとってみても，その

技術の指導や意識づけは学校で行っても，それを

継続的に実践していく場は家庭である。とするな

らば，家庭において歯科保健についての理解をも

ち，家庭歯科保健活動の推進者とでもいうべき人

の養成は重要なポイントである。

　これまで本校では，高コレステロール児童の保

護者を対象に学習会は開いてきていた。そこで，

それをヒントに歯科保健についての保護者の学習

の場として「健康を考える会～歯の部～」を新設

した。そして，従来の学習会を「健康を考える会

～食の部～」として学習会を重ねてきた。

　（1）基本的な考え方

　本会の運営の基本的な考え方を次のように設定

した。

●　歯の健康に関する望ましい態度と習慣の育

成を図るため，健康な歯づくりについて母親

　が学ぶことにより，家庭におけるむし歯予防

　に対する意識の高揚を図る。

●　地域の関係機関との連携を図り，学校と家

庭・地域社会の指導が一貫して進められるよ

　うにする。

　（2）活動の概要

　以下今までの活動のいくつかを活動例として紹

介する。

○　活動の実際

　8mm映画「オーラル・・イジーンへの道」視聴

後歯みがき実習を行った。上下顎1・2番の歯に

ついて，染めだし剤を使用して汚れをチェックし

た。日頃のみがき方ではかなりの汚れが残ってい

るのに驚いた様子で，自分のみがき方の不十分さ

を改めて感じたようであった。その後歯科衛生士

さんによるみがき方の指導を受けた。翌日会員か

ら連絡をいただいたりもし，手応えを得た。第1

回目ということもあり，運営していく上での不安

も多かったが，今後の活動への見通しをもつこと

ができた。

　家庭での歯科保健活動の推進役としては，はた

らきかけていただけることを確信した。

○　活動の実際



　健康を考える会「歯の部」「食の部」の合同学習

会とした。食物繊維をたくさん含む食品を使い，

成長期の子供に必要な栄養を考え，バランスのと

れた献立ての調理実習を行った。そして学校歯科

医より，奥歯で噛むことの大切さの講義を受けた。

　今回の参加者は，健康を考える会の会員のみで

あったが，反応を見ると「とても勉強になりこの

ような機会もめったにないこと。」と喜ばれた。そ

して会員に限らずもっと多くの保護者に呼びかけ

たらという意見もだされた。

　より多くの保護者が，健康についての関心を深

めていくことは，児童の健康づくりにも多大な効

果があると認識する。活動の対象範囲の拡大も重

要なポイントとなった。

○　活動の実際

　これまで学習してきたことや会員の意見をもと

に，家庭で実践してきたことや継続して取り組ん

でいることを発表し合い，むし歯予防の輪を少し

でも多くの人に広げていくにはどんなことがある

だろうか話し合った。

　今までの学習を振り返り，歯の健康，むし歯の

おそろしさ等についての理解が深まった。このこ

とから，もっと他の人々にもむし歯予防に対する

意識づけをするには，会員としてどんなことがで

きるか話し合った。

　（3）考察

　健康を考える会～食の部～は，総コレステロー

ル200以上の保護者が会員である。毎日の食事づく

りや生活指導が主な学習内容であるため，会員の

意識が高く，会の運営もスムーズに行っている。

　一方歯の部は，今年度開設されたが，母親も働

いているため月一度の学習会への出席がむずかし

い面もあった。しかし，学習を積み重ねていくう

ち，正しい歯のみがき方，歯の大切さ，母親とし

ての家庭へのはたらきかけの重要性など分かり，

「勉強する機会があってよかった。」「引き続き他

の人にも呼びかけて継続して欲しい」という意識

が高まってきた。

　歯科保健に対する意識の一層の高揚と，またそ

の推進者としての自覚が生まれてきた。本活動の

ねらいに迫ることができた。
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5．親子歯みがき学習

　毎年，参観日を利用して「親子歯みがき学習」

を開催し，連携活動の一助としている。先に述べ

た「健康を考える会」は会員が限られている。そ

のため，より多くの保護者に「ブラッシング」に

ついて，実践を通して認識してもらう場として位

置づけている。

○学習会の概要

　●　ビデオ視聴

　一本一本の歯のみがき方を細かく説明しとても

分かりやすい内容であった。小学生をモデルにし

ており，児童も「あの子ができるのだから，ぼく

だって練習すればきれいにみがくことができる

ぞ。」というつぶやきもあった。またきれいになっ

ていく歯を見て，保護者も日頃の歯みがきの仕方

を改めて反省させられたようだ。

　●　歯みがき実習

　ビデオを見た後，歯みがきの実習を行った。今

回はカラーコートを使い，染め出しがはっきりす

るようにした。

　児童は日頃の練習の成果もあり，隅々まできれ

いにみがけている子がほとんどだった。一方保護

者は，年一回の実習であり，技術の習得はなかな

か難しい。今後も継続して開催していきたい。

6．　PTAによる活動

　学校保健委員会を核とした連携活動のひとつと

して，PTAによる取り組みもみられた。

　PTA文化部調査班では，保護者の歯の健康に

っいての意識・実態調査を行った。保護者の意識

や実践の変容を見るために，同一の調査内容を2

度にわたって実施した。

　その結果を全家庭に配布し，本校の実態を知ら

せた。また，この結果を分かりやすく見てもらう

ために，カットを入れたり，グラフに表したり，

色の工夫をしたりして大きな掲示物に仕上げた。

この作業に一ヶ月近くの日数を要したが，毎日熱

心に取り組まれた。そして，それをPTA研修室

に常時掲示した。

　また，大型の歯顎模型の提供もあった。手作り
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であり，授業などに効果的に使用した。

　このように，健康な歯づくりという同一の目的

のもとそれぞれの立場での取り組みがなされた。

7．終わりに

　学校保健委員会を核とした本校の連携活動の例

をいくつか紹介してきた。様々な活動が学校保健

委員会から生まれ，実践された結果が学級保健委

員会で集約される。それらをもとにまた次の活動

を生み出す。こうした取り組みの積み重ねによっ

て児童も学校もそして地域もより好ましい方向へ

の転換が可能となるのである。教育においては，

こうした学校・家庭・地域社会の変容が子ども達

の変容に深くかかわっているはずである。

　ところで，今ひとつ考えてみたいことがある。

これまで紹介してきた本校の取り組みは，どちら

かというと歯科保健の知識・技術面に関するもの

である。それらはもちろん健康な歯を守っていく

ためには欠かせないことであるが，さらに重要な

ことは，それらの知識・技術を基盤にした生活態

度の形成である。すなわち日々の実践があっては

じめてねらいは達成できる。そこで連携活動のひ

とつの柱として，「環境づくり」ということを見の

がしてはならないと思うのである。学校保健委員

会にしても，あるいは健康を考える会にしても児

童を取り巻く環境のひとつではある。しかしそれ

らは無形なものである。そこに，有形なものすな

わち施設・設備面での連携を加えることが大切だ

と思う。

　もちろん，むやみやたらに施設・設備を整えろ

というのではない。子どもたちに真に習慣化され

た取り組みとなるためには，どんな施設が必要な

のか。また現在の設備のどこに問題点があるのか。

子どもが「やろう」という意欲をもったときにそ

れに対応できる状況であるのか。そうした面での

連携の大切さを，これまで取り組んだ結果として

感じるのである。

　さらに今ひとつの環境面として，人的環境づく

りを挙げることができる。それぞれの専門的な立

場からの指導助言は取り組みを進める者にとって

は大きな支えとなったのである。本校学校歯科医

の献身的なご協力をはじめ，関係機関との連携，

すなわち人的環境づくりも大切なポイントである

と感じる。

　最後に，これまでの学校保健委員会等への取り

組みから幼年期における歯科保健活動の重要さを

感じた。幼稚園・保育所代表の方々が非常に積極

的な姿勢を示されている。う歯となれば治療すれ

ばよいという意識は多くの人にあるであろう。治

療はある一定期間の問題である。しかし，はじめ

からう歯にしない，あるいは治療してからはう歯

を作らない取り組みというのは一生涯に渡る課題

である。となれば，早い時期からの歯科保健活動

の活性化が必要となってくると考えるのである。

　これまでの取り組みから得たことをもとに，今

後も実践を重ねていきたい。
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小学校における歯科保健指導の展開と

　　　　　　　学校歯科医の関わり方について

　　　　　　　　　　　愛媛県津島町立下灘小学校学校歯科医田中實

1　あなたの学校の児童，生徒のDMF歯率とD

MFT指数を計算してみませんか

　「毎年の春に定期的に小・中学校で行われる歯

の検査は，大多数の歯科医にとって気の進まない

年中行事の一つになっているのではなかろうか。

日常的に経験されているものではないための違和

感，自分の職場以外の場所で作業する対人関係の

わずらわしさ，さらに投入する労働量に対して報

われることの少なさなどのためにそのように感じ

ているのも当然のことのように思う。」1）　、

　とにかく百年一日の如き感ある学校歯科橦診で

すが，心の持ちようといいますか，考え方，見方

を変えるという意味で，ひとつ自分の学校のDM

F歯率，DMFT指数を計算して見てはどうでし

ょうか。そんなことは養護教諭のすることだとい

ってしまえばそれまでですが，またむし歯の数が

ふえたとか，へったとか，そんな時代ではないと

いわれるかも知れませんが，基本事項として自分

の手で一度は実態を把握することも大いに意義あ

ることだと思います。

　未曾有の情報社会化時代です。学校歯科保健に

関する情報もゴマンとありますが，矢張り自分の

学校の学校長が管理している現場の担任教師が気

づかない学級のむし歯の傾向，特異な状況を，さ

らに学年毎の変化をもわかり易く説明するにはも

っとも手近な資料ではないでしょうか。

◎DMF歯率，　DMFT指数の算出手順について

　1　調査集団（学校では下記a，bの年令区分

　　が考えられますが普通aの区分です）

　　a　各学年の同一年度分

　　b　6年生を1年生までさかのぼって行う同

　　　一人集団の過去6ヶ年度分

2　第3号様式　　児童（生徒，学生）

検査票

歯の

　3号様式により各個人の口の中の移り変わりが

よく分かり，学級担任による記入が理想ですが，

前回と違うところ，例えば前回Cとか○であるの

に今回健全歯であるなど，その場で指摘するよう

事前に打ち合わせしておいた方がよいようです。

充てん材料が歯牙と識別しにくい事があり見過ご

すことがあります。

　3　DMF歯率，　DMFT指数の基礎集計表
　歯の検査票から転記する基礎集計表です。

　厚生省の実態調査における該当年令別DMFT

指数と比較すると格段の相違で，西暦2，000年には

12才の

DMFT指数3にしようと言うWHOの提言は夢
の又夢となり，それに加えて歯列不正という天敵

まで増加の傾向にあり途方に暮れるのですが，今

一
度初心にもどり6才臼歯のむし歯予防を強く推

進する以外に途はないように思えます。

引用文献
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会，東京，1987
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1人平均むし歯数（DMF歯数）の年次推移，年齢別（永久歯）（本）

昭和50年 昭和56年 昭和62年

総　数 12．51 13．19 14．55

5歳 0．12 0．07 0．10

6 0．71 0．50 0．41

7 1．51 1．41 1．01

8 2．29 2．06 1．83

9 2．87 2．83 2．67

10 3．51 3．64 3．43

11 4．52 4．32 3．73

12 5．61 5．43 4．93

13 6．15 6．89 5．48

14 7．42 8．07 7．57

15 7．67 8．87 8．22

16 8．19 9．47 9．34

17 8．18 9．72 9．69

18 8．43 10．45 10．49

19 9．59 9．79 11．16

20 9．18 10．53 10．62

30 11．78 12．74 14．50

40 13．03 13．07 14．62

50 16．04 16．27 15．99

60 20．95 22．21 21．17

70 24．50 25．66 25．54

80歳以上 26．72 26．77 26．97

註1）D：Decayed　teethの略＝永久歯のむし
　　歯で未処置のもの

　2）M：Missing　teethの略＝永久歯のむし歯

　　が原因で抜去したもの

　3）F：Filled　teethの略＝永久歯のむし歯
　　で処置を完了したもの

　4）DMF歯数＝D＋M＋F
　5）昭和50年及び56年の調査ではC。（う蝕0
　　度）を健全歯として算出した。

ll　歯の評価表（全校）（学年）について

　昭和60，61，62年度　文部省指定　むし歯予防

推進校を受け，その研究実践の成果発表を昭和62

年10月15日むし歯予防推進校研究発表会（公開授

業，全体会，指導講評）の「紀要」に掲載したも

のです。この評価表を作成した三瀬和子養護教諭

　（現広見町立三島小学校）の説明を紹介します。

　　『歯の評価表は，私が昭和61年のむし歯予防推

進指定校の研究会に参加した折に吉田螢一郎先生

の講和の中で，「評価することも大切」というお話

があったのを機会に作りました。評価表を作るの

に参考にしましたのは，昭和54年3月に文部省体

育局保健課から出されました「むし歯予防指導の

評価の視点」と，その研究会の参考資料として出

されていました岡山県灘崎小学校の「歯の保健指

導学年別評価項目一覧表」の2つです。

　まず灘崎小学校を参考にして，下灘小に適した

「学年別評価項目一覧表」を作りました。これが

ないと評価ができませんが，60年に作っていた「歯

の保健指導内容一覧表」と対応させる形で作って

いくとすぐにできました。

　次に評価表ですが文部省の「評価の視点」を見

てみると，全校的に評価したほうがよい項目と，

学年単位で評価すべき項目があることに気づきま

した。

　そこで「評価の視点」の〔1〕推進体制〔3〕

指導計画と指導法〔4〕家庭・地域社会との連携

の中から，必要な視点を取り出し，言葉を簡略に

して「歯の評価表（全校）」を作りました。



　視点の〔2〕指導の成果については，学年別の

評価が適切と考え，先に作った本校の「学年別評

価項目一覧表」に対応させて（1，2年）（3，4

年）（5，6年）用の指導の成果についての評価表

を作りました。

〔評価表を作った流れ〕

「評価の視点」　　　　「歯の評価表（全校）」

「歯の保健指導内容一覧表1」→「評価項目一覧

表2」→「歯の評価表（1，2）（3，4）（5，6）」

　①歯の評価表（全校）にっいて

　S62年3月末の評価は，初めて作った評価表の

出来具合をチェックする意味もかねて，10人の教

員で採点しました。（校長，教頭，学担6名，養

護，自然の家指導教師）

　S62年6月末の評価は，校長は評価結果をもと

にもっと総合的に判断するという理由から，自然

の家担当者は学級の実態がわかりにくいという理

由から評価に加わらず，結局8人で採点しました。

A，B，　Cの基準は細かく決めてなかったように

思います。

　よい，ふつう，まだまだ　を個人の考えで評価

していました。

　百分率において，小数第一位以下を切り捨てて

1位を四捨五入したので100％を超えています。今

考えれば100％に調整しておいた方がスッキリし

たと思います。

　②歯の評価表（1，2）（3，4）（5，6）
　　これは学級指導の評価をするためのもので，学

担がそれぞれ自分の学級について○をつけていま

す。例えば○は1，2年の学担どちらかひとりが

あてはまると評価した事項，◎は1，2年の学担

　2人ともがあてはまると評価したものです。最初

は，人数をとって，1（人），2（人）と数字を入

れていましたが○の方が見やすかったのでこうな

　りました。

　　これは学級評価ですから本来は1学年分ずつの

があります。ただ評価表の内容は1，2年生は同
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じですので研究集録にのせるときに，1，2年生

の評価をまとめて出してみました。又同じ内容の

評価で1，2年生を比べて見ると，指導しやすい

項目，しにくい項目が分かり易くてよかったと思

います。

◎　平成2年3月末現在における歯の評価表につ

　いて

　これは白熱の指定校実績と比べて，きめこまか

い指導や充分な時間配分など，歯科保健指導優先

の姿勢が保持できない有様で，やむを得ないとこ

ろであると思いますが，子供達の口の中は甘味嗜

好，軟性食品の氾濫や無批判な摂取により増悪の

傾向にあり，指定校解除という安堵感と，強制さ

れた態度形成への反動などこの3年間に生じてい

たとも考えられます。「“むし歯”予防指導の直接

の目標は何か」’）①歯口清掃（歯のよごれ）の自己

理解を深めること。②噛のよごれ”をとる具体

的な方法を知っていること。③その方法が自分で

できること。④それが習慣化していること。⑤む

し歯予防のために，食生活で注意する必要のある

ことを知っていること。この5つの目標をもとに

保健委員会で充分な検討が必要であります。さら

に「歯というものは，フッ素，リン，カルシウム，

マグネシウム，いろいろな有機質，無機質が歯に

吸着して歯のコチコチ現象が起こってくる。だか

ら歯が萌えてくるやわらかい時点での食生活や歯

みがきが大切になるのです。」2）このことを理解し

て欲しいものです。私は検診時，萌出初期の歯牙

にはV（呼称チョン，Cでなければ健全歯）をつ

け，担任の先生に，その場で口の中を見てもらい

ここの歯を充分に磨くよう注意しておりますが，

咬合に参加するまでにむし歯になることがあり残

念でなりません。検診のあと，全教員と校内研修

会をひらくのですが，この「歯の評価表」による

むし歯予防の成果の相互確認は，明日へのつなぎ

にもなる重要な作業だと思います。



76

■中学校部会■

〔公開授業〕

広島市立美鈴が丘中学校

〒731－51広島市佐伯区美鈴が丘南1丁目12番1号

　　　　　電言舌　　0829－28－2161

　　　　　学校長　藤川　 保

はじめに

　本校は，昭和60年4月に開校した新設校である。

校区は広島市西部にある鈴が峰の後方山ろくに開

発された新興団地である。年々団地の開発はすす

み開校6年目を迎えた平成2年度は，生徒数734

名，学級数20学級の規模となっている。

　昭和62年度から3ヵ年の「体力つくり研究推進

校」の委嘱を受け，「体力つくり」を中心に全人教

育を目指した教育実践をすすめてきた。この取り

組みの中で「教師主導の教育から生徒主体の教育

へ」教育の質的転換をはかる必然性がでてきた。

　そこで本校では従来の教育を見直し，生徒の個

性や自主性，創造性が発揮され伸ばせるような教

育を目指し，CCM大作戦（美中教育想像への挑

戦）と銘うった教育実践に取り組んでいるところ

である。

1．本校の歯の保健指導

（1）到達目標　「生徒自らが，歯や口の健康の問

　　　　　　　題に気づき，日常生活において

　　　　　　　健康づくりの実践ができるよう

　　　　　　　になる。」

（2）具体目標

　①歯や口の中の清潔を保つため，正しい歯

　　口清掃ができる。

②むし歯と糖分の関係を知り，間食のとり

　　方の工夫をすることができる。

③自分の歯や口の中の状態を知り，進んで

　　病気の予防に努め検診・治療が受けられる。

④健康な歯と体をつくるために，食べ物を

　　よく噛み，好き嫌iいなくバランスのとれた

規則正しい食生活ができる。

2．実践内容

（1）校内研修会を開き，教師の指導体制を確立

　する。

　①学校保健指導年間計画の作成

　②歯科保健指導年間計画の作成

　③歯の保健指導の基本構造と学年別指導内

　　容の確認

　④歯科保健の意義にっいて

（2）歯についての啓発活動をすすめる。

　①保健だよりで，保護者・生徒に歯の大切

　　さについての啓発資料を配布する。

　②生徒会の保健委員会を中心にして全校生

　　徒からポスターを募集し，優秀作品を校内

　　へ掲示し，歯の衛生について啓発をはかる。

（3）歯についての実態調査（生徒，保護者）を

　実施し指導資料とする。

　①生徒の歯について

　②歯の治療について

　③歯磨きについて

　④食べ物について

（4）計画にもとついた学級指導を実施する。

　①年間計画に沿って学級での指導

　②　実習指導
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学級活動

3．公開授業の内容

学年学級 題　　　　　　　材 指　導　者

1年1組 歯肉炎の予防と上手な歯の磨き方 堀田　誠治　教諭

1年5組 歯肉炎の予防 多田　牧子　教諭

1年6組 歯周疾患の原因と予防 竹元　慶雄　教諭

2年2組 歯周疾患とその予防 井上日出人　教諭

2年3組 口腔内の病気と予防 原田　昌徳　教諭

2年6組 食べ物による歯のよごれの比較 平田　雅美　教諭

3年1組 健康な歯と栄養 實藤　好之　教諭

3年3組 健康な歯と栄養 為西　純子　教諭

3年4組 健康な歯と栄養 松浦　俊雄　教諭

中学校部会開場校にて
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■中学校部会■

中学校における歯科保健指導の実践

　　　　　　　　　　　　　　グ中学校よりも中学生の理解に重点を一

座長岩本　義史

　中学校における包括的な歯科保健指導の実践に

当たっては，目標を定め，指導の計画の立案と推

進の方法が諮られるのは当然の流れです。そのた

めには中学生の発達段階の配慮を前提としている

ことは言うまでもありません。

　近年，社会全体の健康志向が強まりつつある中

で，各中学校でも歯科健診を含め歯科保健活動が

徐々にではありますが盛んになりつつあると推察

しています。日本学校歯科医会も昭和62年（1987）

に中学校を対象とした学校歯科医の活動指針を出

しました。これは画期的なことです。学校歯科保

健が小学校を中心としたものから，小学校→中学

校へと焦点が向けられるようになったということ

がいえると思います。

1．学校歯科保健の意義

　これまで，学校歯科保健の意義は歯科という分

野にはまりこんで，関係者が鳩首をそろえている

きらいがあるのではないか，という素朴な疑問を

私は抱いています。つまり，中学生のムシ歯の有

病者率が依然として高い，それを減らすにはどう

すればよいか。また，中学生になると歯肉炎が目

立って発症してくる，それを予防するにはどうす

ればよいか，などであります。まさしくそれは歯

科保健の分野で，歯科医師の目指す歯科的健康回

復を学校の場で行おうとするものです。

　私達歯科医師が目指している歯科保健と学校歯

科保健とには，その意義において学校という場に

ある特性から，多様性をもっているというか，巾

の広いものであると考えています。即ち，学校歯

科保健はその目指すところは教師にとっては教育

であり，保護者にとっては生活です。そして中学

生にとっては人間形成であり，自らのトータルの

人間としての素養であると思われます。学校歯科

医をはじめ，歯科保健医療従事者としては生徒（教

職員をまじえての）の口腔疾患の予防と歯科保健

の向上です。

2．発達段階に即した歯科保健指導の考え方

　発達段階に即した歯科保健指導とよくいわれま

すが，それは発達段階に応じた能力をふまえて指

導を実践するだけでなく，中学生自身の発達段階

そのものでなければならないと思います。中学生

は小学生の安定的な連続的発育を示すのではなく

て，個人差はともかく，中学生特有の発育がある

と考えます。私なりに挙げてみますと，

身体発育

　（1）全身：飛躍的な性的発育，身長の伸び，免

　　　　　　疫能力の増強

　（2）口腔：下顎骨の急激な発育，咬合力の増強，

　　　　　　永久歯列の発育完了，咬合の安定

精神発育

　異性への関心の深まり，保護者からの離脱性，

　差恥心の高まり，学習能力，総合的判断力

社会的発育

　社会への関心，社会的参加意欲の芽生え，生活

　力の増強，生活意欲旺盛

　学校歯科保健が学校という場（環境）を拠点と

している事では幼稚園から高等学校まで同じです

が，当然ながら主体である子供に大きな違いがあ

ります。発達段階に即した歯科保健指導は中学生

としての年代的特徴をもった固体の発達に織り込

まれていなければならないと思われます。言い換

えれば，歯科保健指導等の成果は中学生の全身的

身体発育，口腔の発育，精神発育並びに社会的発

育に寄与しなければならないということです。そ

こに学校歯科保健の最終的なテーゼが横たわって

いると考えたいし，学校歯科保健の重要性が如何



に大きいものであるか認識していただけるのでは

ないかと思います。

　広島県歯科医師会長松島悌二先生が以前から，

「歯価革命を起こさねばならない，歯の価値をも

っと見直すべきである」とまことに深遠な意味の

ある表現をされていることが思い浮かびます。

3，学校歯科保健の推進

　歯科保健指導の成果が中学生の発達に織り込ま

れるにはどうすればよいか。それには，まず歯科

保健上好ましい行動変容を起こさせることにあり

ます。その努力はなされていますが，現実にはま

だまだ不充分と思われます。具体的に方策を見い

だすことは容易ではありませんが，問題解決の鍵

は，“中学生を知る”，NN中学生を理解する”ことに

あると思います。

　中学校の学校歯科保健の推進にあたって，そこ

に中学校があり，中学生がいて，学校教師がある

ということは比較的把握しているわけですが，主

体となる中学生について充分な認識と理解がなさ

れていないのではないか。一人の人間に歯科保健

日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／79

上好ましい行動変容を起こさせるためには，その

人を知っておくことが前提です。

学校歯科保健の推進

　　　　中学生を認識，理解する

　　　　　　　　　↓

歯科保健上好ましい行動変容を起こさせる

　　　　　　　　　↓

　　中学生の全人的発達に寄与する

　中学生を理解し，歯科保健上好ましい行動変容

の成果を得，ひいては中学生としての年代的，全

人的発達に寄与するには，これまで以上に学校関

係者，保護者，歯科保健担当者の三者一体となっ

た働きが必要であり，それを期待したいと思いま

す。

　最後に，今回の協議会を通して，明日への学校

歯科保健の向上につながることを期待する次第で

す。
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中学校における歯科保健指導の実践
　　　　　　　　　　t

助言者日本体育大学教授吉田　螢一郎

　「最近，中学校でも歯の保健指導をよくやって

下さるようになったので，小学校からの習慣も身

について，歯肉炎はもちろん，歯をむし歯から守

っているようです。」こんな声を保護者の間から聞

かれるようになった。しかし，それでも中学生の

歯肉炎は80％～90％の生徒に症状が見られるので

ある。また，永久歯の1人当たりのむし歯経験歯

数は，学年が進むにつれて多くなり3年では8本

台を記録している。

　したがって，中学校においても生涯を通じる健

康の基礎を培う観点から，特別活動の学級活動や

学校行事を中心とした歯科保健指導の充実を図る

ことが必要である。

1．学級活動での歯科保健指導を行うことができ

　るようにする。

　学級活動は，「学校や生徒の実態に応じて弾力的

に指導ができるようにする観点から，学級会活動

と学級指導を統合して新たに設けられた特別活動

の一内容である。」（中学校指導者特別活動編）

　歯科保健指導は，学級活動の「（2）個人及び社

会の一員としての在り方，学業生活の充実及び健

康や安全に関すること。」の「ウ　健康で安全な生

活態度や習慣の形成，～」の一環として行われる

ことになるが，筆者らは別表のように各学年3主

題の内容を提示している。学校や生徒の実態に応

じて適宜選択して計画的に行うようにする。

　（1）主題ごとの具体的な指導計画を作成すると

　　ともに，指導に必要な資料・視聴覚教材など

　　を準備する。このような作業は学校歯科医の

　　協力を得て保健部の教員（養護教諭・保健主

　　事）が行うようにする。

　（2）初めて学級担任による授業を行うような場

　　合には，養護教諭や学校歯科医も参加して3

　者共同で行うことについても考慮する。この

　ような形態の授業は生徒にとっては変化もあ

　り効果が上がるといわれている。

（3）知識の詰め込みにならないよう，生徒たち

　が自分のこととして共感し，問題解決の方法

　を自分たちで考え，実践しようとする意欲を

　引き出すような学習活動を工夫する。

2．歯の健康に関する意識を高める行事のもち方

　を工夫する。

　健康安全・体育的行事の保健に関する行事とし

て，「歯の健康づくり意見発表会」「むし歯予防シ

ンポジウム」などを計画し，保護者の代表を加え

たり，学校歯科医の参加を求めるなどプログラム

を工夫して行うことは，学級活動での歯科保健指

導の動機づけにもなり有効な活動であるとされて

いる。

3．洗ロの時間を設定し日常指導の充実を図る一

　生活化一。

　学校給食の後や昼食後に「洗口の時間」を設け

てはどうか。一斉指導というよりは，その時間帯

に洗口場で個別にブラッシングができるような条

件づくりをする。

4．教師がお手本になるようにする。

　「先生が毎日食後に歯みがきをしているのだか

ら自分たちも……」このような事例は少なくない。

中学生の心理的発達特性からみて教師と生徒の信

頼関係ができ上がっているといないでは，指導の

効果に大きな違いが見られるものである。埼玉県

蓮田市黒浜中学校では，教師が全校朝会で生徒を

前にして歯垢の染め出しを行ったという。生徒た

ちは，こうした教師の姿を目の当たりにして「自



分たちも」ということになり学級ごとの歯科保健

活動が始められたのだという。黒浜中学校の教師

は毎日昼食後の歯みがきをするのがすっかり伝統

になったという。

5．学校歯科医を講師とした校内研修の機会をも

　つo

　健康診断の後や歯科保健指導の授業を行う月な

どに歯科保健に関する校内研修の機会をもつよう

にしたいものである。それは，教師自身の歯の健

康のためでもあるので，はじめは懇談会形式でも

よいと思うし，年間2～3回ぐらいは機会を作り

　　　日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／81

たいものである。

6．歯科保健に関する全体計画を立てるようにす

　る。

　通常の場合，学校保健安全計画の中に盛り込ま

れるものと考えられるが，歯科保健教育と歯科保

健管理，歯科保健に関する組織活動を，年間の基

本計画として「全体計画」にまとめておくと，学

校歯科保健活動の充実に大きな力を発揮していく

ものと考えられる。次の事例は，和歌山県本宮町

請川中学校の全体計画（昭和63年度）である。

昭和62・63年度　歯科保健活動の全体計画　和歌山県請川中学校

項　　　目 内　　　　　　　　　容 位置づけ1 時　期
・歯の構造や機能をしる・歯の健康状態を知り治療する・歯垢清掃、歯肉鍛練として歯ブラシが使える

1　学　期

歯の健康に関する
意識を　高め　る

・

歯周疾患について理解する・間食のとりかたを工夫できる・歯のためにも食生活を改善する

学級指導全
体での指導 2　学　期

・
家族ぐるみで健康な歯づくりをする・歯の健康について反省する

健　　康　　診　　断 ・むし歯の発見・口腔内の病気の発見・個別指導者の抽出 学校行事 5、6月・12月

歯垢染出し検査 ・歯の汚れやすいところ・歯みがき状況の確認 学校行事 6月・12月

歯ブラ　シ点検
・
使えなくなった歯ブラシ・歯ブラシの扱い方

日　常　指　導

歯ブラシ保管庫の管理 ・ 歯ブラシボックスの清掃 学級会活釧 毎　　　月

給食後の歯みがき ・ 手洗い一残さず食べる一きれいにみがくを習慣づける 日　常　指　導

施設設備の管理 ・ 水道の使い方・石鹸の使い方 日　常　指　導

広　報　・　啓　蒙
・ 保健だより・校報・ポスター・町広報・PTA広報・
会報「歯づくり」 広報活動 年　　　間

歯の衛生週間行事
・全校集会（歯科保健指導・歯ブラシ点検・ブラッシン
グ指導・歯垢染出し検査）・標語コンテスト

学校行事
生徒活動

6　　　月

職　　員　　研　　修 ・ 歯のみがき方他 現職教育 随　　　時

家庭　と　の連携
・ 広報・地区懇談会・保護者研修会・料理講習会・カレ
ンダー・家族会議・治療勧告書 随　　　時

個　別　の　指　導 ・ 個々の問題の解決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 健康相談 随　　　時
（注）昭和63年度「児童生徒等むし歯予防啓発推進事業事例集（目本学校保健会）より。
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（別表）中学校歯の保健指導

学年別主題・ねらい・内容一覧
1学年
主　題　名 ね　　　　　　ら　　　　　い 主　　な　　内　　容

歯垢の正体をさ ・ 歯垢の性質と、むし歯や歯肉炎との関連をわ ・ 歯垢中の細菌
ぐろう からせる。 ・ 歯垢の病原性

・ 歯垢の病原性を知り、進んで歯の病気を予防

する態度・習慣を身につけさせる。
1

むし歯は早く治 ・むし歯のでき方、進み方を理解し、早期発見、 ・むし歯の原因と進行

1療しよう 早期治療の大切さをわかるようにさせる。 ・ むし歯が原因の全身の病気
1

・ クラスの治療状況

年 歯肉の健康を守 ・ 健康な歯肉と病的な歯肉を知り、自分の歯肉 ・ 歯周疾患の原因と進行
ろう の健康状態を把握できるようにさせる。 ・ 歯肉炎の症状

・歯肉炎は、正しい歯みがきで治ることを知り、 ・ 歯みがきのポイント

r防的な生活を心がけることができるように
させる。

自分の歯並びの ・ ほぼ大人の歯になった自分の歯並びの特徴を ・ 自分の歯並びの特徴

特徴を知ろう 知り、関心がもてるようにさせる。 ・ 不正咬合の影響
・ 不II三咬合の原因や影響を理解し、自分に合っ ・ 不正咬合の原因と対策

た歯みがき方法を身につけ実践できるように ・ 自分に合った歯みがき

2
させる。

歯みがきのポイ ・ 効果的な歯口清掃と用具を知り、自分なりに ・歯ブラシ、デンタルフロス

ントを身につけ 使いこなせるようにさせる。 の使い方
よう ・ 自分自身の健康管理をすることは、よりスマ ・ 歯垢染め出しの方法

年
一 トな生き方に通じることを話し合わせる。 ・活動的な生活と自己管理

規則正しい食生 ・ むし歯は、間食のとり方と深い関係があるこ ・ 食生活とむし歯の関係

活を心がけよう とを理解し、間食のとり方を自分で工夫でき ・ 間食の弊害

るようにさせる。 ・ 夜食のとり方

1 ・ 間食（夜食）のとり方を考え、改善できるよ　
　
1
1

うにさせる。
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
1
人間の一生と歯 ・ 健康な歯をつくるためには、胎生期からの栄 ・ 歯と顎の発育と成長

の成長 養や、乳幼児からの良い習慣形成が大切なこ ・ 歯の形成と栄養
i　l とをわからせる。 ・ 歯の寿命（厚生省資料）と
ト

！
・ 今、生えそろっている永久歯は一生使う大切 人の寿命

ト

3

な歯であることを認識し、歯科保健的生活を ・人生80年を健康に生きるた
13 1 1

実践できるようにさせる。 めの歯の役割

l　　l
咀囑と健康 i　・よくかむ習慣の大切さや、利点をわからせる。

・かむことの大切さ、利点「　lI　　I

　　」1年1

…

・ 現在の食生活を反省し、よい咀囎習慣を取り

入れるための食生活（時間、内容等）を考え、

・かまないことの弊害

・ 良い食生活

； 1 実践する意欲が持てるようにさせる。
1

　　　　　　　1きれいな歯でス ・ 病気予防の問題だけでなく、人問関係をつく ・ 感じのよい口もと

1マートに生きよ る要素、マナーとして、歯と口の健康と清潔 ・ 友だちづくりと清潔

1
う　　　　　　　1　　　　　　　｛ の大切さをわかるようにさせる。 ・マナー

lI レロと歯の役割

吉田・西連寺編「歯の保健指導の授業と展開」P．196ぎょうせい　平成1．8より引用
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健康教育は歯から始まる

助言者東京都教育庁体育部保健給食課歯科保健担当主査石井　直美

◎　小児成人病予防と歯の健康つくり

　近年，「小児成人病」が，医学的，社会的，そし

て教育の分野においてもクローズアップされてい

ます。従来は大人の病気と思われていた，高血圧，

動脈硬化，糖尿病，消化性潰瘍などの症状が，子

供にも現れてきたということで，マスコミはセン

セーショナルに取り上げ，行政においても早急な

対応を迫られています。そして，学校現場では，

学校医，養護教諭などの保健関係者の問で，肥満

やその症状のみられる子供の取り扱いや，予防教

育をどのように進めていったらよいのかが，関心

の的になりつつあるようです。しかし，その実体

については，まだ十分なデータも得られておらず，

教育面でも，管理面でも対応の困難な問題になっ

ています。

　小児成人病は，東京女子医科大学の村田光範教

授により，以下の様に定義されています。（1987）

1．小児期すでにみられている症状が成人にな

　っても引き続く疾患（てんかん，先天性心疾

患，各種の先天性代謝異常，内分泌疾患など）

2．成人になって，特に40歳以降に症状が現れ

るが，その起源は小児期にあると考えられる

疾患でしかも成人の死因として主要な位置を

占めるもの（動脈硬化症に代表される）

3．代表的な成人疾患と考えられるものの発症

が若年化したもの（消化性潰瘍，成人型糖尿

病，本態性高血圧など）

　そして，その原因は，子供の運動不足，食生活

の乱れ，夜型の生活リズム，学歴社会のストレス

などで，平和で豊かな現在の日本における都市型

文化生活の一方で生じた歪みから起こるといわれ

ています。したがって，その予防には医学的な対

応ばかりでなく，小児期から見通した健康教育と

いうことを含めた，学校教育と社会全体の対応が

必要になってくるわけで，このことは，特にこれ

からの学校保健の大きな課題となってくるでしょ

う。

　ここで，むし歯，歯周疾患，不正咬合に代表さ

れる口腔疾患の特徴を思い起こしてみましょう。

　口腔疾患の局所的原因はプラーク　（歯垢）であ

り，その予防には適切な歯みがき技術の習得と，

日常生活での習慣化が不可欠であることはよく知

られています。しかし，一方，全身的要因として

は，その人の小児期からのライフスタイルが大き

く影響しており，このことは実は局所的要因以上

に重要な問題なのです。具体的にいうと

　1．食生活とのかかわり

　食事内容，規則性，味付け，間食のとり方，甘

味食品のとり方，軟食化による咀囑習慣の消失な

ど

　2．心の安定とのかかわり

　子供の不安や緊張の状態，家族や友人との関係

など

　3．その他

　地域社会の習慣や伝統，核家族化

　このように，学齢期の子供の疾患で最も多い口

腔疾患は，小児成人病と共通した原因，背景で出

現し一度罹って放置すると慢性化し，成人になっ

てからもひき続き進行していきます。その予防に

は，小児期からの食生活を含めた基本的生活習慣

を見直して，整えていくことが必要になります。

そして，より重要なことは，子供が自らの生活態

度を選びとっていくような姿勢，即ち自己選択能

力を育てていけるような教育環境を整えていくこ

とです。このことは，とりもなおさず小児成人病

予防に必要な事柄と一致します。言いかえると，
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口を健康にするような生活の実践が，生涯にわた

る全身の健康づくりにも貢献するのです。

　学齢期は発育成長が著しく，口の中も乳歯列か

ら永久歯列へと大きく変化し，また，歯肉の状態

も口腔清掃や全身状態により日々変化しています。

しかも，口の中は直接自分の目で観察できるので，

自分の成長や健康をとらえるのに絶好の部分であ

り，まさに歯と歯肉は「目にみえる体の教材」と

いえるのではないでしょうか。

　今後ますます健康教育の重要性がさけばれ，具

体的手段が求められる社会情勢の中にあって，

「歯」をトータルな健康の入口として，もっと活

用していきたいものです。

◎　中学校における歯の保健指導・・…・ポイントは

　歯肉の健康つくり

　最近の疫学調査によると，中学生の80～90％に

歯肉炎がみられるという報告があります。

　歯肉炎とは，歯の周囲の歯肉に発赤，腫脹など

の炎症症状がある状態で，放置すると長い経過で

進行し，成人してからの歯周炎（いわゆる歯槽膿

漏）に移行し，終いには歯を失ってしまうことも

あります。

　歯肉炎はその初期の状態で，通常は痛みもなく

自覚しにくいのですが，一方，歯みがき時の出血

を訴える生徒は少なくないようです。歯科検診時

に歯石がついている生徒も時々発見されますが，

自覚に乏しいことが問題です。

　歯肉炎の直接的原因は先に述べたプラークです。

したがって，炎症があっても，適切なブラッシン

グを励行していれば，ほとんどの場合炎症は消退

し，健康な歯肉が取り戻せます。この点が，一度

罹るともとどおりに回復することのないむし歯と

の大きな違いなのです。つまり，歯肉炎の改善を

もって，自分なりの適切な歯みがきができるよう

になったかどうかの評価ができるのです。

　中学生になれば知的理解力が増し，同時に自分

の体への関心も旺盛になるので，短時間でも適切

な指導（たとえば写真やビデオ教材などを工夫し

て）により，自分自身の歯肉の健康状態を把握す

ることは充分可能です。この時期から，自分の歯

肉に関心を持ち，観る目を養い，適切な歯みがき

方法を身につけ，励行していれば，成人してから

の歯周疾患が激減することは確実であり，生涯に

わたり健康な歯と口腔機能の維持が約束されるの

です。

　また，自分の努力で歯肉炎を改善し，健康を取

戻せたという体験は，自分を大切にし，ひいては

他の人も思いやるという，人間の基本的な生き方

にも通じる貴重なものになるでしょう。

　生徒保健委員会の研究テーマとして，保健室で

の個別指導，保健学習や学級活動の内容の一部と

してなど，歯肉の健康を取り上げる領域は中学校

の教育課程の中で幅広く存在します。

　もちろん，学校でやるからには，正確な検診に

よる実態把握や指導計画の作成なども必要ですが，

しかしまあ，初めはあまり堅いことは考えず，で

きそうな所から，できそうな範囲で取り入れてみ

てはいかがでしょうか。

健康教育の素材として，歯と歯肉にまさるもの

はないということが，実践を通しておわかりいた

だけると確信しています。
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■中学校部会発表■

　　　　　　　　　　　思春期の歯周保健指導をめぐって

　　　　　一健全な精神と身体の成長をめざして，自ら実践する生徒の育成一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島市立翠町中学校学校長前田　典生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　養護教諭岡　かつ代

1．はじめに

　（1）本校の概要

　本校は広島市南部の瀬戸内海沿岸に近い場所に

位置し，瀬戸内特有の温暖な気候に恵まれている。

昭和41年に第三高等小学校，昭和22年に翠町中学

校として発足。時の変遷と共に様々な問題を抱え

ながらも，教育目標一人間尊重の精神に徹し，情

操豊かで自主創造性に富み，平和を愛する健康で

たくましい人間の育成一に向けて，たゆまぬ努力

を積み重ねている。生徒数1，078名と大きな規模の

学校であるが，PTAの活動も活発で協力的であ

り，地域との連携を図りながら，平和都市ヒロシ

マに．S、さわしい人間の育成をめざしている。

校訓　「強く正しく明るく」生き抜く人となれ

　（2）学校保健

　学校運営機構の一部組織として学校保健委員会

を年3回開催。

2．主題設定の理由

　昭和58年度に，本校学校歯科医より以下の指摘

を受けた一「めまぐるしい生活環境の変化・食生

活の変化にともなって，従来成人病として扱われ

ていた歯槽膿漏（歯周疾患）が近年は前駆症状の

歯肉炎として中学生の頃より始まっている。口腔

衛生の普及以来“国民病”とも言われているう蝕

もさることながら，歯周疾患の問題も無視できな

い」そこで，さっそく学校歯科医を中心に実態調

査を行なったところ，予想をはるかに上回る96．9

％の高い罹患者率で歯肉炎が見られた。

3．取り組みの経過

　昭和58年（1983年）の実態調査により，①ほぼ

全生徒に，程度の差こそあれ歯肉炎が見られた。

②歯への知識・・理解はあっても，歯の周囲の組織，

歯との関連性への認識は教職員を含め保護者や生

徒に殆ど問題視されていなかった。

〈取り組み内容の説明〉

・ 保護者への講和

・ 夏期歯周健診

・ 歯周保健教室

・ 歯学生による歯周保健指導

・ 秋期歯科検診

・ 学年末歯周健診＆指導

4．歯肉炎の実態調査

　実態調査の結果，歯肉炎を指摘された生徒は全

体で96．9％と，程度の差はあれ殆どの生徒が罹患

していた。学年が進むごとに罹患者率は上昇し，

三年生に至っては98．5％とほぼ全員に近い状態で

あった。炎症の部位で見ると臼歯部より前歯部に

多発。男女別では女子が男子よりもやや良好とい

った程度で殆ど差は見られなかった。また，全体

の96．7％の生徒に歯垢の付着が見られ，歯石の沈

着は46．0％の生徒に見られた。

　歯石は学年が進むにつれて増加しており，軽度

の歯石沈着は一年生では32．1％であるが，三年生

になると49．0％にまで増える。歯ブラシの使用状

況についての調査結果と歯垢・歯石との関連性を

考察してみると，99．8％の生徒が歯を磨いている

が，プラーク・コントロールは十分に行なわれて

いないことがわかった。

5．歯周保健指導の実践

　事前に，生徒指導を行なう歯学生は，担当クラ

スに関する健診結果やクラス担任との面会により，

クラスごとの指導案を作成する。
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　その後染色液で実際に歯垢を染色し，手鏡を用

いて生徒自身に歯の汚れを確認させ，ブラッシン

グを行なわせる。

　歯ブラシの正しい持ち方，動かし方，個々人に

あった歯垢除去法など，ほぼ一対一の形で指導す

る。

　指導した内容がどのくらい理解され，日々実践

されているかを評価するために，1回目から2週

間の間隔を置いて2回目の授業を展開する。

　もう一度ORI判定による個人評価を行なうこ

とで誉めたり励ましたりして，歯に対する興味を

持続させる。

　正しくきちんと実行すれば良くなるということ

を自分の体を通して学ばせる。

〈指導後の反応〉

　指導に携わった歯学生の感想・反省

　今回2度の歯周保健指導を通じて，中学生に対

して正しい歯磨き方法及び歯や口腔に対する知識

を指導するために，豊富な内容の中から特に伝え

たいもののみを選んだつもりであったが，時間が

不足して，講和の指導では生徒がすべて理解し得

たかは疑問である。

　実技指導においては，生徒一人一人の反応が細

かくわかり，その生徒に適した指導を行なうこと

が可能となるため，講和よりは効果があったよう

に思われる。しかし，講和，実技指導のいずれを

とっても，中学生の実態を把握し，また信頼を得

ることが，良い指導の基礎となることがわかった。

　今回の指導で，特に歯磨きに対する認識の向上

は見られたように思われるが，習慣となって定着

するかどうかは少々疑問が残る。

　我々にとっても楽しく，また勉強になるもので

もあったし，今回の指導で歯，口腔及び歯磨きに

対して生徒が親近感を持ってくれれば幸いである

と思う。

6，結果および評価

　1）評価方法

　（a＞全生徒の歯周健診（毎年7月に実施）

　ORI判定基準（写真参照）に基づいて，広島

大学歯学部予防歯科学教室の歯科医（6名）が口

腔内状態を評価し，一年生の時に行なった歯周保

健指導が二年生・三年生になるにつれてどのよう

に推移していくか追跡調査した。

　（b）アンケート調査（1989年度のみ実施）

　歯周健診1週間前および翌年3月の2回にわた

って，同一内容のアンケート調査を実施し，歯に

対する認識レベルを評価した。

表　ORIによる生徒のロ腔内状態の学年別・年

　　次別変化

’89年度の学年 3年生 2年生 1年生

’89

人　数
（3年次）

432名
（2年次）

352名
（1年次）

348名

ORIの平均値 0．25 0．17 0．12

’88

人　数
（2年次）

439名
（1年次）

341名

ORIの平均値 0．22 一
〇．01

’87

人　数
（1年次）

457名

ORIの平均値 一
〇．10

　表に示すように，89年度の三年生でみると，一

年次のORIの平均値は一〇．10で，指導後の二年

次に0．22と好転し，三年次では0．25であった。こ

のように，歯周保健指導の取り組みがなされるよ

うになってからは，毎年，二年次になると口腔内

状態が良好になるという傾向が見られるようにな

った。

　二年生から三年生にかけては変化が少ないが，

集団レベルでは良好な状態が維持できている。そ

の要因としては，健診後，ORIが一2や一1と

判定された生徒を対象に歯周保健教室を夏期休暇

中に開き，再指導に取り組んでいることが考えら

れる。

7．考察と今後の課題



　昭和58年（1983年），学校歯科医による思春期の

歯周疾患に関する問題提起を受けて，広島大学歯

学部予防歯科学教室の協力を得つつ，試行錯誤し

ながらこの問題に取り組んできた。その結果，表

2で示したように取り組む前とその後では学年次

が進むにつれ生徒の口腔内状態（歯周状況）は良

好になっていくという結果が得られた。このこと

は，まだ取り組みをはじめて間もない頃の昭和60

年（1985年）のORI結果と比較してもうかがえ

た。表には示さなかったが，当時の健診結果を見

ると，一年生全体にORIの平均値は0．01，二年

生0．02，三年生0．00とかなり低い値であり，学年

差も認められなかったが，歯周保健指導に取り組

むようになってからは，生徒の口腔内状態は全般

的に良好な方向に向かっている。

8．　まとめ

　思春期は，若者が新しい行動を試すことによっ

て，自己の能力を伸ばしていく大切な時期である。

この大切な時期を，現在の中学生はかつてなかっ

たようなスピードでめまぐるしく変化する社会の

中で迎えている。彼らの健康は，未来の社会を支

える上で，また彼ら自身の将来を決定するという

意味で重要である。

　しかし，中学生になると授業や課外活動も多く

なり，生活範囲も拡大するため，特に異常がない

限り，健康面への意識が薄くなりがちである。ま

た，口の中をみると，乳歯から永久歯への交換と

いうダイナミックな変化を経験した小学校時代に

比べ，永久歯列がほぼ完成し安定した状態になっ

ている。ところが，この時期の生徒の口の中を注

意して観察すると，歯周疾患につながる種々の目

にみえる変化が，すでに現れていることが多い。

また，幼児の頃から学んできたはずの歯磨きが充

分なされていないため，歯垢がべっとりとついた
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ままの生徒も少なくない。

　健康教育の目的は，自らの身体を見つめ，健康

を守る態度を育成することである。自己の身体の

中で，口腔は直接観察できる数少ない器官のひと

つである。その中で，歯肉の健康状態は，日々の

歯口清掃の仕方によって大きく左右されていると

いわれている。また程度の差はあれ，ほとんど全

ての中学生が歯肉炎に罹患していることを考え合

わせると，健康教育の身近な教材として，生徒自

身の歯肉を例にとって指導することは，非常に的

を得たことであると考えられる。中学生ともなれ

ば，歯肉の健康状態を把握することは充分可能で

ある。自らの努力で歯肉炎を改善し，健康な状態

が取り戻せたという体験をすることによって，初

めて，セルフケアの意味を理解し，健康への関心

も湧いてくるのではないだろうか。歯磨きは日々

実践する中でマンネリ化し，ついつい問題意識も

薄れていきやすい。慢性疾患の歯周病が一朝一夕

で発生しないように，予防もまたたやすく達成で

きないことを自覚させ，根気強く取り組んでいく

ことが大切であると考える。

　今回，保護者への啓発活動の一つとして取り組

んだ歯周炎についての講演会（PTA保健部主催）

は，学校保健委員会の学年末の総括の場において

非常に好評だったので，次年度にむけても取り組

みたいという積極的な評価をえることができた。

生徒のみならず，こうした保護者の理解を得るこ

との努力も怠ってはならない。健康を自ら守ろう

とする生徒とそれを積極的にサポートする保護者

（家庭），そして学校の三者が一体となって初め

て，私たちが理想とする「身体の一部から心身全

体を考える幅広い健康への意識」の高まりに近づ

くことができると考えるからである。今後とも，

こうした取り組みを工夫し，継続していくための

努力を積み重ねていく所存である。
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仙台市宮城地区における児童生徒の

う歯予防実践の包括化について

宮城県学校歯科医会理事仙台市宮城歯科診療所長田村　一彦

はじめに

　仙台市宮城地区は，昭和62年11月に市町合併に

より宮城町から仙台市になったばかりで，現在人

口3万6千人，年間3～4千人の割で人口が急増

してきている兼業農家と新興住宅の地域です。

　以来，表1，表2の様に十数年，予防活動を行

って来ましたが，今回は児童生徒，特に中学校に

関する内容を報告します。
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図1　う歯予防協力図

C：検診，歯磨指導，授業，懇談会（研修会）

D：家庭への啓発，治療勧告

E：治療，予防教育
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　　　　表1　歯科予防の実際

講演会・講習会

（例　婦人栄養学級・健康祭）

検診体制の確立

妊婦→6カ月→1歳半→2歳半→3歳半→4
歳半→就学児検診→学校→（職場）

日常生活

（保健婦の家庭訪問等）

小中校における予防システム

　図2の様なシステムで行われ，特に歯科診療所

と学校とは町教育委員会を通して特に密接に連携

を取りながら進められました。

A：う歯予防事業（年間計画）の依頼

B：う歯予防事業実施の依頼

←
砺c勉斡B

田1育
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小中校におけるう歯予防事業の内容

　1．春の学校検診について

　（1）歯垢染め出し

　（2）プラーク・スコア採点

　　（日常の歯みがきの状態が分かる）

　（3）歯みがき指導（歯垢が取れるまで）

　（4）検診（う蝕，歯並び，その他）

　単に，むし歯の検診のみでなく，日常の歯みが

きの状態を捉え，歯みがきの不備を指導し，清潔

な口腔内で微小なむし歯も見逃さないよう検診し

ている。

　2．学校授業（う歯予防実践授業）

　児童生徒にむし歯を通して，健康とは何か，正

しい食生活とは何かを知らしめ，「自分の健康は自

分で守る」気概を持つたくましい児童生徒をはぐ

くむ事を目的とし，年一回，全学級行っている。

　（1）小学校の授業形態

　Aタイプ，A＋Bタイプ，　C（その他）等，様々

な取り組みが行われました。

　　A　担任による授業（20分or40分）

　　　　導入→展開→まとめ



　B　歯科衛生士による歯みがき指導（20分

　　or40分）

　C　その他（縦割授業，歯の演劇，教職員と

　　の情報交換会，研修会等）

（2）中学校の授業形態
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　中学校はすぐ担任の授業とはいかないので，ま

ず講義の形はa～dからの選択とし，それに歯み

がき実践を加えることから始まった。

　a映画，b養護教諭の講和，　c生徒の発表，　d

歯科校医の講和　＋歯みがき実践

う歯予防事業の結果

（1）　3歳6ヶ月児歯科健診結果（年間350人）
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（4）各校別の結果（…人平均う歯数の推移）
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考　察

　取り組みに多少のばらつきが有ったにも係わら

ず，曲がりなりにも広い地域でむし歯が減少した

ことは，次のような原因が考えられる。

　1　教育委員会，学校，家庭，歯科診療所がう

　　まく連携がとれたこと。

　2　発達段階に応じて無理ないテーマを掲げた

　　ことにより，乳幼児から小中と，積み重ねが

　　包括的に効を奏したこと。

　3　指定校に見られる構造化のような複雑且つ

　　濃厚な取り組みではなく，消化不良にならな

　　い程度に単純化したこと。

　ただ，ここ数年減少率が鈍くなってきているの

は次のような原因が考えられる。

　1　新設校ができても，尚且っプレハブが立つ

　　人口急増地帯で，木目細かさが失われて来る。

　2　システムのまんねり化やシステムの限界が

　　ある。

　いずれにしろ，市町合併や人口急増と環境の変

化に対応できる新たな取り組みが必要なのかもし

れません。

　一方，各校のデータの分析からは次の様な事柄

が見られた。

　1　むし歯予防校の指定期間終了2～3年まで，

　　むし歯の減少が図られたが，その後，一息入

　　れる為か，後戻り（反動）が見られた。

　2　小学校のむし歯の増減の波が，2～3年後

　　に，中学校に現れた。

　3　小学校の取り組みを中学校でフォローする

　　と，一人平均う歯数の変化で，小学校の2．5

　　倍，減少効果が促進された。

小学校3．5本　一10年後→2．2本（1．3本減）

中学校9．2本　一10年後→6．0本（3．2本減）

4　校内が乱れると，むし歯も増える。（校内暴

力等）

　こうしてみると，発達段階に応じて，小中校一

環して取り組む事が，効果を生みやすく省力化に

もつながる様に考えられる。また，取り組みの効

果は2～3年後に出はじめるので，少しずつでも

息切れしないよう続けることが肝要で，生徒自身

はもちろん，学校自体の生活化（習慣化，定着化）
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の意義は大変大きい様に思われた。

中学校における歯科校医のかかわりについて

　重要な点が3つあると思います。

　1．歯科校医自ら率先して範を示す。

　一般の中学校においては，直ぐに担任によるむ

し歯の授業と言う訳には，なかなか行かないので，

先ずは歯科校医が率先して範を示すことが，一番

大切に思います。即ち，6月4日の歯のお話や映

画の上映あたりから始めて，保健主事や養護教諭

らとコンタクトを取りつつ，すこしずつ生徒の参

加や担任の参加を期待していく。そして，出来れ

ば，春の検診には，最低，歯みがきの指導と実践

をおこない，むし歯の見逃しを無くし，生徒に綺

麗な口の中の爽やかさを知らしめるのが，効果的

と思います。歯みがき指導はワンポイントレッス

ンあたりから，徐々に「染め出し」へと進みたい

ものです。

　2．生徒の自主性を培う。

　中学生は，小学生と違い，大人にちかづいてく

る訳で，受身の授業だけではなく自主性を培う意

味で，保健委員会等を活用し，クラスのむし歯や

健康の実態を調査させるとか，クラブ活動や生徒

会活動を通して取り組むのが大切に思います。生

徒自身，生徒同士による学級指導がなされたら理

想ではないでしょうか。

　3．小中校の連携をとる。

　宮城地区のデータが示すごとく，小中校一貫し

て取り組むと，その促進効果が顕著なので，ぜひ

連携を取りたいものです。宮城地区の場合は歯科

校医が同じで，更に教育委員会が音頭をとったの

で，一貫性が取れたのですが，本来は，学校同士

が密に連絡を取りつつ進めるのが一番望ましいと

思います。例えば，保健主事，研究主任，養護教

諭の先生方が連絡を取りあい，発達段階に即し一

貫性をもたせつつ，学校保健安全計画（歯科保健

年間計画）等を立案し，それに歯科校医がアドバ

イスしていくとか，両校共に歯の行事を計画する

とかが良いと思います。

まとめ
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　仙台市宮城地区は，10数年前は，歯痛やむし歯

で顔が腫れた為に，早退したり欠席したりする生

徒があいつぎましたが，これらの取り組みで，そ

んな生徒は，今はなかなか見られなくなりました。

教育の力の大きさに改めて驚嘆する次第です。し

かし，人口の急増，市町合併という行政区の変更

と，今後，難しい課題が山積してますが，妊婦（胎

児），乳幼児，小中校と発達段階におうじて一貫し

た取り組み（縦の包括化），そして地域としての広

がりをもった取り組み（横の包括化），歯を通して

現代人の健康を考える取り組み（質の包括化）と

今後も目指して行きたいと考えております。この

様な包括化のシステムは宮城地区から始まり，現

在宮城県の南郷町，そして大郷町と新たな発展が

進みっつあります。

　私の願いは，学校歯科を取り組むことにより，

歯を通して正しい食生活，規則正しい生活を身に

つけ健康で心豊かで不屈のたくましい人生をあゆ

み，楽しい長寿をまっとうできる人が増えること

です。また，学校歯科の教育を受けた生徒が，良

い父母になり，我が子を，健康で心豊かで，たく

ましく，むし歯のない，爽やかな子供に育てるの

を見ることです。

中学校部会公開授業にて
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中学校における歯科保健指導の実践

一
家庭・地域との連携の在り方，学校保健委員会について一

埼玉県秩父君階野町町立皆野中学校養護教諭大野　晃子

はじめに

　本校は埼玉県の北部に位置し，校地のすぐ北側

を荒川が流れている。古代は大背戸遺跡と称し，

大きな住居あとが発掘されている。

　皆野町とは，秩父音頭発祥の地であり，金沢村，

日野沢村，三沢村，国神村，皆野町の一町4ヶ村

の町村合併により中学校は統合となり，現在は町

内唯一の中学校となった。小学校は合併前のまま

一町4ヶ村当時の場所に建ち，中学校を現在の地

に移転し，中規模校の小学校，又，複式学級のあ

る小規模校と，5校とも様々な規模の学校から入

学してくるため，毎年，一学期間は学級づくり，

仲間づくりに担任もたいへんである。

　校地も広く，荒川の川原も校庭から地続きの場

所のため，運動部の足腰を鍛える場として利用さ

れている。

　秩父郡市内の中学校としてプールの存在しない

珍しい学校である。

　学校の敷地一帯が大背戸遺跡だった為に，数多

くの矢じり，土器などが出土し，発掘当時の写真

や，土器等も校内に展示されている。

平成2年度　学校保健・安全年間計画 皆野町立皆野中学校

月 保健目標 学校保健行事 保健管理ヒ指導 環境管理 安令管理ヒ指導

・ 健康度の判定 1．身体測定 1．健康診断の‘翻i亘指導ヒ 1．清掃区域の分担ヒ清掃 1．通学路の選定
・ 学習環境の整備 2．内科検診 実態把握 用具の点検 （危険箇所ク）点椥

3．ッ反・BCG 2．健康診断、身体測定ノ） 2．机・椅fの適性配置 2．交通安全指導　（毎月10

1．1｛卜、心臓検診 結果の活川 3．教室内の環境整備 【D
4

5．ぎょう虫卵検査 3．入学時の適応指与 1．座席の決定 3．校内安全点検（毎月7
6．歯科検診 5．飲料水の検査 lD
7．職員血圧検査 4．薬品点検

8．生徒保健委員会発足

・ 安全な生活 1．レントゲン撮影 1．疾病異常者治療勧告 1．環境衛生検査 1．運動場の整備
・ 環境整備 2，尿検査 2．近視の1「1材旨導 （飲料水、水飲み場、便 2．スポーツと安全

3．歯科検，1参 3．性教育（心ヒ体の変化） 所、焼却炉） 3，1年バス旅行の安令指
5

1．1年、聴力検査 導

5．健康診断の事後処理 4．薬品点検

6．学校保健委員会結成 5．自転車点検

・歯の健康 1．職員胃検診 1．う歯の1量1期治療 1．校舎内外の清掃消毒 1．室内遊びの指導
・ 梅雨期の衛生 2．う歯講話 2．11三しい歯みがき指導 2．ゴミの処理 2．薬品点検

6 3．健康相談 3．梅雨期の衛牛指導 3．ド水・便所の消毒
1．避黛制11練 4．給食当番の清潔 1．飲料水の検査

5．f洗いの指導

・夏の健康 i．夏の衛生指導 1．夏の健康 1．大掃除・ワ！クスぬり 1．課外活動時の安奄
7
・疾病の治療 2．学校保健委員会 2．疾病異常者の治療ヒ治 2．危険箇所の修理 2．キヤンフの安全指導
忌 （夏の健康） 療結果の調査 3．飲料水の検査 3．夏期休業lllの安令指導

3．交通安全教室 3．キヤンフの保健指導

・ 体力の増進 1．夏休み健康実態調査 1。疾病の治療確1忍と指」尊 1．清掃用具の点検補充 1．防火安全点検
9 ・ 傷病の防止 2．歯科検診 2．運動時における事ll改防 2．飲料水の検査 2．運動時の安全

1ヒ 3．薬品点検
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・ 目の健康 1．視力検査 1．近視の邦方指導 1．照度検査 1．読井時における目の保

10
・ 1｝三しい姿勢 （1．0未満と希望者） 2．111しい姿勢の指導 2．黒板面の検査 護

2．目の衛生 3．性教育 3．蛍光灯の清掃 2．遠足の安全指導
（男女交際のマナー） 4．飲料水の検査 3．自転車点検

・栄養と健康 1．インフルエンザの予防 1．偏食の矯IE 1．暖房器具の点検 i．防火安全点検
接種 2．気温の変化と衣服の調 2．防火設備の点検

ll 2．健康相談 節 3．トイレ・水道の防寒
3．学校保健委員会 3．体力の増強 4。飲料水の検査
（冬の健康）

・ 感冒のf防 1．インフルエンザのf防 1．感冒のr防 1．保温と換気 1．厚着の防止
12 接種 2．うがいの指導 2．手洗い場の整備 2．暖房時の安全指導

2．避難訓練 3．暖房と換気 3．大掃除・ワックスぬり 3．冬期休業中の安全指導

・ 戸外の運動 1．健康相談 1．戸外の運動 1，教室内の空気検査 1．暖房器具の点検
1 ・ 暖房時の術生 2．性教育 2．清掃用具の補充

（生命の誕生） 3．飲料水の検査

・冬の健康 1．3年女子風疹予防接種 1．うがい、手洗いの励行 1．校舎内外の清掃と整理 1．冬期の交通安全指導
2
・心の健康 2．飲酒、喫煙、薬物に対 と健康観察 整頓 2．球技大会時の安全指導

する指導 2．換気

3．飲料水の検査

・ 耳の衛生 1，各種検査判定のまとめ 1．健康生活の評価 1．暖房器具の整備 1．学校安全の評価

3
・ 健康生活の反省 2．保健活動の反省とまと 2．机、いすの点検 2．葎休みの安全指導

め 3．大掃除・ワックスぬり
3．次年度の保健活動 4．飲料水の検査

濡
皮
省

　　　　　平成2年度定期健康診断結果

○　肥満傾向の者

学年 1年 2年 3年 計

男子 10 11 13 34

女子 10 10 14 34

計 20 21 27 68

○　視力低下

学年 1年 2年 3年 計

男子 11 16 23 50

女子 12 25 30 67

計 23 41 53 117

○　両眼の視力の差が著しい者（差が0．5以上）

学年 1年 2年 3年 計

男子 14 26 13 53

女子 18 12 15 45

計 32 38 28 98

○　扁桃線肥大の者

学年 1年 2年 3年 計

男子 18 19 13 50

女子 15 12 12 39

計 33 31 25 89

○　心臓関係

1年男子　心電図集団検診からの2次検査者2名

1年女子

ノノ

〃

内科検診から心雑音1名

不整脈1名　頻脈1名

2年男子

2年女子

3年男子

3年女子

経過観察者

〃

ノノ

ノノ

ノノ

1年　女子1名

2年　男子2名

3年　男子5名

心雑音3名

心術后2名

4名

心術后1名　心雑音1名

心雑音1名

女子2名

女子2名



計　　　7名　　　　5名

結果　心電図検査，X線，聴診だけの者

　　　　　　　　　　　　　男6名

念のため心音検査も併せ行った者

　　　　　　　　　　　　　男1名

○　その他の疾患

　　　　　　　　日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／95

　　　　昭和62年度　むし歯0の生徒数（全校）91名

　　　　昭和63年度　　　　　〃　　　　　〃　110名

女4名　　平成元年度　　　　〃　　　　〃　128名

　　　　平成2年度　　　　　〃　　　　　〃　134名

女1名
　　　　　○　むし歯保有者の平均本数

　　　　　　掌昆
痩害色

1男 1女 2男 2女 3男 3女

胸部変形 1

左胸心 1

アトピー性皮ふ炎 1 2

ネフローゼ 1

ぜんそく 1 1

貧血 1

○　歯科検診から

　特にむし歯（0）の生徒 学年別，男女別人数

年度
1男 1女 2男 2女 3男 3女

昭和63年度 1．5 1．4 1．6 2．0 1．6 1．6

平成元年度 1．4 1．6 1．6 1．4 1．3 1．5

平成2年度 1．8 1．7 1．6 1．5 2．1 1．3

学年 1年 2年 3年 計

男子 23 26 26 75

女子 26 16 17 59

計 49 42 43 134

（47） （51）
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本校の歯科保健活動の取り組み

山口県岩国市麻里布中学校養護教諭梅森　淳子

1．はじめに

　本校の所在する岩国市は山口県の東部に位置し，

広島県境にある人口11万人の小都市である。

　本校は，JR山陽本線岩国駅を校区内とするい

わば岩国市の中心校である。人口の急増にともな

い校区が2分され，現在の麻里布中学校が創設さ

れた。団地の増設により12学級でスタートした本

校は23学級まで膨れ上がったものの，その後の人

口の流出にともない現在では20学級730名の生徒

を有している。

2．具体的な歯科保健活動の取り組み

　1）歯科検診

　4月の年1回の歯科検診では，生徒各自が自分

の歯の状態を知る貴重なチャンスととらえ，学級

担任による事前指導（歯科検診の正しい受け方）

をしっかり行って，学校歯科医をはじめ5名の先

生に検診していただいている。検診の際には，「も

う少していねいに磨きましょう。」「歯石を取って

もらいなさい。」「むし歯がないのでこのまま大切

にしなさいよ。」などと生徒に声をかけてくださ

り，その指導を機に，歯をよくみがき，むし歯治

療に励んでいる生徒もいる。

　2）むし歯治療勧告

　歯科検診の後は，「歯科健康診断結果のおしら

せ」の紙を保護者あてに配布している。

　3）生徒保健委員会の活動

　昭和61年度～平成元年度　生徒保健委員会がむ

し歯予防啓発活動に取り組んだ内容

・ 昭和61年度

　　①全校生徒のむし歯の実態（OHP）

　　②歯を大切に（OHP）

　　　ア）歯の構造について

　　　イ）むし歯になる原因

　　　ウ）歯みがきの必要性

　　　工）むし歯のすすみ方

　　　オ）歯の病気にっいて

　　　カ）むし歯の予防

　　③「あなたの歯，大切にしていますか」スラ

　　　イド作成

　　④歯科医院訪問インタビュー

・ 昭和62年度

　　①過去9年間の本校のむし歯状況について

　　②街頭でのアンケート（一般対象）

　　③まんが「むし歯物語」作成

・昭和63年度

　　①保健劇「1本のハブラシ」

・ 平成元年度

　　①歯の検査の結果について

　　②私たちの歯（OHP作成）

　　③アンケート

　4）歯の自主検査

　毎学期に一回，歯の検査と視力検査を自分たち

でやり，記録表に記入している。視力検査は，教

室に掲示してある3m用視力表で検査している。

歯の検査は，友達同士がお互いの口の中を見あっ

たり家庭に持ち帰って検査して来る生徒もある。

以前は毎月18の日を検査日としてやっていたがむ

ずかしい面もあり，保健委員会で話し合った結果，

学期に1回はきちんとやろうということになり，

1学期は6月，2学期は10月，3学期は2月に設

定し，生徒の歯の保健に関する意識を高めている

ところである。

　5）歯みがき指導

　歯の検査終了後，夏休み前，冬休み前，春休み

前に治療勧告をするがそれでも治療しない生徒は

いる。2学期の終わりにむし歯を治療していない

生徒を対象にカラーテスター錠で染め出し，歯の



みがき方の指導をしている。

　6）岩国市よい歯のコンクール

　岩国市では，歯科医師会が中心となり，歯の衛

生週間にちなんで5月下旬によい歯のコンクール

が開催される。小学校は6年生，中学校は3年生

を対象に各学校から男女1名ずつ定期健康診断の

歯科検診の結果優秀と認められたものが出場する。

さらにこのコンクールで1位に入賞したものは6

月に行われる県大会へ出場している。

　　　日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／97

3．　おわりに

　生徒の歯に関する健康を増進するための意識や

実践化を促すための保健活動を進めてきた。全体

的には生徒の歯に関する意識は高い傾向がみられ

るが，歯に関する実践は意識より低いように思う。

　今後も生徒にう歯・歯肉・歯並び・歯みがき状

態に関心をもたせ，歯の健康増進を図るための実

践とその継続を図ろための指導に努め，自主的な

健康づくりをめざす生徒を育てていきたい。
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■高等学校部会■
〔公開授業〕

広島県立広島皆実高等学校

〒734　広島市南区出汐二丁目4－76

　　　電話　082－251－6441

　　　学　校　長　中　尾　　　正

　　　養護教諭米光裕子

　1．本校における歯科保健活動のあゆみ

　日本人の平均寿命は1989年に男子は75．91歳，女

子は81．77歳に達したが，歯の寿命はそれほど伸び

ていないのが実情で，学校保健としても何らかの

方策をうちだす時期であろう。この見地から，本

校においては1978年以来，学校歯科医，広島大学

歯学部予防歯科学教室，広島大学歯学部附属歯科

衛生士学校の協力を得て，主としてロングホーム

ルームを活用した歯科保健教育を実施してきた。

　2．歯科保健教育の実施内容

　保健活動に係わる校内組織としては，養護教諭

を含む教職員が構成する「保健係」と，各ホーム

ルームより2名ずつ選出された生徒によって構成

される「保健委員会」があり，これが各学年会（教

職員）と連携して保健活動を行なっている。ロン

グホームルームを活用した歯科保健指導について

は，今までのところ，1年生だけに年間2回ほど

実施している。第1回は，学校歯科医による「歯

科保健講話」の合同ロングホームルーム（全1学

年・於体育館）で，主として歯周保健に対する認

識を深めさせる。第2回は，衛生士学校実習生に

よる「ブラッシング指導」（於各ホームルーム教室）

で，刷掃法の実技指導を行なうが，すでに事前指

導を受けている保健委員も指導者となる。

3．歯周保健ロングホームルーム（公開授業）の

　指導計画

日時：1990年10月20日（土）　9：30～10：

　　　　20（特別時間割による第2時限）

場所：各ホームルーム教室

指導者：広島大学歯学部附属歯科衛生士学校の

　　　　学生（実習生），各ホームルームの担任

　　　　及び保健委員

対象者：全1年生（普通科11クラス，衛生看護

　　　　科1クラス，計12クラス；生徒総数約

　　　　560）

主題：歯周疾患についての認識を深めさせ，

　　　　適切な刷掃法の習慣化を目指す。

展　開：（1）実習生による歯科保健講話（実習

　　　　　生自作のパンフレット等を利用）

　　　　（2）実習生による全体刷掃指導（保健

　　　　　委員を対象者のモデルにしたデモン

　　　　　ストレーション）

　　　　（3）個別刷掃指導（実習生と保健委員

　　　　　が巡回しながら個別指導）

　　　　（4）実習生とホームルーム担任による

　　　　　本時のまとめ

　4．歯周保健アンケートと歯周検診の結果につ

　　いての分析・評価

　ロングホームルームによる教育の前と後で，歯

に関する知識と実践にどのような変化があらわれ

ているかを調査するために，教育前後の1年生，

及び2年生，3年生に対して「歯周保健アンケー

ト」を実施した。また，歯科保健ロングホームル

ームを特設していない高校の一つに同じアンケー

トを実施していただいて，両者の比較を行なった。

　さらに，ORI（口腔評価指数）を判定基準と

する歯周検診を，両校間において，同じ学年に同

じ方法で実施した。学校歯科医と広島大学歯学部

予防歯科学教室の協力を得て，このアンケートと



検診の結果を分析したところ，歯科保健に関する

知識と実践について概ね次のような評価が得られ

た。

　（1）本校における教育後の1年生は，教育前に

　　比べて若干の向上がみとめられる。2年生，

　　3年生にはロングホームルームによる教育は

　　行なっていないが，レベルの低下はほとんど

　　みられない。

　（2）本校の教育後の1年生，2年生の知識と実

　　践は，対照高校のそれに比べて，僅差ながら

　　やや良好である。

5．反省と課題

（1）歯科保健教育を1年生だけの実施に終わら

　せないで，2年生，3年生へと内容を発展さ

　せながら継続すれば，歯科保健に関する知識

　と実践，及びそれに伴うORIを，さらに向

　上させることができるであろう。

　　日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／99

（2）歯科保健活動を活発にするためには，一般

　生徒に対する保健委員の指導性を育成すると

　ともに，教職員のための研修の場をつくるこ

　とが望ましい。

（3）定期健康診断における歯科検診の結果を，

　ただ生徒・保護者に通知するだけの一方通行

　にとどめるのではなく，生徒一人ひとりの歯

　科保健にもっと有効に活かすよう，フォロー

　アップの徹底を図る必要がある。

（4）平均寿命の著しい伸びにくらべて「歯の平

　均寿命」がそれほど伸びていない現状からみ

　て，歯科保健に関する知識と実践を向上させ

　て高齢化社会にそなえることは，今や社会的

　課題になっていると思われる。各高等学校に

　おいて，歯科保健教育を何らかの形でカリキ

　ュラムに組み入れることが，この課題の最も

　有効な解決策の一つになるであろう。
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■高等学校部会■

高等学校における歯科保健指導の実践

座長東京医科歯科大学教授岡田昭五郎

　過去10年間の学校保健統計の推移を見ると，幼

稚園園児，小学校児童，中学校生徒では，う歯の

被患率が減少傾向を示し，わずかずつう歯のない

者が増加していることがうかがえる。けれども高

等学校生徒では，まだ目立ってう歯のない者が増

加するというほどではない。これは，現在の高等

学校生徒が幼児期のころは乳歯のう蝕が多かった

時で，乳歯のう蝕の影響で永久歯のう蝕が多い者

がまだ多数存在するためと思われる。

　高等学校生徒は永久歯列がほぼ完成した年齢で

あるが，多くのう蝕経験歯を抱えている者や，歯

周疾患のある者，不正咬合の者も多い。高等学校

では，これ以上歯や口の状態を悪くしないよう，

これからの長い生涯を健康で生活するよう指導し

ていかねばならない。

1．歯科保健指導の目標

　学校における歯科保健指導の目標は次のとおり

である。

　“自分の歯や口の健康状態を把握して，歯や口

の健康を保つために必要な態度や習慣を養う。”

　高等学校生徒達はすでに生涯使う歯で歯列が構

成されているので，現存する歯を1本でも失わな

いように，「一生自分の歯で食べる」ことを目標と

して，生徒達に自覚させることが大切である。

2．高等学校生徒の歯科保健の問題点

　高等学校生徒では，小学校，中学校において歯

科保健について教育を受け，知識や技術が身につ

いて毎日実践しているはずであるが，彼らの中に

定着していないのが実情である。歯の不潔な者が

多く，歯周疾患の者も多い。昭和62年に厚生省が

実施した歯科疾患実態調査の結果によると，約半

数の者に歯周疾患が認められ，少数ではあるが歯

周炎の者も見られると報告されている。また，不

正咬合の者もかなり認められる。更に，口臭のあ

る者，智歯周囲炎を起こすおそれのある者もいる。

　生徒は深夜まで勉強せねばならないことも多く，

1日の生活時間が不規則になったり，間食や夜食

を摂取する機会が多くなる反面，歯の清掃は怠り

がちになる。これらが重なって歯や口が不潔にな

り，歯周疾患その他の歯や口の疾病が発生あるい

は進行することになる。

3．高等学校における歯科保健指導の計画と進め

　方
　高等学校では歯科保健指導に十分な時間をさく

ことが困難な場合が多い。けれども生徒達が卒業

後進学，就職のいずれの進路を進んでも歯科保健

について指導を受ける機会は極めて少ないことと，

生徒達の歯科保健の現状を考えると，わずかでも

時間をさいて指導することが必要といえよう。

　歯科保健指導は集団を対象とした指導（ホーム

ルームや学校行事における指導）と個人を対象と

した指導（個別指導）に大別できる。

　ホームルームや学校行事における指導では，生

徒が興味を持つ話題を選んで指導するとよい。ま

た，生徒の自主的な活動として，各自の歯科保健

の問題点を各自がどのように解決するかを模索さ

せることもよい。歯科保健はセルフケアのよい教

材となる。

　高等学校生徒の年齢では，歯の良い者，悪い者

がかなりはっきりと現れている。人知れず歯や口

の問題で悩んでいる生徒もいる。口臭や歯周疾患

では，生活習慣や全身的な背景と関連しているこ

ともあるので，個別指導では単に歯科医に相談す

るように告げるだけでなく，生徒の生活状態や健

康状態もよく見極めたうえで適切な指導が必要で



ある。

　生徒の在学中に歯科保健指導は全く行われない

学校も少なくないが，小中学校で指導されてきた

もU）が一生自分の身につくように指導してほしい。

4．学校歯科医のかかわり方

　高等学校生徒では知識は備わっているが，実践

がおろそかになっている場合が多い。健康診断の

際には，単に処置を要する疾病・異常の有無を診

断するだけでなく，歯や口の清掃状態にも注意を

払い，特に指導や相談を要する生徒を選び出して

おき，後日教職員と連携を保って必要な指導を行
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うとよい。

　学校行事やホームルームで歯科保健を取り上げ

て実施する際は，生徒の知識を踏まえ，専門的立

場からその主題について適切な助言を行うべきで

ある。また，学校歯科医自身が講話等を行うこと

もあるが，その際には生徒の心をとらえた話題を

選んで行うことが肝要である。

　今回は高等学校における指導の事例と，学校歯

科医の立場からの発表，それに全体を通しての助

言が行われる。この発表が多くの高等学校におけ

る今後の歯科保健指導に活用されることを望むも

のである。

轟
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高等学校における歯科保健指導の実践

助言者文部省体育局体育官猪股　俊二

1．高校における歯科保健指導の観点

　高校期は「疾風怒濤」の時代と呼称される程，

生涯の中で身体的，知的，人格的，社会的発達の

面において最も変化の激しい時代である。したが

って形成されつつあった健康な生活習慣を意図的

に忌避したり，無視したりする状況も生じてくる。

歯に関する望ましい生活習慣の価値を否定し，極

端に言えば不潔さの自己に陶酔し歯みがきを否定

したりもする。このような高校期の特質を踏まえ

歯科保健指導をどのように進めたらよいのか観点

を述べたい。

　（1）ライフサイクルの観点から認識させる

　ライフサイクルの考え方には人間の生涯にあっ

て発達の段階とその時期の特性は前段階も含めて

相互に関連し合っていることと，個体の成長過程

が次の個体に継承されることの二面がある。例え

ばエリクソンの「ライフサイクルにおける心理・

社会的危機」の場合のライフサイクルは前者であ

り，世代間の体質傾向の類似性を問題にする場合

のライフサイクルは後者の例である。歯胚形成，

顎発育など次世代の歯及び口腔の発育・発達にと

って高校期以降の生活の仕方が影響することを感

性的に認識させる必要がある。

　（2）発達課題の観点から認識させる

　ハヴィガーストの発達段階の概念を個人の欲求

と社会の欲求を止揚する概念と捉えると，社会が

図1　ライフサイクルの変化
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欲求する社会規範の強制に対しての論理的思考が

可能な年代の高校生に対し，歯科保健指導の規範

について認識させる必要がある。人間が幸福な人

生を送るために必要とされる人生の各期の課題を

達成することが，個人の幸・不幸，社会的承認・

否認にかかわるとすれば，青年期における発達課

題を達成する必要性を認識する，しないは広義に

考えれば人生の選択と同義でもある。
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　発達させる

9）進んで社会に責任ある行動に参加し達成

　する

10）行動の指針としての人生観・世界観・価

　値観の確立

　　ハヴィガースト「人間の教育と発達課題」

（3）健康増進の観点から認識させる

◎青年期（13～18歳）

　1）同年齢者に対して，

　　確立

　2）性役割を確立する

より成熟した関係の

3）自己の体の構造を理解し，体を有効に

　　使う

4）両親やその他の成人から，情緒的に独立

　する

5）経済的独立への自信

6）職業を選択し，その準備をする

7）結婚・家庭生活の準備をする

8）市民としての必要な知識・技能・態度を

2．歯科保健行動の明確化

　（1）歯周疾患予防への具体的行動

　中・高校期の歯周疾患は，一般的には初発時期

にあたり歯の不潔による歯肉炎，辺縁性歯周炎の

初期症状が多いとされている。このことは中学校

期に習慣形成された歯のみがき方に問題があるの

ではなく，その症状を呈する生徒の生活習慣や飲

食物の摂り方に問題があると考えられる。したが

って，生活習慣や食生活の在り方について洞察さ

せる指導が必要となる。さらに歯周疾患や歯の不

潔がもたらす「口臭」の問題について発達心理学

の立場からの指導も重要となる。この知的理解を

望ましい
健康

図2　健康のレベル
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　何故人間は健康を高めなければ

ならないのだろうか。

　健康は，現在健康な状態の者，

健康のひずみかかえている者，ハ

ンディをかかえている者，全ての

者が自ら努力していくことと考え

られている。だとすると，自らの

健康状態を高めながら全ての人々

と生きて行かなければならない責

務がある。
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基礎として歯周疾患の予防行動について喚起させ

るように工夫する。例えば，人間としての成長を

図る上で歯周疾患のもたらす損失を経済的指数で

示し，単に歯周疾患にとどまらないことなどの理

解は行動化を誘導させるものである。

　（2）う蝕予防と治療の徹底

　高校期の段階でう蝕予防に関して指導しなけれ

ばならないことに，多くの教師は懐疑の念を抱い

ていると言っても過言ではない。しかし基本的生

活習慣が未だ確立されていない生徒ほど歯科問題

を持っていることは事実である。う蝕予防の指導

は高校期でも必要なことである。しかしホームル

ー ム担任が，養護教諭が一斉指導を展開するので

はなく，生徒保健委員の研究，ホームルーム内グ

ループ研究などの発表，学校歯科医や歯科衛生士

の指導など創意工夫により授業としての保健指導

の活性化を図ることができる。予算を必要とする

こともあり計画の作成と実施が高校段階でこそ求

められると言えよう。

　一方う歯治療の徹底は，学校における保健管理

を充実する上で不可欠なことである。う蝕度の進

行がすすまない内の治療の徹底は，進路選択，部

活動など学校生活の充実の上で最も必要なことで

あり，教職員の理解に基づいて継続してすすめる

ことが望まれる。

　（3）成人教育への第一歩

　参考までに下図は千葉県教育委員会，千葉県学

校保健会で刊行している「歯と健康」のリーフレ

ットを掲載してある。高校を卒業し健康教育に接

する機会も少なくなるという観点に立って，昭和

53年度から県下高校卒業予定の女子生徒全員に配

布しているものである。歯の健康を常にライフサ

イクルの観点に立っての啓蒙活動の一つである。
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■高等学校部会■

助 口

助言者日本学校歯科医会常務理事櫻井　善忠

　生命の質（Quarity　of　Life）。これが高齢化社会

を迎えた我国の健康に対する価値感の変容として

生涯保健の課題として大きく取り上げられてきま

した。人生いかに豊かに，有意義に，楽しく，生

きがいを持って過ごすかと言う健康目標に向けて，

学校保健目標も近年言われ通してきたNN自分の健

康は自分でまもる児童生徒の育成”と言う一致し

た目標に向けて，生涯保健の基盤をつくる幼小中

高の保健活動は，21世紀を担う国民の取り組まな

ければならない最重要課題と言えましょう。

　特にクォリティ・オブ・ライフを高めようとす

る生涯保健の取り組みの中で，歯科保健の領域は

豊かな人生に直結するものであり，しかもその方

向付けを決定づけさせる世代がこの幼小中高の児

童生徒の年代で，この時期における保健指導と管

理による習慣形成こそそのすべてであると言って

も過言でないことが明らかだからです。こうした

背景のもとに高等学校における歯科保健活動が全

国的に関心が高まってきたことは大変意義深いこ

とです。ここで学校歯科保健関係者が，それぞれ

高等学校から受け入れられる歯科保健活動を共に

考えて行く必要があります。

　理論的には既に高校では健康に関する自己責任，

自己管理が完成されていなければならない時期で

ありますが，現実には高校においては歯科保健の

みならず，学校保健そのものも後退してしまう環

境にあります。従ってこうした環境を充分理解の

うえ，高校生としての新しい問題点に対応する取

り組み方について，関係者の一段の協調を計って

行かなければならないと思いますが，過去におい

てはとかくそれぞれの立場の話し合いの欠如から

相互理解に欠ける点があったように感じます。

　学校歯科と言うと先ず「虫歯」が真先に考えら

れてしまった誤った過去とはっきり決別して，こ

れから新しいイメージづくりをして行かなければ

なりません。しかし歯科保健の根本はやはり母親

や家庭の所から始まり，幼稚園，小学校，中学校，

そしてその延長線上に高等学校の歯科保健があり，

更に青壮年から老年へとのライフサイクルの中で，

特に近い将来健全な社会人として，また健康的な

家庭生活を営むことを前提とした自分自身の生涯

保健を構築する大切な踏切台としての大事な時期

でもありますので，歯と口腔が全身の単なる一部

の器官と考えるだけでなく，社会人としての機能

を発揮するうえでの生きる内容の質に係わるウエ

イトの重さを認識しての取り組みが必要となって

きています。

　各種の調査やアンケートによっても，高校生自

身，肉体的精神的にも可成り悩んでいる結果が出

ておりますし，他覚的にも自覚的にも問題点が指

摘できますが，これらの点を如何に学校保健関係

者が協調して改善して行くかが今後の高等学校に

おける歯科保健活動の展開を計るうえでのポイン

トとなりましょう。

　私共学校歯科医側の姿勢と認識について，日学

歯としての考え方を加えさせていただきますと，

高等学校では義務教育である小学校・中学校と異

なり，それぞれの教員が各教科を専門に担当して

いるので縦割的傾向が中学校以上に強く，学校組

織も教育活動も義務教育の場合とは可成り様相を

異にしており，その中にあって学校歯科医として

生徒の心身の円満な発達に寄与する活動をして行

くことは大変なことであるとの認識を持たねばな

りません。しかも一方では学校歯科保健活動に対

する社会全般の期待は高まりつつあるので，学校

歯科医にも高度で具体的な内容が求められており

ます。これらのものは歯科としての日常の臨床の

場で活動するのに必要なものと共通していること



1θ6

が多いのですが，学校と言う特殊な性質の組織の

中で充分その役割を果たし活動するためには，学

校歯科医会の組織の中で情報交換され研さんされ，

必要な素養や知識を培わねばならないものと思い

ます。

　大会当日は，主題・テーマ・部会別課題・研究

の内容等に従った各発表者の先生方のお話を拝聴

し，更に具体的なご助言が申し上げられればと存

じ，責任の重さを感じております。

置4

遠’

，薄レ

、

タ．

高等学校部会の公開授業にて
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■高等学校部会発表■

皆実高校における歯科保健活動

広島県立広島皆実高等学校養護教諭米光　裕子

1．はじめに

　日本人の平均寿命は1989年現在で男子は75．91

歳，女子は81．77歳に達し，高齢化が進んでいる。

　しかし，歯の平均寿命は伸びておらず，厚生省

が6年毎に全国で実施している歯科疾患実態調査

（昭和62年度＝1987年）によると，永久歯の1人

平均喪失歯数は，20歳で0．4本だったものが，50歳

で5．2本，70歳で20．1本と，60歳を超える頃から半

分以上の歯を喪失している。また，年齢階層別に

歯が1本もない人の割合をみると，35～44歳で0．

3％，55～64歳で16％，65～74歳で42％と，60歳を

超えると半数程度の人が，入れ歯等の代用の物が

あるにしても，実際は歯のない状態で生活してい

るのである。さらに，年齢階層別に歯肉に炎症等

の症状がある人の割合をみると，5～14歳で33％

の人が歯肉炎にかかり，1％の人が歯周炎にかか

っている。ところが25～34歳で55％の人が歯肉炎

に，また55～64歳で40％の人が歯周炎にかかって

いる。

　本校では昭和53年度（1978年）より，学校歯科

医と連携をとりながら，広島大学歯学部附属歯科

衛生士学校の協力を得て，学校教育活動の中に歯

科保健教育を採り入れてきた。

　さらに昭和60年度（1985年）より，春の定期健

康診断時にORI（口腔評価指数）による歯周疾

患検診を採り入れ，ロングホームルームの時間に

　「歯周疾患の予防及び改善を目的とした適切な刷

掃法の習慣化」というテーマを組み入れて，講演

と刷掃実技による歯科保健教育を実施している。

平成元年度（1989年）1年生，509人中102人（20．

0％）に歯肉炎の症状がみられ，このような実態で

は，将来「生涯自分の歯でかめること」の実現は

困難である。

　高校生くらいになると健康の自己管理が可能で，

ほとんどの生徒に歯みがきの習慣化がなされてい

るが，適切な方法でみがいているとは言い難い。

しかも，専門家から学ぶ機会は現在ほとんどない

し，将来高校卒業後も，進学先や就職先で歯科保

健教育を受ける可能性はゼロに近いのが実情であ

る。そのうえ，近年，特に中・高校生における歯

肉炎罹患が大きくクローズアップされているとい

う事情もある。従って，高校生に対してできるだ

け早い時期に歯科保健教育を行い「生涯自分の歯

でかめる」生徒を育成することは，学校歯科保健

の果たし得る重要な役割であると同時に，真剣に

取り組むべき緊急な課題であると考える。

lI．学校の概要

　本校は，政令都市広島の南部住宅地に位置し，

三つの高等学校が隣接している学園地域にある。

明治35年（1902年），広島県立広島高等女学校とし

て市内中央部に開設されたが，昭和20年8月6日

の原子爆弾による被災で現在地に移転し，新制高

等学校として再発足した。既設の普通科に，昭和

41年衛生看護科を，同44年に専攻科を設置し，今

日に至っている。

　普通科では市内6校による総合選抜制が実施さ

れているが，衛生看護科は県立高校では唯一の学

科で，県内一円が学区となっている。

　生徒数は，普通科1～3年生1，454名（34クラ

ス），衛生看護科1～3年生119名（3クラス），専

攻科1～2年生83名（2クラス），計1，656名の大

規模校である。

　　「勤勉・強行・責任・自由」を校訓としており，

心身ともに健康にして，高い知性，豊かな情操，

強い意思をもった青年の育成をはかる。

Ill．学校歯科保健指導の態勢づくり
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　1．学校歯科医，広島大学歯学部，及び同附属

　　歯科衛生士学校と本校の連携

　昭和53年（1978年）の定期健康診断が終わった

後で，学校歯科医，広島大学歯学部予防歯科学教

室の教授及び医局員，校長，教頭，保健係，養護

教諭等の関係者が歯科検診に関する連絡協議会を

もった。この会において，学校歯科保健の効果を

一層高めるためには，ただ検診を実施するだけで

なく「何らかの具体的な対策を建ててアフターケ

アを行なうことが必要である」との認識で一致し

た。

　この認識に基づいて，「第1学年次に2回のロン

グホームルームを歯科保健の指導に充てること」

が発案された。具体的には，学校歯科医による「歯

科保健講話」を実施すること，広島大学歯学部附

属歯科衛生士学校の協力を得て，衛生士学校の実

習生による「ブラッシング指導」を実施すること，

の2点である。

　2．保健委員会（生徒）に対する指導

　高等学校における生徒の各種委員会活動にっい

ては，教師主導による受動的な運営を押し付ける

のではなく，生徒の健全な自主性を育成する方向

での指導が大切であると思われる。従って，歯科

保健活動においても，生徒の保健委員が自主的に

活躍できる場をつくりだすよう心掛けて，次のよ

うな指導を行なっている。

　学校歯科医による「歯科保健講話」のテープお

三
　歯周保健指導（ブラッシング指導）」のロングホ

一ムルームにおける活動

IV．歯科保健活動（1989年度）

　1．歯科保健活動の年間計画

　2．歯科保健活動の実践内容

　（1）定期健康診断（5月11日～6月1日）

　（2）歯周保健アンケート及び歯周検診

　　①アンケートについて

　　②歯周検診にっいて

　（3）歯科保健講話

　　①歯と口の役割について

　　②口腔疾患にっいて

　　　（a）う　歯

　　　（b）歯周疾患（歯肉炎，歯槽膿漏）

　　③歯ブラシについて

　　④歯みがき粉について

　（4）ブラッシングを中心とした歯周保健指導

　（5）抽出者（歯肉炎のある生徒）対象の歯周

　　保健教室

　（6）歯周保健アンケート及び歯周検診（再）

〔備考〕ORl（Ora1　Rating　lndex　＝口腔評価指

　　　数）判定基準

評点 口　腔　内　所　見 口腔内の概観

十2

歯肉の炎症所見を認めず，

歯垢および歯石の存在を

認めないもの

非常にきれい

　Excellent

十1

局所的に軽度の歯肉炎を

認めるが，口腔清掃状態

は概ね良好なもの。

きれい

Good

0
「十」か「一」か，　どち

らとも判定しがたいもの。

　　　つ

Questionable

一
1

中等度の歯肉炎症所見が

認められ，歯垢または歯

石の存在が明らかなもの。

きれいでない

　Poor

一
2

高度の歯肉炎症所見が認

められ，口腔清掃状態が

不良なもの。

　汚い

Very　poor

（広島大学歯学部予防歯科学教室作成）

V．本時の歯周保健指導計画

　指導者：広島大学歯学部附属歯科衛生士学校の

　　　　学生（実習生），及び各ホームルーム担

　　　　任とホームルーム保健委員

対象者：全1年生（ホームルーム数12，生徒総

　　　　人数約560）

主　題：歯周疾患についての認識を深めさせ，

　　　　適切な刷掃法の習慣化を目指す。

指導の内容：（1）歯科保健講話

　　　　　　（2）刷掃（ブラッシング）指導（全

　　　　　　　体指導と個別指導）

展　開：



VI．歯周保健アンケートの集約とその分析・評価

　歯科保健ロングホームルームによって，生徒の

ORIのスコアー，歯に関する知識・実践がどの

ように変化したかについて，歯周検診とアンケー

トの結果により対照高校と比較し，分析・評価し

たので報告する。なお，この分析・評価について

は，本校学校歯科医及び広島大学歯学部予防歯科

学教室に協力をお願いした。歯周検診及びアンケ

ー トの方法については，「IV．歯科保健活動，2．

の（2）歯周保健アンケート及び歯周検診」の項で述

べた通りである。
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（2）「染め出し液を使って“歯の汚れ”を見た

　ことがある」（質問16）〔図3〕
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1．ORIの平均スコアーについて（歯周検診

の結果より）〔図1〕
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（3）「歯と歯ぐきの境目を意識してみがいて

　いる」（質問3）〔図4〕
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2．歯に関する知識・実践について（歯周保健

　アンケートu）集計結果より）

（1）一歯肉炎や歯槽ノーローがどんな病気か

　知っている」（質問14）〔図2〕

（％）

50

2（

■■■皆実高校

1tll年　1年　　2年　　3年
教　　　　教
が　　　育
川　　　　後

（4）「歯を磨かずに寝ると気持ちが悪い」質問

　1（〔図5〕
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3．ORIのスコアーとアンケート結果の関係

にっいて（検診とアンケートの結果より）

（1）「一本一本の歯に注意して“歯みがき”を

　　している」（質問10）〔図6〕
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（ORIスコアー）

（2）「テレビを見ながら歯みがきをすること

　がある」（質問20）〔図7〕
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（3）「歯みがきをするとしばしば歯ぐきから

　血がでる」（質問19）〔図8〕
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Vll．反省と課題

1．歯周保健アンケートと歯周検診の結果よりみ

　て，歯に関する知識や実践は，1年生の教育後

　やや向上し，2年生，3年生になってもそのレ

　ベルが維持されていることがわかる。ORIの

　平均スコアーも，同じように1年生の教育後は

　若干上昇し，2年生，3年生でもほほ伺じ数値

　を保っている。これらのことから，1年生のロ

ングホームルームによる教育効果は一定の評価

ができると思われる。

　　しかし，例えば「歯肉炎や歯槽ノーローがど

んな病気か知っている」（質問14）と答えた生徒

は，教育後24．4％増えてはいるものの，1年生

全員の53．1％にすぎない。まだ教育すべき余地

が十分残っていることを見逃すわけにはいかな

い。従って，ロングホームルームを活用した教

育が1年生だけで終わるのではなく，さらに2

年生，3年生へと発展的に継続される必要があ

　るだろう。

2．生徒保健委員会の活動をさらに活発化し，保

健委員が歯周保健ロングホームルームにおいて，

いっそうリーダーシップを発揮できるよう指導

　していくことが大切である。

　　また，高校生の段階では，すでに歯みがきそ

のものは習慣化されていて，就寝前でも7～8

割の生徒が歯みがきを実行していることがアン

ケート（質問1）からも推測できるであろう。

　しかし，1年生の教育後でも「歯と歯ぐきの境

　目を意識して歯をみがいている」（質問3）と答

　えた生徒は53．6％にすぎず，約半数の生徒は適

切なみがき方をしていないと思われる。

　　生徒のおかれている青年期という発達段階を

考えてみるとき，適切なみがき方が歯周疾患の

予防のために大切であるというアプローチの仕

方だけでは，動機づけとして弱いのではなかろ

　うか。「自分の口許が相手にどういう印象を与え

　るか」というような外見的な面をたいへん気に

　する年頃の高校生に対しては，適切なみがき方

　が美しい口許をつくるということを強調するこ

　とも，有効な動機づけになるであろう。

　　また，歯周保健ロングホームルームを充実さ

　せるためには，教育される立場の生徒だけでな

　く，指導する立場にある教職員が，歯周保健に

　関するより高い意識をもっていることが一つの

　要件であり，そのための研修の場をつくってい

　くことが今後の課題であろう。

3．歯科保健活動を充実させるために，前述した

　ようなロングホームルームの活用もきわめて有

効であるが，また，定期健康診断における歯科



　（歯周を含む）検診の結果をどのように活用す

　るかについても，きめの細かい工夫が必要であ

　ろう。本校では，本年度からその試みとして，

治療勧告書を作成した。この勧告書は，1学期

最終日に行なわれるロングホームルームで，ホ

ームルーム担任から該当（要治療）生徒に配布

　してもらった。それらの生徒は夏休み中に治療

　を受け，治療が完了したら，この用紙によって

保護者よりその旨を保健係に報告してもらうこ

　とにした。これによって，本校生徒の歯周状況

　（ORI）が少しでも良くなることを期待して

いる。なお，これら生徒の歯周状況の変化につ

　いては，来年度の定期健康診断の結果を分析し，

考察してみたい。

4．今日，わが国はすでに高齢化社会に入って平

均寿命は著しく伸長しているが，歯の寿命はそ

れに伴う伸びを示していないのが実情で，なん

　らかの対策が必要となっている。

　学校教育が歯科保健に取り組むことができる

のは，事実上高等学校が最後の場になるであろ
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　う。にもかかわらず，歯科保健教育を採り入れ

　ている高等学校は，全国でもそう数多くはない

　と聞いている。

　　歯科保健に係わる本校の実践は，アンケート

　や検診よりみて，対照高校よりやや良好である

　という結果が得られているが，本校程度の取り

　組みはおそらくどの高校においても可能であろ

　う。

　　高校生といえば，近い将来新しい世代を担う

　べき人達である。自らの正しい健康管理ができ

　るとともに，自分達に続く世代の健康について

　も十分な指導ができる生徒を育成して社会へ送

　り出すことは，高等学校の保健教育に課せられ

　た重要な役割の一つであると考える。

　終わりに，このレポートの作成にご協力いただ

いた広島大学歯学部予防歯科学教室・岩本義史教

授，広島大学歯学部附属歯科衛生士学校・高田和

彰校長，その他多くの方々に深い感謝の意を表し

ます。
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個別指導の進め方

一健康相談を例にとって一

京都府歯科医師会監事神谷　幸男

はじめに

　学校保健は，保健教育と保健管理の二つの領域

から考えを進めることができるが，今日までの学

校保健，特に歯科保健は管理に重点を置きすぎた

のは認めざるを得ない。保健指導は一般の教育と

同じく集団の場で行うのが普通であるが，それだ

けでは事の性質上目的を達成することが困難な場

合は，個別指導を行いその目的を達成するわけで

ある。個別指導として健康相談を行うことによっ

て

　①学校歯科検診の目的の最も重要な部分につ

　　いて対処することになる

　②歯科保健教育ができる

　③生活指導にまで効果をあげることができる

　④これを通じて生徒との間にRapportが成

　　立する

　つまり，保健教育と保健管理が同時にできるだ

けでなく，相乗作用A＋B＝n（a＋b）を期待

することができる。

1．保健管理活動の具体的目標は何か

　一般にいわれるところは疾病の早期発見，予防，

健康の増進の3本柱である。

　（1）疾病の早期発見は事後処置として早く治療

　　を受けさせるのが大切ではあるが，それにと

　　どまらず子供自身で病気を発見させ，どうし

　　て解決していくか具体的手段を考え，これを

　　考えるだけでなく次に実践する態度を養う。

　（2）予防活動は専門家によるものと，子供自身

　　で行うものとがある。子供自身が病気を予防

　　し安全を守ろうとする態度を身につけさせる

　　ためには，前提として，まず病気の予防法と

　　安全に対処する方法を知っていなければなら

　　ない。つまり教えなければならないことにな

　　る。

　（3）健康の増進は健康状態であっても更に一層

　　の健康をはかることで予防につながるもので

　　ある。

　以上のように常に健康管理がすなわち教育活動

であるとは言えないが，保健教育と保健管理は別

個に独立したものではなく，不即不離の関係にあ

ることを知るのである。

2．保健指導は集団指導で行うのか個別指導がよ

　いのか

　保健指導はもともと個人を対象としてその子供

その子供に即した健康生活のあり方を指導するこ

とである。学校保健活動では集団指導も多いが，

集団の中の個人を忘れてはならず，集団は効率が

よいようだが指導の究極を求めると壁にあたるこ

とがしばしばある。LD．　Crowはその著書「Intro－

duction　to　Guidance」の中で集団指導はMassや

Groupを全体として指導することはできない。指

導はその集団の中の個人に向けられるべきもので

ある。と言っているし，C．V．　Goodもその著書

「DIctionary　of　Education」の中で集団指導は個

別指導への道を開くために有利なときに用いる方

法である。と言っている。

3．個別指導としての健康相談の意味

　健康相談は学校保健法施行規則24条の学校歯科

医の職務執行の準則の4に「法第11条の健康相談

のうち，歯に関する健康相談に従事すること」と

あって学校歯科医の職務の一つとなっている。健

康相談を健康診断の事後処置の個別的な活動と考

えている。つまり，

　①健康診断あるいは日常の健康観察の結果，

　　継続的な観察と指導を必要とするもの



　②病気欠席がちなもの

　③児童・生徒自身，又は保護者が健康相談を

　　希望するとき

　④修学旅行，対外運動競技などに参加する場

　　合

などを対象として，健康相談は学校長が学校医や

学校歯科医に行わせるものであって，担任教師が

立ち会うものとし，必要に応じて保護者も立ち会

うことが望ましい。

4．健康相談はいつどれくらいの時間をかけてや

　るのか

　大学入学を目前にひかえた高等学校では受験対

策に最大の関心事があるのは当然であるし親もそ

れを認めている。部活に塾通いの合間にどうした

ら合理的なカウンセリングの時間が造れるかであ

る。時間も問題であるが時刻も大きな意味を持っ

ている。私の場合は15～20分で行っているが，話

をして写真をとってブラッシング指導を行うとと

ても時間が足りない。30分は必要だと思っている。

午後の1時頃から始める。時間を公的に確保する

ために養護の先生が大変な努力をしてくれている。

私はその熱意で動いているようなものだ。

5．場所はどこでやるか

　一般の個別指導の場合は，問題を発見したその

場で行うのが最も効果的であるから教室であって

も運動場であっても廊下であってもよいわけだが，

歯科保健指導はその性質上，特に時間を設定して

保健室や教室，又児童・生徒の相談室といったも

のがあれば，これを利用するのがよい。

　場所はどのような場所でもよいが

　①あまり他人が出入りしない場所がよい。

　②現場が外部からあまり見えない所が望まし

　　いo

　③第3者，親である場合もあり担任又は保健

　　関係者が望ましいが，立ち会っていただける

　　場所が好ましい。

　④室内は事の性質上整理された明るい室がよ

　　いo

　⑤　場合により診察したり，ブラッシング指導

日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／〃3

を行うわけであるからシンクの設備のあるこ

とが必要である。

6．誰が指導にあたるべきか

　個別指導を誰が行うかは，指導の対象となる問

題は何か，その目的が何であるかによって変わっ

てくるであろう。どのような立場の者が主体的に

やるかについて下記のように別々に考えてみるが，

誰が行うにしても関係者が充分に連携をとって行

う事が大切で，指導の成否がこの点に大きくかか

っている。

　①ホームルーム担任

　ホームルーム担任は，教科の指導やホームルー

ム運営を通じて，又接触も毎日行っていることも

あって，児童・生徒の個人的な保健の状態を学校

内で一番よく観察できている。

　②養護教諭

　疾病，体力，栄養の問題など心身の健康に問題

をもつ児童・生徒の個別指導は養護教諭の職務の

一つとされている（S．47保健体育審議会）。養

護教諭は保健室という場所で，保健・看護を専門

とする先生であるという一般的な認識があり，個

別指導の窓口というかプランナー，コーディネー

ターである場合が多い。

　③学校医・学校歯科医

　学校保健法第11条に「学校においては，児童，

生徒，学生又は幼児の健康に関し，健康相談を行

うものとする」と定められている。

7．歯科の個別指導にはどのような子が対象にな

　るか

①精神的な問題家庭環境に問題を含んでい

　　ると考えられるもの。

②歯科的処置が必要と考えられるもの。

8．個別指導の対象はどこに基準を置いて選んで

　いるか

　歯科疾患をもっている児童・生徒のうち，放置

すると健康上，場合によっては精神上にも大きな

悪影響を及ぼすおそれのある者に対して行うもの

であり，これに加えて本人や保護者の希望によっ
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ても行うことになる。

9．歯の健康相談で何を語っているか

　検診や健康調査で選ばれたクライアント（生徒）

は自分から希望してやってきたわけではないので，

一般に感謝の念をもって来室することはめったに

ない。これを喜んで帰宅させるためにはかなりの

努力が必要であり，一から十まで話して説明しな

ければならないのが実状である。

　①何故今日呼び出したか説明する

　②特に何処が悪くて呼び出したのか

　③モチベーションのためにどんな努力をする

　　か

　④ブラッシングの説明

　⑤　今日の歯の健康相談のまとめを説明する

10．写真は何故とるのか

　個別指導の対象となった生徒は口腔内写真をス

ライドにとって保存している。

　（1）記　録

　健康相談の記録カードに口腔内の現状を記す必

要があるので，この現症を写真で保存することを

考えた。

　（2）教育資料

　現状も学校歯科医が第3者，例えば保護者の

方々とか学校長に訴える時にスライドの映写は大

変効果的で，よく実状が判っていただける。

11　私のやっている健康相談の問題点・反省点

　10年以上も前からやっているのはいいのだが

　（1）毎年検診時に前年の個別指導の生徒をチェ

　　ックすることで精一杯だが，更に改善されて

　　いない生徒に対して2度めの指導をすること

　　がある。しかし改善されるまで何回も呼び出

　　して根気よく保健の指導を続行すべきところ

　　だ。

　（2）個別指導の時間が最低30分必要だ。いつも

　　15～20分で済ましているが大忙しでばたばた

　　している。相手の言い分を言ってもらわない

　　といけないし，20分では一方的にやるのが精

　　一杯のところ。もう少し時間のゆとりがほし

　い。

（3）指導の中で言って聞かせる話は多岐に亘る

　が，その内容をなんとかシステムとして一覧

　表のようなものを作って規格化できるものは

　そのようにするべきと思っている。そうすれ

　ば記録をとるにしても効率的で言いのこしも

　なくなるのではないか。

（4）製作したスライドは記録として保存するの

　はよいとしてもっと活用の道を探すべきだ。

　現在は私が使うぐらいだが，担任や保健関係

　者でもこれを資料として話ができるようにま

　でしたいところだ。地域との連携がやかまし

　く言われる中，そういった組織の中でも使っ

　てほしいと思っている。

（5）個別指導は生徒だけでなく教職員に対して

　も同じような活動をして先生方の厚生にも活

　用したいものだ。

12．個別指導で特に注意していること

　準備や打合せの段階は別として当日子供との面

接に際して具体的に次の項目に留意してきた。又

その結果今日まで継続できたものと思っている。

私共歯科医はもともと教育が専業ではないので，

教育の場での活動は個別指導に限らず同様な注意

が必要である。

　（1）立ち合い

　個別指導は人的に最低2名で成立するわけだが，

通達でも触れているように，保護者か担任の教師

か養護，保健の関係者かいずれかの立ち合いを必

要とする。

　（2）相手の立場に立つこと

　相手の立場になりきって事を考え，言うという

ことは大変むずかしい。又仮に相手になりきった

としたら指導というものができなくなるであろう。

　（3）励まし希望を持たせること

　歯みがきを何日もしていない生徒や，う蝕のC3

やC、があちこちにある生徒に対して，反省させる

ための説明をするし，取り返しのつかない口腔内

の変化に対しては，やはり「こんなに放っておい

てどうするの，このままだと新婚旅行は義歯で行

かんならんぞ」と強く反省をうながす。



（4）相談の内容は記録にとること

　どのような型でもよいから記録をとっておくこ

とです。

（5）プライバシーを守ること

相談の内容は口外すべからず。

13．　まとめ

　健康相談は個別指導の一つで，学校歯科医の職

務の一っと考えている。健康相談の運用の仕方に

よってはかなり活性化した保健指導ができると思

っているし，これを一つの核とし保健活動を展開

することができる。

　私は永年試行錯誤をくり返して来たがそこに流

れる思想は一貫してここにある。つまり校医手当
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をいただき学校の皆さんから歯科校医さんと呼ば

れながら，何人の自覚もない重症な疾患を口腔内

に持って定期検診のない社会に巣立っていくのを

見逃すわけには参りません。その生徒にすまない

と思うのです。忠告しても忠告しても聞き入れず

放置したまま卒業していくのはまだ仕方ありませ

ん。高校生にもなれば勧告書が親の手に渡らない

事もあるのです。忠告もなしにそのまま社会人に

なるなんて，学校歯科医は許すべきではありませ

ん。

　未熟な体験を語るだけに終りましたが，もし参

考になる部分があったらと思い恥を省みず発表い

たしました。
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高等学校における歯科保健指導の実践

京都府立嵯峨野高等学校養護教諭弓削　光子

1，本校の沿革

　本校は，昭和16年4月京都府立嵯峨野高等女学

校として開校。昭和23年の学制改革に伴い，昭和

25年4月京都府立嵯峨野高等学校として開校，現

在に至る。

　教育目標として，1．正確で豊富な知識を体得

する。2．批判的精神を鍛える。3．理想へのあ

こがれを育てる。4．努力，勤勉の気風を養う。

5．責任を明確にする。をあげている。

　京都府は，昭和60年から，新しい教育制度を発

足させ，普通科に1・II・III類の類型を設けた。

　1類は，学力充実，II類は，学力伸長，　III類は，

個性伸長を目標とするもので，本校では，1・II

類を設置しており，32学級からなる1，490名の普通

科単独の府立高校である。

2．保健推進協議会の運営

　（1）保健推進協議会の設立（前　学校保健委員

　　会）

　昭和56年，私は，本校に転勤してきたが，保健

部の活動に，何か足りないものを感じ，動の保健

室に発展させる必要があることを感じた。それは，

保健部の活性化であり，学校三師との連携を深め，

活動につなげることである。また，教職員への保

健活動の啓蒙であった。その為に必要なことは，

先ず，組織作りを実践することである。

　（2）構成員

　第一回の学校保健委員会は，さしあたって必要

最小限ということで，学校医（2名），学校歯科

医，学校薬剤師，学年保健係（各学年1名ずつ），

保健部長，養護教諭，保健部員（2名），計12名の

メンバーで開催された。今年度の方針，重点目標，

年間計画を立て，一つの道が開かれた感があった。

　（3）研修会

　昭和60年度は，

　　第1回　今年度の方針，重点目標，一学期の

　　　　　　定期健康診断結果報告。

　　第2回　研修会又は，学習会。

　　第3回　今年度の反省，総括，次年度にむけ

　　　　　　ての課題。

を設定し，特に，2回目に何らかの形で，研修会

あるいは，学習会を持ち，意義のあるものにしよ

うと企画し，賛同を得た。1回目の研修が，本校

の歯科校医，神谷先生の歯科講話に決定し，テー

マは「歯の健康」ということに決定された。

　（4）運営の現状

　学校保健推進協議i会の構成員が18～19名と多く

なれば，日程の設定が最も困難となる。学期1回

の開催で，毎学期，期末テストの時期に実施する

が，その中で，都合のよい日を校医の先生方に尋

ね，その調整をする。出来るだけゆとりを持ち，

早い時期にお願いをしないと，その調整は困難と

なる。医師側からすれば，午前の診察の時間と，

夕方からの診察時間の間ということになり，大変

貴重な時間帯になるからである。

3．歯科指導の取組み

　高校生というそれぞれの生活習慣が成り立ち，

自我の確立が，ほとんど出来た世代の中で，歯科

保健をもう一度省み，見直そうと試みるのは，非

常に困難なことである。直接，命にかかわること

なく，学習に差し支えないという点では，生徒自

身に，こちらを向かせることは，至難のわざであ

る。

　（1）定期歯科検診

　本校では，歯科医の積極的な取組みで，定期健

康診断を大切にしている。他校では，授業優先と

いうことで，他の歯科医数人と共に，いわゆる機



械的に一日で，全生徒の検診を済ませてしまうと

ころも多いと聞いている。本校では，必ず，歯科

校医が一人で，全ての生徒を診るということで，

丁寧に，一人一人に話しかけ，スキンシップを大

切にして，（時には，姿勢を直したりもする）検

診，指導を行っている。検診中は，室の中に10人

待たせる程度で，他は入れない。

　指導は，一人一人を丁寧に検診する中で，①ブ

ラッシングの指導を要する生徒，②歯周疾患がひ

どく，要指導の生徒，③う蝕が多い生徒，④歯列

不正の生徒，等，それぞれにリストアップし，二

学期の個別指導の準備に向ける。

　①については，その場で別室に入れ，歯科衛生

士が，ブラッシングについて，個々に指導する。

　（2）個別歯科指導

　二学期に入ると，定期検診で，リストアップさ

れた生徒の個別指導が始まる。これは，重症の生

徒からである。1日，5～6人の生徒を，授業中

に，時間差で呼び出し，一人，20～25分の指導時

間で行う。

4．学校行事への取組み

　（1）歯科講話

　②　文化祭の取組み

5．今後の課題

　まだまだ未熟であり，十分なことは，何一つ出

来ておりません。ただ，少しずつでも歯科保健活

動が拡大され，その重要性を認識した上での歯科

の保健指導が出来ればと願っています。地道な活

動ではありますが，一歩ずつ確実に前進すること

を目的として，生徒，教職員の意識づけに全力を

注ぎたいと思います。

　今後，特に次の事柄を課題にしたいと思います。

　（1）個別歯科指導を活用し，一人でも多くの生

　　徒に，指導の場を持ちたい。3年間の継続的

　　指導を考え，1年時に指導を受けた生徒が，

　　3年生になるまでの経過観察をし，追跡調査
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　　をして行きたい。

　（2）ロングホームルーム時の保健指導に，歯科

　　保健を組み込み，身近な，生徒自身の問題と

　　して，とりあげていきたい。そのためには，

　　保健部からの資料提供，情報提供は，不可欠

　　となる。願わくは，学年団の方から，この問

　　題に取り組みたいという提起が起こって来る

　　のが理想であるが，そのきっかけ作りは，保

　　健部関係からとなるであろう。軌道に乗れば，

　　カリキュ゜ラム化を行ない，学期，学年の計画

　　が立案出来るようにしていきたい。

　（3）学校行事への参加として，文化祭の中での

　　取組みを拡大し，計画的，継続的なものにし

　　ていきたい。文章掲示よりも，図解したもの，

　　実験物，写真，スライドといったものの方が，

　　効果を大にするであろう。

　（4）歯科講演，歯科講話の機会を，更に多く設

　　け，生徒，教職員，育友会間で知識を深め，

　　意識づけをし，歯科保健活動の実践につなげ

　　たい。

　（5）歯科治療勧告書添付資料を，もう少しアイ

　　デアのあるものにし，自分の問題として，真

　　剣に取り組むアプローチのできるものとした

　　い。現在は，検診の直後，歯に関する資料と，

　　治療勧告書を渡しているが，どれだけまじめ

　　に見てくれているかは疑問であり，不安であ

　　る。もっと，生きた個別の添付資料が出来れ

　　ばと思うが，件数が多く（罹患率85％），時間

　　不足，人手がないということで，難しい。し

　　かし，もう一工夫する余地はあると思うので，

　　努力していきたい。

　以上，課題や，抱負は，まだまだ多く尽きませ

んが，現在，可能な範囲で実践していきたいこと

を取り上げてみました。高校という組織の中で，

最も困難なものの一つの歯科保健活動ですが，こ

の全国大会で，思いもかけない発表の機会を得ま

したことを感謝し，一歩でも前進すべく，努力し

ていきたいと思います。
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はじめに

　　　　本校における歯科保健の実態

一健康生活の自己管理ができる生徒の育成をめざして一

　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島女子高等学校養護教諭秋葉　理恵

　歯は，人間が成長する過程においてなくてはな

らないものであるとともに，特に，食生活を豊か

にするなど，生涯にわたって健康な生活を営む上

で大変大事なものである。とかく人間は健康な時

には，そのものの重要さに気づかないものである

が，歯においても生活する中で一番身近にあるが

ゆえに，つい貴重なものであることを忘れがちで

ある。

　このような理由から，健康生活の自己管理が出

来る生徒の育成を目標にかかげ，歯科保健の重要

性を生徒自身に気づかせる指導を考えたい。

1．本校の紹介

　（1）本校の概要

　本校は，鹿児島市内の北部に位置し，創立以来

96年に輝く伝統を誇り，家政科，服飾科，商業科

の三学科をもつ全日制課程の女子高等学校である。

　清楚至純の学校精神を象徴する白梅の校章は，

「勤労自治，清純理知，進取気塊」の校訓を表し，

ますます輝きを増しつつある。

　（2）本校の特色

　　ア　しつけ教育で有名

　生徒は，礼儀作法の良さでは県内はもちろん全

国的にも高い評価を得ている。

　　イ　伝統の「床磨き」

　　ウ　盛んな生徒会活動

　上級生が下級生を指導助言する伝統があり，生

徒会活動が盛んである。

　　工　盛んな部活動

　部活動が非常に盛んで，学校全体が活気に満ち

あふれ，生き生きしている。

2．本校における歯科保健指導の現況

　（1）本校の目指す自己管理出来る生徒にっいて

口々の健康観察

　　　　（異常の早期発兄）

一・一え

（健康状態の観察）

　　　　　　　　　＼＼騨つ

（医徽関での早期治療）＼＿＿＿＿＿ノ（鯨面の購を得る）

　　　　　　　　　　　　原因の除去及び改善



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／119

（2）学校歯科保健の活動内容

　　　　　　　　　　　保健学習一保健体育・家庭科を中心とする各教科粛
科
保

→保健学習
一
保

　一

　：

健

教
亘
粛

一
一
｛保健指導1

［人劇モ

学

校
歯
科
保
璽

科

保

健

管
理
＝
組
織

一物的管理IT

活

塑

二
：

学級指導……担任を通じて→LHRの活用
学校行事……歯の衛生週間を通じて

日常の学校生活での指導

個別指導→むし歯の多い生徒、歯痛を訴える生徒

歯・口腔の健康診断及び砦後措置

歯科に関する個別相談→歯・口腔についての質問・相談

実践状況の把握→治療状況及び歯磨き状況の把握

手洗い場の整備及び衛生管理

歯科保健指導のための資料の作成

担任をはじめとする教職員の協力体制

家庭との連携

学校歯科医を中心とする医療機関との協力体制

学校保健委員会・生徒保健委員会

（3）本校における歯科保健活動

　ア　生徒保健委員会の歯科保健に対する取り

　　組み

　　（ア）歯の衛生週間中

　　　・歯磨き調査の実施

　　　・歯の磨き方について各洗面所等の前に

　　　　掲示

　　　・校内放送での呼びかけ

　　　・生徒会朝礼開始前で保健部長から全生

　　　　徒へ呼びかけ

　　（イ）年間を通じて

　　　・保健広報による呼びかけ（統計広報班

　　　　作成）

　　・治療カードの回収（主に長期休業後）

イ　教職員の歯科保健に対する取り組み

　（ア）歯の衛生週間中

　　・歯科検診の結果，疾病異常等の見られ

　　　た生徒に対し治療カードの配布

　　・学級担任用指導資料配布…　　（HRで

　　　各担任が指導）

　　・生徒へ歯科保健だより配布

　（イ）年間を通じての取り組み

　　・保健や家庭（食物，保育）の授業を通

　　　じて歯科保健に関する指導

　　・学級担任を通じて随時治療の呼びかけ

3．本校における歯科保健の実態

　（1）本校未処置歯保有者の推移及び本県・全国

との比較

（単位：％）

＼■一一噂一一胃顧口鱒髄
、鴨　　、　　、　、

　　　、　　、　　　　、　　覧

一　一　一゜°一　一　一〇讐

嚇一噛一一r－一
一　一　一　一　〇　一　　一　　＿一 一　一　一　　一　一　　昂　一　　■　o 一　　■　　■　　　〇　　　一　　　　　　　　　　　　　一

57年度 58年度 59年度 60年度 61年度 62年度 63年度 元年度 2年度

一本校 67．5 66 71．9 66．9 65．7 61．4 54．7 17．1 37．1

一本県 64 61．5 60．6 62 63．3 61．3 61．1 60．3

…全国 60．8 59．3 53 52．1 50 49．6 49．2 48．2
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　未処置歯保有者は，59年度において，全国平均　　　60年度から減少し始め，63年度本県の平均を下

はもとより本県の平均よりはるかに多かった。　　　回り，平成元年度は全国平均を下回った。

（2）歯科保健指導状況（本県）

う歯のr防状況 歯　　の　保　健　指　　導　状　　況

歯みがき等 うがい 学校行事等での年間回数 1単位時間の年間指導時間 1／2単位時間の年間指導llII数区
　
　
　
分 実
施
校

未
実
施
校

実
施
校

未
実
施
校 0
回

年
丑
2
回

年
？
4
回

年
5
回
以
ヒ

0
時
間

…
2
時
閲

ラ
4
時
間

5
時
間
以
上
0
回

1
0
2
回

3
●
4
回

5
●
6
回

7
●
8
回

9
回
以
ヒ

校 607 0 ／ ／ ／
〆／

／

／
／ ／ 9 525 62 11 98 313 136 40 5 1563

年
度 ％ 100 0 〆

／
／
／ ／ ／／

〆
／
／
’ ／ 1．5 86．5 10．2 1．8 16．1 51．6 22．4 6．6 0．8 2．5

小
　
学
　
校
校 606 0 0 0 124 461 16 5 21 526 52 7 106 324 125 34 5 12元
年
度 ％ 100 0 0 0 20．5 76．1 2．6 0．8 3．5 86．8 8．6 1．2 17．5 53．5 20．6 5．6 0．8 2．0

校 260 25 12 13
／
／
／ ，〆

’
〆 ／

／

／
〆 39 234 21 0 78 132 53 19 1 263

年
度 ％ 91．2 8．8 48．0 52．0 ／ ／ ／ ／／ 10．5 82．1 7．4 0 27．4 46．2 18．6 6．7 0．1 0．7

中
　
学
　
校
校 268 18 12 6 77 199 10 0 34 232 20 0 87 112 68 16 1 2元

年
度 ％ 93．7 6．3 66．7 33．3 26．9 69．6 3．5 0 lL9 81．1 7．0 0 30．4 39．2 23．8 5．6 0．3 0．7

校
／／ ／

／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ．／ ／ ／／ ／ ／ ／

／

／
／
／ ／63

年
度 ％ ！／ ／ ／ ／

／
〆 ／ ／ ／ ／ ／／ ／ ／ ／ ／ ／ ，／ ／／ ／

高
　
等
　
学
　
校

校 20 65 4 61 38 42 2 3 52 30 3 0 ／
／

／

／ ／ ／／ ／ ／／

兀
年
度 ％
123・5
76．5 6．2 93．8 44．7 49．4 2．4 3．5 6L2 35．3 3．5 0

／
／ ／ ／

／
／／

F／〆

　歯科保健指導について本県の高等学校は，小学

校・中学校と比べ幾分消極的である。

　（3）本校における歯科保健に関する意識調査

　未処置歯保有者が数字のうえで年々減少してい

るなかで，生徒自身実際口腔衛生が定着している

のか。今後さらに自己管理出来る生徒の理想像に

近づけるには，何を気づかせるべきか。

　問題点及び検討課題をとらえるために歯科保健

全般についての意識調査を実施した。

　調査内容を《歯科保健管理について》《歯科保健

指導にっいて》に分け分析を行なった。

　調査実施日　平成2年6月6日

　対象者及び回収率　1，202名

　　　　　　　　　　　（本校生徒全員）93．0％

　　　　　　　　　　　210名

　　　　　（本校生徒の保護者より抽出）90。0％

ア　歯科保健管理について

（ア）むし歯について

　　①むし歯の原因は何だと思うか。（むし歯のあ

　　　る人だけ回答）

A一歯磨き方12、　　224（18．700）

B一糟分の取り過き129（28．000）

C一体質　　　　　　71（16．100）

D一その他　　　　　21（1．60e）

E一無回答　　　　　12（2．600｝

　合　計　　　160



②むし歯にならないために心がけていること

　は何か。（むし歯のない人だけ回答）

A
A　liいものを控える　14（2．200）

B　歯磨きをする　　394〔60．9％〕

C　心かけていない　　176（27．2％｝

1）　　無1闘1手亨　　　　　　　　 63　（　9・700｝

　で｝　　　1‘卜　　　　　　　　　647

③むし歯を治療してもすぐまたむし歯ができ

　るか。

未処置の人 ％ 処置済みの人 ％

は　い 160 34．8 80 12．4

いいえ 287 62．4 551 85．2

無回答 13 2．8 16 2．5

合　計 460 647

④むし歯治療をしようと思うか。

　a　すぐする

　b　長期休業中を利用してする

　c　時間にゆとりがないのでしない

　d　歯の治療は痛かったり，気持ちがわる

　　いのでしない

　e　歯が痛まないのでしない

　f　治療するのがめんどうなのでしない

　9　その他

0

（単位：Oo）

　　　75
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⑤母親は高校生の時，むし歯があったか。（母

　親からの調査）

子が未処置 ％ 子が処置済み ％

は　い 71 73．2 56 60．9

いいえ 26 26．8 36 39．1

合　計 97 92

⑥歯肉炎という言葉を知っているか。

未処置の人 ％ 処置済みの人 ％

は　い 321 69．8 424 65．5

いいえ 125 27．2 209 32．3

無回答 14 3．0 14 2．2

合　計 460 647

（i）歯磨き状況について

　①1日何回歯磨きをするか。

A－Ollil

B　lllり

C－211：I

I）　311！1

0（0．000）

16　（　1．400）

240　 （21．700）

752　（67．900）

E　　　4iril以ヒ　　　　86　（　7．800）

F一無回答　　　13（1．200）

　イ｝　　言i　　　l，lo7

②歯磨きはいつするか。

（単位：Oo）

　　　100

　　　90

　　　60

　　　70
　　　60
　　　50
　　　10
　　　30
　　　20
　　　10

起床後 朝食後 昼食後 夕食後 就寝前 間食後 その他 無回答

謹未処置の人 15．2 87．7 83．2 12， 51．8 6 L5
匿処置済みの人 13．1 90．1 89．3 4．1．2 56．2 3．7 0．8 0．5
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③昼食後の歯磨きはいつからしているか。（昼

　食後の歯磨きをしている人だけ回答）

A一玄力不f｛…1嚢1　　　404　（42．100）

B　　・∫、”it：季交　　 314　（32．700）

C　　中’髄｝：rt交　　　139　（14．500）

1）　　1☆汁交　　　　　　54　（　5．600）

E　無ll11答　　19（5．1°。）

　合　計　　960

⑦歯磨きをする理由は何か。

C

A一むし歯f’防のため　　383（3L600）

B　習慣になっている　　213（19．200｝

C　みんな磨くから　　　17（L500）

D　口が気持ち悪い　　132（39．〔，Oo｝

E－［1臭か気になる　　　13〔il．90r，〕

F一そのf也　　　　　　6（（　．5％）

G一無回答　　　　　　　B（L2ク∂

　　合　計　　　　　　　，1〔〕7

④学校では歯磨きをしやすいか。（昼食後の歯

　磨きをしている人だけ回答）

’X－：まL・　　　　　746　（77曾700）

B－　L・L・え　　　184　（19．200）

C　無1，tl答　　30（3．1％）

　f｝　　lf†　　　960

⑤昼食後の歯磨きをしない理由は何か。（昼食

　後の歯磨きをしない人だけ回答）

未処置の人 ％ 処置済みの人 ％

めんどうくさい 6 7．8 11 15．7

時間がない 59 76．6 42 60．0

必要を感じない 6 7．8 8 11．4

その他 6 7．8 7 10．0

無回答 2 2．9

合　計 77 70

（ウ）食生活について

　①牛乳を飲むか

⑥歯磨きの時間はどのくらいか。

未処置の人 ％ 処置済みの人 ％

1分以内 11 2．4 20 3．1

1～2分 194 42．2 245 37．9

2～3分 206 44．8 324 50．1

3分以上 47 10．2 51 7．9

無回答 2 0．4 7 1．1

合　計 460 647

中学時代 ％ 高校入学後 ％

毎日飲む 784 70．8 284 25．7

時々飲む 245 22．1 571 51．6

全然飲まない 75 6．8 241 21．8

無回答 3 0．3 11 0．9

合　計 1，107 1，107

②ジュース類（炭酸飲料水・清涼飲料水を含

　む）を飲むか。

未処置の人 ％ 処置済みの人 ％

毎日飲む 19 4．1 25 3．9

時々飲む 400 87．0 562 86．9

全然飲まない 37 8．0 55 8．5

無回答 4 0．9 5 0．8

合　計 460 647

③偏食があるか。

中学校時代 高校入学後

未処置の人 処置済みの人 未処置の人 処置済みの人

は　い 43．5％ 35．9％ 39．1％ 34．2％

いいえ 55．2 63．4 47．4 52．9

無回答 1．3 0．8 13．5 13．0



④きらいなものは何ですか。

）〔

（単位：Oo）

　　　30
轟中学校時代 15．6

乳｝．品
亥高校入学後 189
謎中学校時代 25．2

魚類
2高按入学後 ウ26
轟中学校時代 13．2

肉類
匿高校入学後 105
圃中学校時代 27．6

緑黄色野菜
2高校入学後 198
圏中学校時代 1．霊．7

淡色野菜
閉高校入学後 103
厨中学校時代 1曹1

果物
多高校入学後 1

二中学校時代 17．3
その他

Z高校入学後 125

m 中学校時代 （，．8

無回答
名高校入学後 1．2

⑤母親は偏食があるか。（母親からの調査）

子が未処置 ％ 子が処置済み ％

は　い 22 22．7 14 15．2

いいえ 75 77．3 78 84．8

合　計 97 92

に）衛生面全般について

　①手洗い，うがいなどの衛生管理は出来てい

　　るか。

未処置の人 ％ 処置済みの人 ％

いつも出来ている 192 41．7 297 45．9

時々おろそか 252 54．8 327 50．5

出来ていない 8 1．2

無回答 16 3．5 15 2．3

合　計 460 647

（オ）治療との結びつきについて

　①かかりっけの歯科医がいるか。

未処置の人 ％ 処置済みの人 ％

は　い 218 47．4 331 51．2

いいえ 228 49．6 302 46．7

無回答 14 3．0 14 2．2

合　計 460 647

イ　歯科保健指導について

（ア〉学校からの指導について

　　①歯科保健の指導を受けたことがあるか。
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未処置の人 ％ 処置済みの人 ％

は　い 294 63．9 430 66．5

いいえ 149 32．4 202 31．2

無回答 17 3．7 15 2．3

合　計 460 647

②歯科保健の指導をいつ受けたか。

幼稚園前 9

幼稚園 21．1｝

小学校 77．6

中学校 37．2

高校 5．3

無回答 3．8

0

（単位：Oo）

　　　80

③歯科保健の指導を誰から受けたか。

母親

父親
才ll．fl三教自lv

養護教諭

11

26．

0

（単位：Oo）

　　　80

④どんな内容の指導を受けたか。

歯のしくみ 27．71

むし歯の発生 33．6

歯磨き方法 74．7

むし歯」㌦防 lLgl

体への影響 23．51

その他 8．21

無回答 3．gl

0

（単f立：Oo｝

　　　71．7

（i）家庭における指導・習慣づけについて（母

　親からの調査）

　①子供の歯の衛生及び管理について，子供が

　　幼い頃気をつかったか。
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子が未処置 ％ 子が処置済み ％

は　い 72 74．2 80 87．0

いいえ 24 24．7 12 13．0

無回答 1 1．0

合　計 97 92

②子供の歯の衛生及び管理について具体的に

　実施したことは何か。

匪fが未処置 27
検診をうけた

躍rが処置済み 36．7

諮rが未処置 39．6
フノ素塗った

勿rが処置済み 50．4

璽fが未処概 59．4
歯癖き指導

諮rが処置済み 411
垂fが未処置 16．8

糖分を控える
2チが処i置済み ？47
堕ゴが未処置 3．1

その他
2∫か処置済み 3．8

0

（単位：％）

　　　60

③子供を妊娠中，子供の歯のことを考え栄養

　面に気をつけたか。

子が未処置 ％ 子が処置済み ％

は　い 76 78．4 80 87．0

いいえ 21 21．6 12 13．0

合　計 97 92

④親は高校生の歯の衛生についてどのように

　考えているか。

未処置の人 ％ 処置済みの人 ％

自主性重視 49 50．5 44 47．8

場合によって指導 36 37．1 34 37．0

学校の指導充実 6 6．2

親の指導必要 6 6．2 13 14．1

その他

無回答 1 1．1

合　計 97 92

ウ　歯科保健に関する意識調査の結果考えること

　及び改善すべきこと

　（7）歯の管理について

　歯の管理を大きく分けると，①口腔疾患の早期

発見・早期治療，②むし歯や歯周病の予防にある

と考える。

《改善点》

1　食生活の身体に及ぼす影響について，気づか

　せる。

2　部活動の生徒に対して

　部活動の生徒が，時間のなさが理由でむし歯

治療が遅れる傾向にある。また，昼食後の歯磨

　きにも支障をきたしているようである。むし歯

にならないための指導，むし歯のみつかった生

徒が出来るだけ早く治療出来るよう顧問教師等

　と連携を取って進めたい。

（イ）歯の保健指導について

指導は，子供の成長過程に応じて，①あらゆる

機会に，②いろいろな立場，から行われるべきで

ある。健康管理の中でも歯に関することは，生涯

教育であると考える。子供が，気づき・定着し・

習慣化されるまでの，細かい指導が必要である。

《改善点》

1　歯科保健指導が，小学校・中学校に比べ全体

　的に低調である。

2　個別指導の強化

3　保護者との連携が大切

4．　まとめ

　本校の歯科保健に関して，望ましい点は，（1）む

し歯保有者が年々減少している。（2）歯磨き習慣が

ついてきている。（3）生徒保健委員会の自主的な活

動が活発である。の3点である。しかしながら，

今回の調査は，問題点等が数多く見いだされ，本

校の歯科保健指導について今後の歯科保健活動を

見直す良い機会であった。

　本校は，商業系の女子高校である。7割の生徒

が，卒業後社会に出ていく。つまり，教育を受け

る最後の機会である。また，近い将来母親となり，

今後は子供の指導者となる役目を課せられている。

この短い高校生活の中で，生涯保健の視点に立っ

た歯の健康づくりの重要性を理解させ，心身とも

に健康な生徒の育成に努力したい。時間的には長

くかかると思うが，卒業までの3年間に自己管理

出来る生徒が育つよう根気よく，機会を逃す事な

く，歯科保健の実践に取り組みたい。
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高等学校における歯科保健指導の展開と

　　　　　　　　　　　学校歯科医の関わり方について

東京都学校歯科医会専務理事田中　建吾

　実際に高等学校の歯科校医をしている訳ではな

いが現在東京都学校歯科医会が高等学校における

歯科保健についてどの様な関わり方をしているの

かについて申し述べてみたい。

　人々の健康にとって食物の摂取による体力の維

持が大切な事は言うまでも無い。公衆衛生の歴史

をふりかえると国は全身疾病の予防に力をそそぎ，

今やその成果はきわめて急速に安定して来ている

が歯科保健については二次的な観が無きにしも非

ず，むしろ開業医が学校歯科医として積極的に働

きかけ今日の歯科保健の形を作って来たとも言え

よう。昭和33年学校保健法が制定公布され口腔疾

患の早期発見，早期治療の管理方式に併行して，

成人になっても念頭から離れる事のない口腔衛生

教育に重点をおいて今日に至っている。今，人々

の公衆衛生に対する志向が疾病予防から健康増進

になりつっあり，生涯保健という事が真剣に考え

られているが日本学校歯科医会も昭和63年から

　　　　　　　　　　表1

「学校歯科保健の包括化」を提唱し生涯にわたる

人々の健康に貢献しようとしている。幸い人々の

努力で幼稚園，小学校，中学校における歯科保健

の目的は着実にその成果をあげ，今日それは全国

的に定着した感がある。しかしながら高等学校で

はその必要にも拘らず歯科保健活動が活発に行わ

れていない所も少なくない様である。従って私達

は更に高等学校の歯科保健についても，その充実

を期さなければいけないと思う。それは折角幼，

小，中校で定着された学校歯科保健が高校になっ

て逆に後退するのではないかと憂えるからである。

日本学校歯科医会はその重要性に鑑み昭和62年の

第51回全国学校歯科保健研究大会から分科会とし

て高等学校部会を設け毎年全国から高等学校歯科

保健についての実践活動の報告をきいてその指導

要領，学校歯科医の関わり方に関し研究する機会

を作った。（表1）

全国学校歯科保健研究大会　高等学校部会　研究発表

　第51回　　岐阜県岐阜市　　座長　　東京歯科大学教授　　能美光房　　一　一　暫　・　一　曹　，　，　一　一　＿　一　＿　＿　一　一　一　＿　一　一　＿　＿　曽　一　層　一　一　一　層　帽　一　冒　P　■　冒　一　冒　曹　¶　，　，　，　，　｝　一　＿　一　一　・　・　一　一　曽　ρ　一　一　・　9　曹　曹　一　璽　r　，　一　一　層　一　一　一　一　一　…　　　　．　－　9　曹　，　甲　｝　一　一　一　一　一　一　曹　・　曹　曹　雪　，　甲　，　一　一　一　■　冒　曹　曹　曹　，　冒　，　．　　　　　　　　　　，　一　■　・　一　一　幽　幽　一　幽　・　．　一　曹　一　曹　一　曹　曹　曹　曹　一　一　一　，　7　一　一

研究発表　　大阪府立高等学校保健会の組織活動と本校の保健活動　　　　大阪府立山田高等学校　　梅本修平

　　　　　生涯歯科保健指導を通して高校歯科保健の進め方　　　　　　岐阜県立本巣高等学校　　　高橋悦子

　　　　　心身に障害を持つ生徒の歯の保健指導と管理の進め方　　　　大阪府立和泉養護学校　　　竜門敦子

　　　　　　　　　　　　　　助言　　岐阜大学教育学部教授　　藤井真美

研究発表　　発表段階からみた高校の歯科保健指導の一考　　　　　　　　日本学校歯科医会　　　　福田武之

　　　　　　高等学校における歯科保健活動　　　　　　　　　　　　　青森県立八戸西高等学校　　坂本ノリ

　　　　　　高等学校の歯科保健指導における学校歯科医の関わり方　　　青森県学校歯科医会　　　　奥寺文彦

　　　　　　　　　　　　　　　助言　　日本学校歯科医会　　　櫻井善忠
　第53回　　和歌山県和歌山市　　座長　　東京医科歯科大学教授　　岡田昭五郎F　一　冒　雪　雪　，　，　層　，　r　＿　一　一　一　一　一　9　一　曹　曹　曹　曹　・　．　9　－　，　，　，　冒　1　層　甲　｝　一　＿　＿　幽　一　一　一　幽　一　一　嘔　曹　一　一　一　曽　璽　曹　曹　一　曹　一　騨　，　一　，　－　r　，　一　一　一　幽　噂　一　一　曹　曹　曹　一　一　一　一　一　9　，　一　一　曹　曹　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　，　一　曹　一　，　曹　，　一　一　一　一　一　一　一　曽　一　一　．　一　一　曹　，　一　一　一　雫　｝　7　｝　一　一　曽　曽　一　曹　曹　一　冒　需　騨　一　甲　一　．　一　一　一　一　響　一　一　－　一　謄

研究発表　　本校における歯科保健の活動　　　　　　　　　　　　　　和歌山信愛女子短大高校　　榎本　弘

　　　　　　高等学校における歯科保健指導の実践　　　　　　　　　埼玉県大宮北高等学校　　安藤悦子

　　　　　　高校生にやる気を起こさせる歯科保健指導の実践　　　　　　青森県学校歯科医会　　　奥寺文彦

　　　　　　　　　　　　　　　助言　　文部省体育局体育官　　猪股俊二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都学校歯科医会　　　田中建吾
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　多くの研究発表から東京都に比べて学校歯科保

健の取り上げ方が大変積極的である様に感ぜられ

たが，それでも高校生に対する歯科保健の徹底は

難しいものと考えられる。

　高校での歯科保健活動が困難な理由について，

1）既に幼，小，中校において保健教育が徹底し

定着している現在，今更高校でその必要はないと

いう考え方，2）学習を含めて学校行事がきわめ

て多い事，3）生徒数が多く校医は検診すること

で精一杯である，4）受験・就職を控え歯科保健

について考える余裕がない等色々あると思うが高

校の時期には肉体的にみて顎骨の成長発育はほぼ

終り顔つきも大人のようになって来る。っまり一

つの安定期ともいわれ永久歯列等は完成している

が15才を越えると，むし歯も歯周病も急速に増加

して来るようになる。更には成長期におけるホル

モンのアンバランスによる体質の変化や精神的に

も情緒の不安定による口腔状態の不快感も伴って

憂慮すべき事が多くある。殊に受験の為，夜食，

睡眠不足等生活のリズムが変則的になりがちにな

る。調査の結果でも受験期の高校生の1／3以上に口

腔の異常が報告されている。日本人の生涯保健と

いう点からいっても保健指導，特に歯科保健指導

の時間が無いなどとは言ってはいられないわけで

ある。

　私達東京都学校歯科医会もいささか遅ればせで

はあるがこれら高等学校の歯科保健について取り

組んで行こうと思っている。さて他府県ではどの

様になっているか判らないが東京都においては幼，

小，中校は区・市教育委員会の所管であり，学校

歯科医の委嘱は同委員会が地域の学校歯科医会と

協調の上，法に基づいて任期毎に委嘱状を発令し

学校歯科医に確認と自覚をうながしている。しか

しながら都立高校の場合その所管は都の教育委員

会ではあるが学校歯科医は校長の推薦によって委

嘱され，一度委嘱されると学校歯科医が新しくな

る迄半永久的に放置され任期毎の委嘱状の発令は

されていないのが実情である。高校の学校歯科医

も学校歯科医会に入っていない人も多く，恐らく

幼，小，中校で展開されている歯科保健について

の連絡は受けていないとも考えられる。私達学校

歯科医会も現在各高等学校において，1）保健体

育の学習の中で歯科保健はどう扱われているか，

2）歯科検診後の保健指導は行われているか，3）

養護教諭の活動の中に歯科保健指導を組むことの

可能性はあるか，4）ホームルームで保健的なテ

ーマが採りあげられているか，5）学校保健委員

会は組織されているか，等歯科保健指導教育の実

態がまだ把握できていないでいるのである。

　この様な現況の中で東京都学校歯科医会は特に

高校歯科保健に関する担当を定め，都教育委員会

と協力してその対象について牛の歩みの如くであ

るが次の様な企画を建てその実施にふみきった。

　1）高校における歯科保健の必要性の意義の徹

底　健診のみだけではその効果は無い，「教育」が

重要であるという認識を確認し正しい情報の把握

の必要を高校歯科校医に訴える。2）高校歯科保

健に関する情報の提供　会が高校歯科保健に関す

る資料を作製し配布する。高校歯科保健講習会を

実施する。3）高校に関する基礎事務の整備　都

内高等学校，歯科校医等に関する名簿を作製する。

4）関係各方面に対し陳情，相談，説明の実施　東

京都議会，東京都教育委員会，都立高等学校養護

担当者の組織，一般高校生を対象に折衝する。

　以上の様な目標で2年間，本会なりに高校歯科

保健対策に努力して来た。まだ緒についたばかり

で，群盲観象の如くであるが報告をかねてその経

過を発表したい。

○東京都教育委員会への働きかけ

　東京都教育委員会，教育庁体育部保健課を訪ね

高等学校の歯科保健対策について指導及び協力を

依頼した。以後何回かこれに関する打合せを行い

都立高校の名簿，東京都学校保健統計書等資料の

提出を受ける事が出来た。尚，話し合いの中で都

内には公立209，私立246校の高等学校がありそれ

ぞれに歯科校医が配されている事が判った。次は

昭和63年度の高校における歯科健診結果の一部で

ある。（表2・3）

○東京都議会への働きかけ

　都議会議長室で議長，副議長，関係議員に都内

高等学校の歯科保健の実情について説明し，都立

高校の学校歯科医委嘱に関する陳情書を手渡した。
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表2　昭和63年度東京都立公立学校歯科健診結果（％）

男 子 女
∫・

、　　　　　　　　　1」・
つ 函 そ口 う　　　歯 そ口

のの腔 腔
検 処 未 他の 検 処 未 他の
木「｛． 置完 処 歯疾 木Lし 置完 処 歯疾
人 ∫・ 置 ・ 病 入 了 置 　　⊥一

・ 病
学校種別 年齢 数 者％） 者％ 1％） ‘　1

貝 者㈲ 者㈲ （9∂

6歳 57，352 34．28 48．74 4．54 54，076 34．19 48．94 4．97

7歳 57，905 36．85 50．58 5．99 54，492 36．95 51．10 6．43

小学校
8歳

9歳

60，779

62，746

38．92

41．57

50．90

50．27

6．69

7．83

57，362

59，118

40．43

43．66

50．51

48．20

6．93

8．35

10歳 65，381 14．05 46．33 8．83 61，975 46．56 44．50 8．41

11歳 66，703 44．43 42．69 10．22 62，502 47．24 41．71 7．57

12歳 63，030 42．11 45．13 9．20 56ゲ148 44．47 46．58 7．87

中学校 13歳 69，713 40．78 48．48 7．34 62，602 42．36 50．74 6．96

14歳 74，712 38．91 52．07 6．76 67，020 41．20 52．42 6．54

全 15歳 39，183 40．25 51．19 5．79 35，078 45．43 48．82 5．25

ε㌔・ 日 16歳 37，531 40．59 51．55 5．87 34，547 46．74 48．21 5．62
1臨1」

A爽
制
17歳 35，357 40．36 53．07 6．26 32，954 46．46 48．94 5．96

・∫’

，、も’画

∫・

15歳 2，951 28．94 60．69 6．27 1，307 30．37 63．27 6．96

校
，　9　，

疋
時
制

16歳

17歳

2，651

2，319

28．71

31．39

64．35

61．41

5．05

6．64

956

853

32．ll

36．23

61．10

56．62

7．11

6．92

18歳 1，941 32．51 60．07 6．39 786 36．39 58．02 6．87

己＿6

日 学 校 105 32．38 56．19 8．57 83 30．12 65．06 7．23

ろ う 学校 275 41．82 44．73 3．64 192 40．63 17．40 4．17

養 護 学校 3，435 35．31 44．34 12．61 2，070 37．58 45．17 14．59

う　　　歯

学校種別 年齢

検
査
人
員

処
置
者
数

未
処
置
者
　
　
数

そ目
の腔
他の
歯疾・病

男　」㌃

（全B制）

15歳

16歳

17歳

39，183

37，531

35，357

39，183

15，234

14，271

39，183

19，346

18，763

2，267

2，202

2，215

男　∫・

（定時制）

15歳

16歳

17歳

18歳

2，951

2，651

2，319

1，941

854

762

728

631

1，791

1，706

1，424

1，166

185

134

154

124

女’　r・

（全目制）

15歳

16歳

17歳

35，078

34，547

32，954

15，937

16，148

15，310

17，126

16，654

16，129

1，842

1，943

1，965

女　子
（定時制）

15歳

16歳

17歳

18歳

1，307

　　956

　　853

　　786

397

307

309

286

827

587

483

456

92

68

59

54

表3　昭和63年度東京都立高等学校歯科

　　健診結果（人）
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その結果，都立高校の保健についての調査が実施

された。本会としては今後も陳情を続けるつもり

である。

○都立高等学校養護担当者への働きかけ

　都立高等学校保健研究会と2度会合を持った。

第1回は代表者との話し合いであったが2回目の

会合ではかなり時間をかけ現場の意見をきく事が

出来た。その話し合いの中から全日制高校では生

徒数が多く健診だけで精一杯であるがう蝕歯の処

置完了者率はかなり高いこと，又，定時制では生

徒数は少ないがアルバイトなどの為健診後の処置

が難しい事，しかしカリキュラムは比較的に自由

であるので口腔衛生講話等歯科保健指導は可能で

ある事などが判った。又，ある工業高校に12年間

養護活動をしている教諭からかなり当初はう蝕率

が高く処置率も低かったが歯科保健活動，特に学

校歯科医の協力による口腔衛生講話をくり返し行

う事によりその効果がきわめて顕著にあらわれた

過程の表による説明があり大いに力づけられた。

（表4）その他，養護教諭側から概ね次の様な意

見が出た。1）健診が機械的すぎる。2）健診に

もう少し時間的余裕が欲しい。3）学校医に高齢

の方がいるが定年制は無いのだろうか。4）C，の

取り扱いが一定していない。5）歯科医によって

う歯の評価が異なる。6）口腔衛生講話の機会を

作っても校医が協力してくれない。

○高校生からの投書に対する対応

　高校生からの投書は口臭，歯列不正，咬合障害

等数多くあったが，会からそれぞれに電話，手紙

などで返答した。

表5

○高等学校歯科保健研修会の開催

　準備の時間的余裕が無かったが昨年の12月，都

教育委員会，東京都歯科医師会の後援を得て，都

立高校200校を対象に校長，歯科校医，養護教諭む

けの研修会を本会の主催で行った。急な呼びかけ

にもかかわらず40校，約60名の参加があり講師の

青森県学校歯科医会常務理事　奥寺文彦先生の講

演「高等学校の歯科保健のすすめ方」を中心に熱

心に討議，情報交換を行い，かなり有意義な集ま

りであった。会としては毎年定期的に行う予定で

ある。尚，都内を6ブロックに分けているが，今

回の出席各校の地域別分布は次の如くであった。

（表5）

　表4　定期健康診断によるう歯処置率の推移

　　　　　　　　　　　（昭和52年度～63年度）

1学年 2学年 3学年 全校平均

52 10．1 5．4 7．7 7．8

53 12．4 15．7 13．1 11．4

54 8．4 12．3 23．3 14．3

55 15．9 23．9 31．6 23．2

56 14．9 23．9 22．5 26．1

57 22．1 22．5 14．3 20．0

58 45．6 31．3 31．7 36．5

59 34．5 31．6 33．9 33．4

60 30．0 29．1 24．6 28．0

61 39．8 25．4 43．3 42．7

62 38．0 31．9 41．0 36．9

63 40．0 43．3 31．8 38．6

52年度都平均…35．2％　63年度都平均…43．1％

出席高校地域別分布

地域別

参加校数

中央フロツク

5

江東プロツク

6

城西フロック

3

城南プロツク

8

城北ブロック

7

多摩ブロック

11

研修会出席各校代表者からアンケートに対して回

答を得たが次の通りである。（表6）

　1）生徒数

1～2日
24

3日

9

4日以上

7

3）学校歯科医が健診以外に出向
200人未満 200～499人 500～999人 1，000人以上

1 2 16 21 出向する 出向しない

14 26

2）学校歯科医の歯科健診出向日報



4）学校保健委員会の開催

開催されている

19

開催されていない

21

5）学校歯科医による講話

ある

11

なし

29

6）養護教諭による歯磨き指導

ある

13

なし

27

7）歯科保健研修の必要性

必要と考える

31

不必要である

1

わからない

8

　以上の通りであるが出席40校だけの回答である

ので断定的に言う事が出来ないが次の様に報告す

る。

　（1）出席の半分以上が1，000人以上の生徒数で

　　あった。

　（2）歯科健診のための歯科校医の出向は大部分

　　が1～2日であった。

　（3）学校のカリキュラムが多く学校歯科医が健

　　診以外に出向することが少ない。

　（4）学校保健委員会を開催している学校数が半

　　分に近かった。

　（5）学校歯科医による歯科保健講話は約1／4の

　　学校で行われている。

　（6）養護教諭による歯磨き指導は1／3の学校で

　　行われている。

　（7）大部分の出席者が研修が必要と考えていた

　　が8名に判らない，不必要という答が1名あ

　　った。

　又，出席校の中で特に各々の学校の歯科保健活

動に関する報告があった。

　（1）生徒だけの保健委員会で歯科保健活動もし

　　ている。

　（2）毎月1回歯科相談日をきめ実施している。

　（3）歯周病，むし歯，不正咬合などをグループ

　　別にして指導を行っている。
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（4）歯科衛生士と学校歯科医が個人別に指導し

　ている。

（5）保健だよりを発行，その中でしばしば歯科

　保健を取り上げている。

　私達は高等学校の歯科保健についてほんの一端

にたどりついただけであるが，はじめて多くの

人々に接してみて私達が考えていた以上に現場で

は真剣に取りくんでいる所が多くある事が判った。

一般的に言える事はその殆どが健診の他に口腔衛

生講話など保健活動の必要を認め，研修会等には

出席したい意志があって私達は大いに勇気づけら

れた。これらの活動は保健委員会を通しその徹底

が一層可能となるが私達は管理者としての基本姿

勢を保持すると共に常にパイロットとしての自覚

が求められる。又高等学校の歯科保健活動の原動

力には生徒の自律性が最も必要とされると考えら

れるが彼等にとって口腔疾患の不安と共に口臭や

不正咬合，歯牙の不正配列などが人知れぬ悩みや

劣等感の原因になっている事がある。そこで私達

はその良き相談相手であらねばならない。殊に学

校歯科医は口腔衛生教育，健診，健診後の処置，

経済問題等も含め彼等と一緒になって話し合う機

会を作るよう努力すべきである。ホームルームの

場にも出席し教師と共に彼等とのコミュニケーシ

ョンが歯科保健活動の第一歩であると考えられる

のである。
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■紙上発表■

学校における咀噛指導を考える

大阪市学校歯科医会

1．はじめに

　近年咀囎力の低下が問題となり関係者の間で今

日的問題としてよく取り上げられている。よく噛

むことは健康な身体のバロメーターと言われるぐ

らい身体の健康に関連が深く，実際によく噛む子

は身体の発育もよく，明朗，活発な子が多く，あ

まり噛まない子にはこの反対のことがいえる。

　生涯保健の立場からみても十余年に亘る学校保

健の役割は重要で，しかもこの時期が成長期にあ

たり，その子の成人してからの健康の基礎を培う

時期でもあることは極めて重要な意義がある。

2．咀噌の意義

　咀囎は単に食物を噛み砕いて消化を助けるだけ

でなく，よく噛むことにより唾液の分泌を促し自

浄作用を活発にしてむし歯，歯肉炎を防ぎ，歯の

萌出，歯並びを正常に導く役目もしてくれる。し

かもこれ以上に大切な事は咀囑が単に口腔だけの

ことではなく，頭と連動した咀囑システムとして

働いていることで咀囑力の低下が誘因となって全

身の健康維持に種々悪影響をもたらすことが解明

されつつある。顎運動と脳の働きとの関係，姿勢

の歪み（側蛮症），血行障害，運動機能障害，原因

のはっきりしない頭痛，肩こり，目まい等は咀囑

と何らかの因果関係があるといわれ，また情緒不

安定など心理面にも深く関わっていると言われて

いる。口腔では近年特に顕著になっている歯肉炎

の増加と低年齢化，歯列不正等が咀囑の低下と関

連しているのは周知のことである。以上のことを

考えると咀囑の問題を口腔と全身の両面から捉え

て保護者にアプローチすることが必要と思われる。

3．学校における咀鳴指導の現状と課題

（1）学校の咀囑指導では学校を通して家庭，地域

　に波及するよう保健委員会，給食委員会，母親

　教室等で「よく噛むことの大切さ」を説いてい

　るが，問題が各自の食習慣，嗜好に関わること

　だけに素直に受け入れられにくい面があり，ま

　だまだ定着しているとはいい難いのが現状と思

　う。

　　咀囑が毎日の献立に直結していることから今

　後は母親の参加が多い給食委員会，試食会，料

　理教室等を有効に活用して推進することが望ま

　しい。なお学校の栄養士の協力を得てよく噛む

　ことの大切さを参加者に啓発するのも有効な方

　法と思われる。

（2）学校給食に関しては噛み応えのある食品を積

　極的に取り入れてもらいたい。食品の安全性，

　衛生管理，食べ残し，価格，給食時間等むつか

　しい面もあり制約をうけるが，できるだけ「歯

　ごたえのある食品」を加えるよう配慮されたい。

　　大阪市学校歯科医会でも市教育委員会と連携

　して昭和60年度より学校給食の内容を決める

　「学校給食献立調理研究会」のメンバーに本会

　理事が参加して栄養のバランスと共に噛み応え

　のバランスを考慮するよう指導助言している。

（3）学校給食ではよく噛まない子，噛めない子も

　おり時間内に食べ終わらない子は給食時間が苦

　痛となり，ますます食べないようになることも

　ある。これは離乳期から幼稚園にかけての育児

　が問題で噛む訓練がうまく出来ていないと学校

　給食で皆にっいていけない子になる。何でも好

　き嫌いなく，よく噛んで食べる子に育てるのは

　乳幼児期の母親の義務でその責任は重い。従っ

　て保育園，幼稚園での若い母親を対象にした咀

　囑指導が今後の最重要課題と考える。関係者が

　歯みがき巡回指導のように組織的，計画的に啓

　発運動を展開することが望まれる。



（4）学童に対しての啓発は問題が難しく抽象的で

　指導しにくい面もあるが，おやつや食事で一口

　十回以上噛む，流し込む食べ方はしない，噛む

　力の弱い子はガム（シュガーレス）などを噛ん

　で日頃から顎の筋肉を鍛える，時には咬合力測

　定をして意識をもたせる。

　　本会としても学童の咀囑の重要性を考え市教

　委の協力を得て昨年度より咬合力計を使用して

　学童の咬合力を測定して意識を高めている。

　　子供達は目の前で自分の咬合力がデジタル表

　示されるので一喜一憂している。特に噛む力が

　弱いと思われる子にはよく噛むトレーニングを

　するよう個別指導をする。将来は咬合力測定を

　体力測定の一環として位置づけたい。

◎咬合力測定結果　大阪市立今福小学校

　　　　　　　　　平成2年6月実施

　1．測定対象　5，6年生215名

　　　　　　　　（男子114名，女子101名）

　2．測定方法　左右第1大臼歯最大咬合力を測

　　　　　　　　定

　　　　　　　　（咬合力計　MPM－3000　日本

　　　　　　　　光電製）

　3．測定結果（平均値）

男子 女子 全体

左 27．7kg 20．8kg 24．3kg

右 29．7kg 21．4kg 25．6kg

体重 35．5kg

　
3
6
．
1
k
g
8

35．8kg

●特に咬合力が弱いと思われる学童

●男子11名（10．9％）女子21名（20．7％）

　全体32名（15．8％）

　過去二年間高学年を対象に咬合力を測定したが

ほぼ予想通りの結果となった。現在，体重との関
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係，体力測定との関係を調査中だがデータ不足で

推測できない。将来の課題として咬合力とう歯，

歯周疾患，不正咬合との関係の外，体格，体力，

学力，性格等の関係を比較検討すれば何らかの関

連性が解るかも知れない。

（5）学校給食で気になるのは，以前からよく言わ

　れていることだが，ご飯やパンをお茶や牛乳で

　流し込んで食べる児童が多いこと，野菜や煮物，

　ミニフィッシュをいやがる子が多いことで日常

　歯応えのある食品をあまり食べていないことが

　推測され，現代の軟性加工食品全盛の弊害が憂

　慮される。

（6）時間をかけて皆がゆっくり食事を楽しむ一家

　団簗の機会をできるだけ多くつくること。

　　これは家族のコミュニケーションにも役立ち

　一石二鳥の効果がある。近年は共働き家庭が増

　え料理に手間をかけられない事情も原因の一つ

　と考えられるが，母親は手作りの「おふくろの

　味」も忘れずに料理を工夫し，父親は皆が揃っ

　て食事ができる時間をつくってもらいたい。

4．　おわりに

　現代人があまり噛まなくなった大きな原因は食

べることに関して過保護であること，飽食時代で

本当の空腹感がなくなったこと，生活のリズムが

スピード化されゆっくり食事を楽しむ習慣が消え

ていったこと等が挙げられる。

　身体は鍛えてこそ丈夫になるもので過保護は万

病の元と言えないだろうか。

　ソフトフードに慣らされて噛むことを忘れてい

る現代人は今一度N喰の原点は噛むことにある”

の理念を想い起こして食品の選択を誤らないよう

食生活の改善に努めて戴きたい。



132

■全体協議会■

〈第1号議案〉

学校歯科健診をより万全にするために

照明および検診器具等の整備拡充を要望する

（代表提案者）青森県学校歯科医会立花義康

（提案理由）

　現在の学校歯科健診の実施にあたっては，自然

光では不十分であり，照明器具も適当でないこと

が多い。そのため，検査結果に誤差が生じること

がしばしば認められる。

　このような事態は，検診に有効な照明器具を設

置することで解決され，さらに診査の精度向上も

期待できる。

　また，昭和62年の第51回全国学校歯科保健研究

大会の場において，決議され要望してあるように，

検診時の感染予防を図るためには，検診器具（ミ

ラー・ピンセット・探針等）の数量的整備と消毒

設備の充実が不可欠である。

　よって，学校歯科健診をより万全にするために，

照明および検診器具等の整備拡充を図る行政上の

指導を要望する。

〈第2号議案〉

児童生徒の歯・口腔の健全な育成を図るため「むし歯

予防推進指定校」制度のさらなる充実強化を要望する

（代表提案者）東京都学校歯科医会西連寺　愛　憲

（提案理由）

　文部省の進めている「むし歯予防推進指定校」

制度は，学校における教育としての歯科保健活動

の実践にかつてない変革と活性化を生み出してき

た。

　これらのことは，毎年行われる「むし歯予防推

進指定校協議会」において，実践事例研究報告と

して発表され，全国各地の学校歯科保健活動に新

しい展望を与え，かつ指導的役割を示しているこ

とによっても明らかなところである。

　日本学校歯科医会においても，児童生徒のう蝕

に対する問題解決（西暦2000年までに12歳児永久

歯DMFT3－WHO提唱）をはじめ，発達段階
にある子どもたちの歯・口腔の生理的機能を重要

視し，歯周保健教育の充実や，咬合および咀囑機

能の問題についても，教育としての学校歯科保健

のあり方を追求しつつある。

　東京都学校歯科医会は，保健教育と保健管理と

の調和を図りながら，歯・口腔の健全な育成を求

めるため「歯の健康教育推進指定校」制度の施行

を提案し，むし歯予防推進指定校制度を発展させ，

さらなる充実強化を要望するものである。
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〈第3号議案〉

学校保健委員会の設置ならびに活動の充実を要望する

（代表提案者）広島県歯科医師会中井弘毅

（提案理由）

　近年の児童・生徒の諸問題（非行・自殺等）は，

その根底に幼い時から家庭・学校・社会の充分な

配慮と指導が受けられなかったことがあり，それ

らへの対処として学校・地域・家庭・校医が一丸

となって取り組める児童・生徒を中心とした学校

保健委員会の設置と活1生化が必要であるとの認識

から，昨年の第53回全国学校歯科保健研究大会に

おいても「学校保健委員会の設置とその実効ある

運営を要望する」を決議した。

　学校保健委員会については，学校保健法第2条

「学校保健安全計画」に関わる形で，文部省体育

局長通達＝学校保健法・同施行令の施行に伴う実

施基準について＝によって定められているにもか

かわらず，現在は設置されていないか，設置され

ていても充分な活動をしていない学校も多数見受

けられる。

　児童・生徒の健やかな発育を願い，心身共に逞

しい子どもの育成を目指すために，同委員会の設

置ならびに活動の充実を図る行政指導を重ねて強

く要望する。

全体会にて
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即位礼正殿の儀に参列して
日本学校歯科医会会長加藤　増夫

　天皇のご即位にともなう諸儀式「即位礼」「大嘗

祭」「大饗」「親謁」を総称して御大礼（または御

大典）と申しますが，その世紀の祭典となる「即

位礼正殿の儀」が平成2年11月12日挙行せらるる

にあたり，文部省よりの御配慮により，日本学校

歯科医会を代表してのご案内をいただく光栄に浴

しました。

　案内状は横14cm，縦19　cmの淡黄色の封筒で

　不肖も昭和48年秋受賞の藍綬褒章並びに昭和57

年秋受賞の勲三等瑞宝章を着用して参りました。

相撲の双子山親方，野球の王貞治，柔道の山下東

海大講師なども出席されておりました。

即位礼正殿の儀における参列者の服装

男子

「　来る11月12日宮殿において行われる即位礼正

　殿の儀に参列されますよう御案内申し上げま

　す。

　　　　平成2年10月

　　　　　　　即位の礼委員会委員長
　　　　　　　　内閣総理大臣　海部俊樹　　　　女子

　　　加藤増夫殿　　　　　　　　　　　」

服　装　の　種　類 備　　　　　考

洋装 燕尾服 手袋は，随意です。

モーニングコート

制服（礼装のもの）

和装 紋付羽織袴

　でありまして，当日は菊薫る秋晴れの好天に恵

まれ指定の文部省隣りにある国立教育会館に午前

10時20分までに集合のご案内どおりに行き，文部

省係員の丁重な受付けで「即位礼正殿の儀」式次

第並びに即位礼正殿の儀の進行について，のパン

フレット及びバス乗車2号車指定証をいただき，

クロークにコート等を預けて，待合室となったホ

ールには文部省関係での参列者の方々が勲章を楓

用し，文化勲章受賞の方は御夫妻にて出発時間ま
で静かに待ちました。　　　　　　　　　　　　　　備考

服 装　の　種　類 備　　　　　考

洋装 ロングドレス（ロー 帽子，手袋は，随意で

ブモンタント） す。

ディドレス（絹又は
絹風のワンピース，
アンサンブル等）

和装 白襟紋付（色留袖，訪 1　黒留袖でも差し
問着等） 支えありません。

2　白重ね（襟のみ
にて可）が好まし

いo

3　紋の数は，随意
です。

勲章着用



　尚「即位礼正殿の儀の進行について」には，次

のとおりとなっております。

「また，儀式中は，司会進行のための場内放送は

行わず，鉦と鼓により所要の合図を行いますので，

お含みおき願います。

　内閣総理大臣，衆・参両議院議長及び最高裁判

所長官が正殿松の間に入り，所定の位置に着きま

す。

　皇太子殿下を始め皇族各殿下が正殿松の問に入

られ，所定の位置に着かれます。

　天皇皇后両陛下が正殿梅の間の前を経て，正殿

松の問にお出ましになります。

　天皇皇后両陛下のお出ましに際しましては，参

列の皆様には御着席のままでお願いします。

　天皇陛下が高御座に，皇后陛下が御帳台にお昇

りになります。

　高御座及び御帳台の御帳が開かれます。

　この際，参列の皆様には，鉦の合図により，御

起立願います。

　次に，参列の皆様には，鼓の合図により，敬礼

をお願いします。

　内閣総理大臣が御前に参進します。

　天皇陛下のおことばがあります。

　内閣総理大臣が寿詞を述べます。

　内閣総理大臣の発声により，御即位を祝して万

歳三唱を行いますので，参列の皆様には「万歳」

と御唱和願います。

　なお，万歳三唱に合わせて，礼砲が鳴り響きま

す。

　万歳三唱の後，内閣総理大臣が所定の位置に戻

ります。

　高御座及び御帳台の御帳が閉じられます。

　この後，参列の皆様には，鉦の合図により，御

着席願います。

　天皇皇后両陛下が正殿松の間から正殿竹の間の

前を経て，御退出になります。

　皇太子殿下を始め皇族各殿下が正殿松の問を退

出されます。

　内閣総理大臣，衆・参両議院議長及び最高裁判

所長官が正殿松の間を退出します。

日本学校歯科医会会誌65号1991年7月／135

　この後，場内係員が御案内申し上げますので，

それまで暫く御着席のままでお待ちいただくこと

となりますので，あらかじめ御承知おき願いま

す。」

　以上の進行についての注意事項を読み返してお

るうち，午前10時40分，約100名位の方が3台のバ

スに乗車案内を受けて各自バスに乗車し，10時56

分出発。文部省・大蔵省正門前を通り日比谷公園

に沿って帝国ホテル前を過ぎ「坂下門」を11時10

分通過し皇居内に参入し長和殿北車寄せで下車し，

宮殿に静かに整列して順序よく進みます。

　美しいお濠に囲まれた皇居は，もとの江戸城の

跡で総面積は約115万平方メートルで，ここを大き

く分けると本丸を中心とした地域（現在の皇居東

御苑）吹上御苑，西の丸を中心とした地域という

ことになります。宮殿は皇居南部の西の丸に位置

します。

　明治21年（1888）に落成したもとの宮殿もここ

にあって木造で重厚華麗な建物であったとのこと

で約60年の歳月を経て昭和20年（1945）戦災のた

め失なわれたので，そのあとに新しい宮殿として

現在の宮殿が昭和39年7月着工し4年余の日時を

ついやして昭和43年11月完成したもので規模は鉄

骨鉄筋コンクリート造りで延面積約2万3千平方

メートルの典雅な入母屋造りの大屋根をもった正

殿・豊明殿・長和殿を中心に連翠・千草千鳥の間・

表御座所・全附属棟と都合7棟で，それぞれが回

廊や廊下で連結されています。

　この宮殿の長和殿北車寄せから入った北溜りは

右側に記帳卓と七宝十二稜鏡型壁面飾りがあり，

正面の北溜階段を昇り豊明殿内の文部省関係者の

席に着く。ここは7台の大型テレビが廊下との境

の上部に設けてあって正殿を右斜めに見る位置で

あって正殿松の間にある高御座・御帳台は直接み

ることが出来ないが大型テレビで，それが見える

よう配慮された位置で左側は厚生省関係席で日歯

山崎会長・元厚生省下村保険局長の姿が見られま

した。

　正殿・長和殿・豊明殿・回廊によって囲まれた

中庭には正殿に向って色とりどりの月像意旛・菊
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花大錦・菊花中錦・菊花小錦各旛や萬歳旛・ほこ・

たて・鉦・鼓などが置かれておる所に平安朝さな

がらの装束や金銀色の鎧を着た威儀物捧持の宮内

庁職員74人が12時5分に定席に着く。又外国代表

の賓客が続々と正門二重橋を経て中門より東庭の

長和殿南車寄せより南溜「朝明けの湖」（東山魁夷

氏筆）の絵画前を通って正殿松の間の正面の長和

殿に設けた特設スタンドに着席されました。

　遠くからであったが英国チャールズ皇太子・同

妃両殿下や比国のアキノ大統領を目撃することが

出来ました。

　12時49分に静かな式場参列者にアナウンスがあ

りました。それは即位礼正殿の儀における進行に

おいては鉦と鼓によって合図を行うことでの指示

事項が日本語・英語で行われました。

　12時53分，正殿向って左の廊下から燕尾服の海

部総理大臣と衆・参両院議長・最高裁判所長官が

松の間に入られました。

　12時55分，衣冠装束の赤オレンジ色の一際目立

つ御抱の皇太子殿下が進まれ男子皇族方がそれぞ

れ海部総理の前に着き十二軍の秋篠宮妃を先頭に，

女子皇族方が十二軍で松の間，御帳台側の定席に

着かれます。

　午後1時1分，正殿右「梅の問」側の廊下から

天皇陛下は束帯黄櫨染御抱（そくたいこうろぜん

ごぼう）に真すぐ立った立縷（りゅうえい）の冠，

手に笏（しゃく）を持たれ三種の神器を捧持する

者を後にして松の間に進まれ高御座（たかみくら）

に，続いて皇后陛下は十二軍，髪飾り，手に桧扇

（ひおうぎ）を持たれて松の間の御帳台（みちょ

うだい）に昇られました。

　1時13分，高御座・御帳台の紫色の幕の御帳が

係りの方によって同時に開かれます。

　高御座に立たれる天皇陛下の両脇の台の上に三

種の神器たる剣と璽（まがたま）と天皇が公務で

使われる印章の御璽・国璽が置かれておりました。

　この時，厳粛のしじまに鉦が鳴り，参列者一同

起立し，鼓の合図で敬礼します。そのあと海部総



理が天皇陛下の立たれる高御座前に参進して天皇

陛下より即位のお言葉が述べられました。

　天皇のお言葉

「さきに，日本国憲法及び皇室典範の定めると

ころによって皇位を継承しましたが，ここに即

位礼正殿の儀を行い，即位を内外に宣明いたし

ます。

　このときに当たり，改めて，御父昭和天皇の

六十余年にわたる御在位の間，いかなるときも，

国民と苦楽を共にされた御心を心として，常に

国民の幸福を願いつつ，日本国憲法を遵守し，

日本国及び日本国民統合の象徴としてのつとめ

を果たすことを誓い，国民の叡知とたゆみない

努力によって，我が国が一層の発展を遂げ，国

際社会の友好と平和，人類の福祉と繁栄に寄与

することを切に希望いたします。」

　お言葉が1時19分に終り，続いて海部総理より

寿詞（よごと）が述べられます。

　海部総理の寿詞

「謹んで申し上げます。

　天皇陛下におかれましては，本日ここにめで

たく即位礼正殿の儀を挙行され，即位を内外に

宣明されました。一同こぞって心からお慶び申

し上げます。

　ただいまは，天皇陛下から，いかなるときも

国民と苦楽を共にされた昭和天皇の御心を心と

され，常に国民の幸福を願われつつ，日本国憲

法を遵守し，象徴としての責務を果たされると

のお考えと，我が国が一層発展し，国際社会の

友好と平和，人類の福祉と繁栄に寄与すること

を願われるお気持ちとを伺い，改めて感銘を覚

え，敬愛の念を深くいたしました。

　私たち国民一同は，天皇陛下を日本国及び日

本国民統合の象徴と仰ぎ，心を新たに，世界に

開かれ，活力に満ち，文化の薫り豊かな日本の

建設と，世界の平和，人類福祉の増進とを目指

して，最善の努力を尽くすことをお誓い申し上

げます。
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　ここに，平成の代の平安と天皇陛下の弥栄を

お祈り申し上げ，お祝いの言葉といたします。」

　海部総理は上記の寿詞が終ると三歩ほどさがら

れて，天皇陛下に向って，

　　　　「ご即位を祝して天皇陛下万歳」

と発声され参列者全員が唱和して万歳三唱すると，

皇居北の丸で21発の礼砲が鳴り響きました。

　内閣総理大臣が所定の位置に戻りますと高御

座・御帳台の幕が閉じられ，同時に鉦の合図があ

って参列者一同着席しました。

　1時29分，天皇陛下並びに皇后陛下が松の間よ

り御退出され右側の回廊に向う廊下に，続いて，

皇太子殿下を初め男子皇族の方々が同じ廊下を進

まれご退出され，続いてそのあと，秋篠宮妃に女

子皇族方が続いて退出され，続いて最後に海部総

理ほか三権の長が退出して晴れやかな18世紀の祭

典たる「即位礼正殿の儀」が終りました。

　そして中庭の威儀物捧持者が退場し初め，世界

158ヶ国と国連・欧州共同体の海外代表と衆・参両

議員ほか参列者としての私共も係員の誘導を受け

て，各自の席に用意された「即位礼正殿の儀」の

写真集（束帯黄櫨染御抱を御召の天皇陛下，十二

軍を御召の皇后陛下及び皇室・宮殿の写真）を記

念品として拝領し，北溜より北車寄に出て用意の

バスに乗車し松の緑濃き皇居内，濠端を通り「乾

門」を午後2時55分通過して東京駅を迂回して出

発地点の国立教育会館に戻り，秋の日漸く短かき

を覚える午後3時40分に解散しました。

　昨年1月7日，昭和天皇の崩御に伴い，深い悲

しみのうちに即刻皇位を継がれた現陛下は1月9

日即位後朝見の儀で，国民に対し，しみじみと呼

びかけられました。

　常に国民と共にあることを念願とされた昭和天

皇のこ遺徳の御心を心とし，国民と共に日本国憲

法を守り責務を果たすことを誓い，国運の進展と

世界の平和・人類福祉の増進を希望するとのこ意

思を，き然として内外に宣せられました。参列者

総員約2千5百名の注視の中にて高御座で不動の

姿で立たれられる天皇陛下並びに御帳台で同じく

毅然とされる皇后陛下のご様子を思う時，涙のに
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じむ思いの感激でありました。

　日本の現状は複雑な対日感情の残る諸国との国

際関係の中で21世紀に向けて新しい展開を期待し

日本国民の幸福を願われる両陛下の平成の足取り

が層一層の強さを増すでありましょうことを祈念

し，心から御慶祝申し上げて即位礼正殿の儀の参

列の一端と致します。
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奥村賞の経過
榊原　悠紀田郎

　はじめに

　1990年9月，本会の名誉会長であった故向井喜

男先生の御遺族から，先生の御遺志にもとついて

本会に1000万円の寄贈があり，本会はこれを受入

れでt学術研修表彰等基金”を設定した。

　この中にかねてからあった奥村賞基金も繰入れ

てそれとともに休止中であった奥村賞も一応終止

符を打つことになった。

　奥村賞は1959年からはじまった賞で，学校歯科

保健事業に関する賞として大きな意味をもってい

たが，全日本よい歯の学校についての文部大臣賞

なども出されるようになり，賞の意味について再

検討の余地が生れて，1987年以来休止となってい

たものであった。

　今回奥村賞に終止符が打たれるに当って，その

賞の経過と，その名を冠した故奥村鶴吉先生のこ

とを誌しておくことは大切なことと思うのでここ

にのべる。

（以下の記述は歴史上の出来ごととしての形をと

るので，人名についての一切の敬語の使用をしな

いことをおことわりしておく）

　1．成立とその管理

　奥村鶴吉は1959年2月4日，77歳で逝去したが，

遺族とその当時日本学校歯科医会会長であった向

井喜男の発議で，’t学校歯科衛生の振興に資するた

め”tt奥村賞”を設定することとなり，遺族より50万

円と向井の100万円とを合わせて奥村賞基金をつ

くり，奥村賞基金管理委員会をつくって，これが

管理に当り，福島秀策，北村宗一，奥村興治，山

口晋吾，向井喜男が委員となって運営をすること

となり，日本学校歯科医会が協力することとなり，

授賞は全国学校歯科保健大会の席上で行われるこ

ととなった。

　当初の”tg｛li賞規定”は表1のとおりである。その

後1962年にtt受賞者”の項1ご推せんの記”の贈与が

付加され，さらに1973年にぱ努力賞”が追加され

るように改正された。

　また奥村賞管理委員会の委員は委員のメンバー

の死去などに伴い，変更され，1974年に山口晋吾，

向井喜男，湯浅泰仁，榊原勇吉になった。

　そして全国学校歯科保健大会には委員から代表

者が列席して授賞を行った。（表2）

　当初の考え方では基金のある問つづけて，一定

期間ののち終止する予定であったが，奥村賞の反

響が意外につよく，賞の存続がつよくのぞまれる

ようになったので，1967年に｛t奥村賞基金増強”の

募金が行われ，個人，学校歯科医会，全国学校歯

科保健大会などからの応募があって増強され，そ

の後も存続された。

　1978年6月に，奥村賞基金管理委員会は改めて

その基金及び事業の運営の一切を日本学校歯科医

会に移譲することとなり，それ以後奥村賞は日本

学校歯科医会の主要事業となった。したがって授

賞者は1978年の第42回大会の大阪のときから本会

の会長湯浅泰仁が当ることとなり，それ以後ひき

っがれている（表2）

　奥村賞基金は1967年からの増強募金で約100万

円以上が集り，その後も増えて，“学術研修表彰等

基金”に繰入れたときには約200万円ほどあった。

　2．奥村賞の意味

　奥村賞はこれを提唱しおしすすめた会長の向井

喜男が奥村鶴吉の遺志を体して，本当に学校歯科

保健に営々とした努力をつみあげた学校，団体，

個人などがほとんどその功をねぎらわれることも

なく放っておかれるのを何とか顕彰したい，とい

うことではじめられたので，自他ともにゆるすよ

うな対象が考えられていた。

　したがって実質的には審査などはほとんど不要

で，当初はあらかじめ対象が自他ともにきまって

いたところに落ちつく，というようないい雰囲気
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（表1）

趣　　旨

授賞対象

推薦方法

推薦書類

審査方法

受賞者

　　　　　　　　　　　　奥村賞授賞規定　　 奥村賞基金管理委員会

学校歯科衛生の振興に資するため奥村賞を設ける。

奥村賞は学校歯科衛生に関する研究または学校に於ける業績が優秀と認られ，かつ直ちに学校歯科の進展

に寄与するものに授賞する。

但し，授賞されるものは，個人たると団体たるとを問わないが最終発表が3年以内のものに限る。

L　日本学校歯科医会の加盟団体長は，個人又は団体の授賞候補者をいずれか一件又はそれぞれ一件づっ

　　選定し，日本学校歯科医会長（事務所は日本歯科医師会内）あて所定の期日までに推薦すること。

2．奥村賞審査委員は日本学校歯科医会長あて推薦することができる。

推薦受付に当たっては日本学校歯科医会加盟団体長又は奥村賞審査委員の推薦状と共に次の書類を添付す

ること。

A　学校歯科衛生に関する研究論文については

　1　論文要旨（400字程度）

　2　学校歯科衛生の振興に寄与する意義（400字程度）

　3　原著論文

B　学校歯科衛生に関する現場活動については

　1　学校歯科衛生の実績を向上せしめた趣旨とその意義（400字程度）

　2　業績の経過と資料（統計，写真等を含む）

奥村賞基金管理委員会の依嘱をうけた奥村賞審査委員会が詮衡し，奥村賞基金管理委員会が決定授賞する。

奥村賞は原則として毎年1回1件に対し授賞する。

のものであった。

　この賞に比べるべきものとしては学校について

は健康優良学校の表彰が行われていたが，これも

その趣旨からみてきわめてきびしく，多年にわた

って努力したつみあげがなければ到底受賞の対象

にはなれないし，実地審査も形式的なものではな

く，一般教職員はもとより，PTA，児童などにも

面接して審査をするというようなやり方であった。

　その故か，のちに学校では健康優良学校への応

募の瀬踏みとして奥村賞に応募する，というよう

な傾向のところもあらわれるようになったりして，

学校にとってもこの奥村賞には大きな期待がよせ

られたことであった。

　個人や団体にっいては，保健文化賞などがあっ

たが，これも当初のころは審査もきびしく，たと

えば個人については，単に役職上その分野に貢献

したというだけでは授賞の対象にはされなかった

し，永年の実蹟がもっとも重視されていた。

本当に自他ともにゆるす対象が選ばれていたわ

けであった。

奥村賞の設定されたときの社会背景としてはこ

ういうものがあったのと，賞を設定された向井喜

男の学校歯科保健への信条から，間に合わせのよ

うな形式的なことはとりあげられなかった。

　受賞の一覧は表2のようであるが，これでもみ

られるように，該当なし，というのが，29回行わ

れたうち，12回もあることからもうかがわれる。

　しかし，この賞の意味の重さが増すにつれて，

賞自体には少しとどかないが，それに準ずると思

われる状態のものがでてくるのは当然のことであ

るので，1962年の第4回のときから，準賞ともい

うべぎヒ奥村賞推せんの記”を贈ることがはじめら

れた。

　学校保健のような分野ぱtローマは一日にして

成らず”の諺のとおり，永年のつみかさねがいるの

で，6回ぐらいすすんでみると，種切れの現象に

なって，応募はあったが，授賞者はない，という

ことが起ってきた。

　これもこの賞の趣旨がかたく守られ，それだけ

にこの賞の重みを加えたともいえることであった。

　この賞を個人として受賞したのは，高橋一夫と

栃原義人で，いずれもt推せんの記”であったが，

多年にわたって行われた研究に対して授賞された

ものであった。



　また団体としては，最初が八戸市学校歯科医会

で，埼玉県学校歯科医会，京都市学校歯科医会が

奥村賞をうけているが，福岡市学校歯科医会，八

代学校歯科医会，佐世保市学校歯科医会，八幡区

学校歯科医会がヒ推せんの記”を，大津市学校歯科

医会が“努力賞”をうけている。

“努力賞”は1974年の第16回のときから設定された

もので最初の受賞が大津市学校歯科医会であった。

　またこの奥村賞の特徴の1つは，学校歯科保健

の仕事が永年のつみあげによる他は実らないとい

うことを表徴するように，複数回受賞しているこ

とがみられる点である。

　例えば大阪の塚本小学校は1975年の第17回に

｛推せんの記”を受けたが，2年後に再びチャレン

ヂして第19回に“奥村賞”を受賞している。さらに

京都市学校歯科医会は1962年の第4回に喫推せん

の記”，第12回に再び推せんの記”，そして第18回

に～t奥村賞”というようにチャレンヂしている。

　同様のことは第20回のときの長野の長地小学校

ぱ努力賞”であったが7年後の第26回に再びチャ

レンヂしで推せんの記”を受賞している。

　こういうことも，この奥村賞の大きな特徴とし

てあげられることである。

　しかし，どんな賞であっても，それが重みを増

す一方で，永年のつみかさねがそういつもあると

はかぎらないことがでてきて，当然一種のマンネ

リ化，形骸化が越ってくることになり，応募して

審査のため提出される資料が華やかになり量が増

すのに内容の深さにそぐわない，というようなこ

とが少し目立つようになり1983年にはそれについ

て注意をうながす，というようなこともあったが，
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その年日本学校歯科医会常務理事会では，審査委

員会からの提言について討議されている。

1　学校歯科保健活動の一般水準が次第に高くな

ってきたので，奥村賞に値すると思われる活動を

しているところを特定にしにくくなった。

2　1978年からはじまったむし歯予防推進指定校

の現場活動からみて，とくにすぐれた実績のもの

を特定するには多少の時間が必要と思われる。

3　このようなことから，対象を学校から団体又

は個人の方に移す必要があるのではないか。

　というようなことが討議されたが，結論は得ら

れなかった。

　このような討議を背景に1987年になって，奥村

賞審査委員会からtt奥村賞の募集の休止”について

の提案があり，これを受入れて，休止することと

なって，1987年の第29回でそのまま休止となった。

　おわりに

　奥村賞は学校保健法が制定された翌年，学校歯

科保健の先駆者として，その発足，発展充実に大

きな力を発揮し，日本連合学校歯科医会の設立に

大きな役割を果し，理事長，会長として多年にわ

たって力をつくした奥村鶴吉の遺志に沿って，

1959年に設けられたものであるが，きわめてその

内容，運営に大きな特徴をもち，われわれがほこ

りに思うところが多々ある賞であった。

　ひょっとすると再びこのような賞が設けられる

ことは難しいのではないかと思われるほどのもの

であるが，今回t学術研修表彰等基金”に吸収され

ピリオドを打つことになった。

　そのためのメモリーとして誌すものである。
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表2

奥村賞一覧表

回次 年度 大　会 奥　村　賞 推せんの記 努　力　賞

1 1959 23　青森 八戸市学校歯科医会

2 1960 24和歌山 富士川小学校（甲府）

3 1961 25　横浜 富山県学校歯科医会

4 1962 26　京都 琴平小学校（香川） 高橋一夫

京都市学校歯科医会

福岡市学校歯科医会

5 1963 27　　山形 埼玉県学校歯科医会 神土小学校（岐阜）

八代学校歯科医会

6 1964 28　富山 礎小学校（新潟） 神代小学校（長崎）

7 1965 29　東京 なし

8 1966 30　大阪 なし

9 1967 31名古屋 多度津小学校（香川）

10 1968 32　熊本 なし 八人町小学校（富山）

11 1969 33　大津 なし 栃原義人

12 1976 34　熱海 なし 京都市学校歯科医会

東三国小学校（大阪）

佐伊津小学校（熊本）

佐世保市学校歯科医会

13 1971 35　千葉 相楽小学校（京都） 薮波小学校（富山）

14 1972 36　秋田 豊浜東小学校（香川） 栄小学校（茨城）

方県小学校（岐阜）

15 1973 37　東京 佐伊津小学校（熊本） 上市中央小学校（富山） 大津市学校歯科医会
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授与者 審査報告 審　査　委　員 奥村賞管理委員 備　考

山口晋吾 岡本清櫻 岡本清縷，竹内光春 福島秀策，北村宗一

丹羽輝男，山田茂 奥村興治，山口晋吾

向井喜男

〃
ノ
ノ

ノ
ノ

ノ
ノ

北村宗一 竹内光春 竹内光春，丹羽輝男
ノ
ノ

山田茂

福島秀策 竹内光春 〃 福島秀策，山口晋吾

向井喜男

〃
ノ
ノ 〃 〃

〃
ノ
ノ 〃 〃

一
〃 〃 〃

『
ノ
ノ 〃

ノ
ノ

山口晋吾 竹内光春 〃 〃

〃
ノ
ノ 〃

ノ
ノ

向井喜男 〃 〃
ノ
ノ

〃 丹羽輝男 竹内光春，丹羽輝男 〃

山田茂，榊原悠紀田郎

〃 〃 〃
ノ
ノ

〃
ノ
ノ

ノ
ノ 〃

山口晋吾 丹羽輝男 竹内光春，丹羽輝男 山口晋吾，福島秀策

山田茂，榊原悠紀田郎 向井喜男
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回次 年度 大　会 奥　村　賞 推せんの記 努　力　賞

16 1974 38　京都 香南小学校（香川） 宮地小学校（岐阜）

八幡区学校歯科医会

17 1995 39　高松 なし 塚本小学校（大阪）

津和小学校（茨城）

18 1976 40　栃木 京都市学校歯科医会 薬利小学校（栃木）

19 1977 41　横浜 塚本小学校（大阪） 稲沢中学校（愛知）

20 1978 42　大阪 片浦小学校（神奈川） 長地小学校（長野）

21 1979 43　神戸 城東小学校（熊本） 歌敷山小学校（兵庫）

22 1980 44鹿児島 鶴見中学校（神奈川） 油井小学校（福島）

23 1981 45　東京 なし なし 城西小学校（福島）

東　小学校（埼玉）

24 1982 46　松山 なし なし 道後小学校（愛媛）

百合丘小学校（川崎）

水尾小学校（大阪）

薬利小学校（栃木）

有済小学校（京都）

25 1983 47北九州市 なし なし 美野島小学校（福岡）

26 1984 48　　山形 なし 長地小学校（長野） 大富小学校（山形）

水尾小学校（大阪）

27 1985 49　奈良 なし 放出小学校（大阪）

28 1986 50　盛岡 なし

29 1987 51　岐阜 佐良土小学校（栃木） 養基小学校（岐阜）
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授与者 審査報告 審　査　委　員 奥村賞管理委員 備　考

向井喜男 山田成
ノ
ノ 山口晋吾，向井喜男

湯浅泰仁，榊原勇吉

〃 〃 竹内光春，山田茂 〃

榊原悠紀田郎

ノ
ノ 〃

ノ
ノ 〃

〃 〃
ノ
ノ 〃

日学歯へ移行

湯浅泰仁 山田茂 竹内光春，山田茂

榊原悠紀田郎

虫士’古貝心・￥子

〃 〃 〃

〃 榊原悠紀田郎 〃

〃 〃 〃

一
〃 〃

関口龍夫 〃 〃

関口龍夫 榊原悠紀田郎 竹内光春，山田茂

榊原悠紀田郎

森本基，西連寺愛憲

丹羽源男

〃 〃 〃

〃 〃 榊原悠紀田郎

西連寺愛憲

森本基
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社団法人日本学校歯科医加盟団体名簿（平成3年6月現在）

会名

北海道歯科医師会

札幌歯科医師会学校歯科医会

青森県学校歯科医会

岩手県歯科医師会

秋田県歯科医師会

宮城県学校歯科医会

山形県歯科医師会

福島県歯科医師会学校歯科医部会

茨城県歯科医師会

栃木県歯科医師会

群馬県学校歯科医会

千葉県歯科医師会

埼玉県歯科医師会

東京都学校歯科医会

神奈川県歯科医師会学校歯科部会

　　横浜市学校歯科医会

　　川崎市歯科医師会学校歯科部

山梨県歯科医師会

長野県歯科医師会

新潟県歯科医師会

静岡県学校歯科医会

愛知県歯科医師会

　　名古屋市学校歯科医会

岐阜県歯科医師会

三重県歯科医師会

富山県学校歯科医会

石川県歯科医師会

福井県学校歯科医会

滋賀県歯科医師会

和歌山県学校歯科医会

奈良県歯科医師会歯科衛生部

京都府歯科医師会学校歯科部会

大阪府学校歯科医会

　　大阪市学校歯科医会

兵庫県学校歯科医会

会長名　　　〒

庄内　宗夫　060

尾崎　精一　〇64

立花　義康　030

高橋　俊哉　020

遠藤　一秋　010

松尾　　學　980

有泉　　満　990

佐藤　　宏　960

秋山　友蔵　310

愼石　武則　320

神戸　義二　371

篠塚　　恵　260

関口　恵造　336

西連寺愛憲　102

加藤　増夫　231

森田　純司　230

田辺　久衛　210

武井　芳弘　400

桐原　成光　380

太田　丈夫　950

庄司　　誠　422

宮下　和人　460

田熊　恒寿　460

総山　和雄　500

田中　勇雄　514

黒木　正直　930

竹内　太郎　920

天谷　信哉　910

諸頭　昌彦　520

辻本　信輝　640

福岡　保郎　630

鈴木　　實　603

阪本　義樹　543

大崎　　恭　〃

季寸井　　修を良区　650

所在地

札幌市中央区大通西7－2

札幌市中央区南七条西10丁目

青森市長島1－6－9　東京生命ビル7F

盛岡市下の橋2－2

秋田市山王2－7－44

仙台市青葉区国分町1－6－7
　　　　　　　　　　県歯科医師会内

山形市十日町2－4－35

福島市仲間町6－6

水戸市見和2－292

宇都宮市一の沢町508

前橋市大友町1－5－17　県歯科医師会内

千葉市千葉港5－25　医療センター内

浦和市高砂3－13－3　衛生会館内

千代田区九段北4－1－20　歯科医師会館内

横浜市中区住吉町6－68

横浜市鶴見区鶴見中央5－2－4　森田歯科内

川崎市川崎区砂子2－10－10

甲府市大手町1－4－1

長野市岡田町96

新潟市堀之内南3－8－13

静岡市曲金3－3－10　県歯科医師会内

名古屋市中区丸ノ内3－5－18

名古屋市中区三ノ丸3－1－1市教育委員会内

岐阜市加納城南通1－18
　　　　　　　　　県口腔保健センター内

津市桜橋2－120－2

富山市新総曲輪1
　　　　　　県教育委員会福利保健課内

金沢市神宮寺3－20－5

福井市大願寺3－4－1

大津市京町4－3－28　県厚生会館内

和歌山市築港1－4－7　県歯科医師会内

奈良市杉ヶ町24

京都市北区紫野東御所田町33

大阪市天王寺区堂ケ芝1－3－27
　　　　　　　　　　　府歯科医師会内

　　　　　　〃

神戸市中央区山本通5－7－18
　　　　　　　　　　　県歯科医師会内

　電話

　011－231－0945

　011－511－1543

　0177－34－5695

　0196－52－1451

　0188－23－4562

　022－222－5960

　0236－22－2913

　0245－23－3266

0292－52－2561～2

0286－48－0471～2

　0272－52－0391

　0472－41－6471

0488－29－2323～5

　03－3261－1675

　045－681－2172

　045－501－2356

　044－233－4494

　0552－52－6481

0262－27－5711～2

　0252－83－3030

　0542－83－2591

　052－962－9101

　052－972－3246

0582－74－6116～9

　0592－27－6488

　0764－32－4754

0762－51－1010～1

　0776－21－5511

　0775－23－2787

　0734－28－3411

0742－33－0861～2

　075－441－7171

06－772－8881～8

　　　　〃

078－351－4181～8
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神戸市学校歯科医会

岡山県歯科医師会学校歯科医部会

鳥取県歯科医師会

広島県歯科医師会

島根県学校歯科医会

山［県歯科医師会

徳島県学校歯科医会

香川県学校歯科医会

愛媛県歯科医師会

高知県学校歯科医会

福岡県学校歯科医会

　　福岡市学校歯科医会

佐賀県学校歯科医会

長崎県歯科医師会

大分県歯科医師会

熊本県歯科医師会

宮崎県歯科医師会

鹿児島県学校歯科医会

沖縄県歯科医師会学校歯科医会

岡田　一三　〃

森本　太郎　700

ヒ田　　努　680

松島　悌二　730

田中　端穂　690

永富　　稔　753

白神　　進　770

湖崎　武敬　760

河内悌治郎　790

川添　光一　780

有吉　茂實　810

升井健三郎

門司　　健

宮内　孝雄

吉村　益見

宇治　寿康

松原　和夫

大殿　雅次

又吉　達雄

810

840

850

870

860

880

892

901－21

神戸市中央区山本通5－7－17

　　　　　　　　　　　市歯科医師会内

岡山市石関町1－5

鳥取市吉方温泉3－751－5

広島市中区富士見町1レ9

松江町南田町141－9　県歯科医師会内

山口市吉敷字芝添3238

徳島市北田宮1－8－65　県歯科医師会内

高松市錦町1－9－1　県歯科医師会内

松山市柳井町2－6－2

高知市比島町4－5－20　県歯科医師会内

福岡市中央区大名1－12－43
県歯科医師会内

　　　　　　　〃

佐賀市西田代町25－24　県歯科医師会内

長崎市茂里町3－19

大分市王子新町6－1

熊本市坪井2－3－6

宮崎市清水1－12－2

鹿児島市照国町13－15　県歯科医師会内

浦添市字港川1363県歯科医師会内

078－351－0087

0862－24－1255

0857－23－2622

0822－41－4197

0852－24－2725

0839－23－1820

0886－31－3977

0878－51－4965

0899－33－4371

0888－24－3400

092－714－4627

　092－781－6321

　0952－25－2291

　0958－48－5311

0975－45－3551～5

　0963－43－4382

　0985－29－0055

　0992－26－5291

0988　77　1811～2

社団法人日本学校歯科医会役員名簿（平成3年4月現在）

（順不同）（任期H3．4．1～H5．3．31）
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　　加藤　増夫

　　西連寺　愛憲

　　木村　慎一郎

　　松島　悌二

　　立花　義康

　　神戸　義二

　　湯浅　太郎

　　麻生　敏夫

　　石川　　　實

　　齋藤　　　尊

　　桜井　善忠

　　西村　　　誠

　　五十嵐　武美

　　多名部　金徳

　　中森　康二

　　有吉　茂實

事　田熊　恒寿
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811－32

470－01

横浜市金沢区寺前2－2－25

練馬区向山1－14－17

大阪府四条畷市楠公2－8－25

広島市中区吉島町レ12

青森県八戸市大字大工町16－2

群馬県伊勢崎市本町5－7

千葉市富士見2－1－1　大百堂歯科医院

埼玉県蕨市塚越1－3－19

練馬区東大泉6－46－7

練馬区土支田3－24－17

荒川区西日暮里5－14－12　太陽歯科

中野区中野5－52－15－482　愛育歯科

横須賀市ハイランド1－55－3

大阪市旭区千林2－6－7

兵庫県明石市魚住町清水553－1

福岡県宗像郡福間町2745－10

愛知県日進郡岩崎芦廻間112－854

045－701－1811

03－3999－5489

0720－76－0275

082－241－7202

0178－22－7810

0270－25　0806

0472－27－9311

0484－41－0258

03－3922－2631

03－3924－0519

03－3805－1715

03－3385－9392

0468－48－3409

06－951－6397

078－946－0089

0940－42－0071

05617－3－2887
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　　中脇　恒夫

　　郷家　智道

　　遠藤　松夫

　　野溝　正志

　　朝浪　惣一

　　近藤　三雄

　　中島　清則

　　木村　雅行

　　浅井　計征

　　篠田　忠夫

　　岡田　誠一

　　佐　川　　肇

　　瀬口　紀夫

事　佐藤　裕一

　　榊原悠紀田郎

　　平塚　哲夫

間　中　　原　爽

　　関口　龍雄

与　宮脇　祖順

　　板垣　正太郎

　　西　沢　　正

　　木津喜　廣

　　咲間　武夫

　　窪田　正夫

　　川村　輝雄

　　藤　井　　勉

　　橋場　恒雄

　　松　本　　博

　　齋　藤　　昇

　　高橋　一夫

　　鈴　木　　實

　　松　岡　　博

　　八竹　良清

　　川口　吉雄

　　石川　行男

　　有本　武二
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渋谷区上原3－9－5

仙台市若林区南鍛治町30

福島県いわき市平字五色町12

茨城県日立市東金沢町5－4－18

静岡県清水市入江1－8－28

岐阜県大垣市本町1－55

富山市中央通1－3－17

奈良県吉野郡吉野町新子137

京都府京都市西京区松尾木ノ曽町58－5

大阪市阿部野区阿部野筋4－3－10

神戸市兵庫区神明町1－24

徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚248

鹿児島県鹿屋市西大手町6－1

山形県鶴岡市山王町7－21

横浜市港北区富士塚1－11－12

京都市下京区新町通松原下ル富永町103

杉並区松庵1－17－42

練馬区貫井2－2－5

大阪市東住吉区南田辺2－1－8

弘前市蔵主町3

北九州市八幡東区尾倉1－5－31

墨田区東向島5－28－2

町田市中町1－2－2　森町ビル

千代田区神田錦町1－12

守山市守山町56－1

堺市上野芝町1－25－14

伊那市入舟町3312

大阪市旭区清水3－8－31

仙台市青葉区五橋2－ll－1　ショーケー本館ビル11F

文京区関口1－17－4

京都市上京区河原町通今出川西入上ル三芳町150－2

大阪市住吉区住吉1－7－34

伊丹市伊丹5－4－23

和歌山市上野町H－2　浅見ビル内

港区西新橋2－3－2ニュー栄和ビル4F

京都市南区吉祥院高畑町102
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編　集　後　記

　この会誌の歴史を繕くと，1956年（昭和31年）北海道，札幌市で行なわれた第20回全国学校歯科

医大会（全国学校歯科保健研究大会の前身）の記録を別刷として編集され，第1号が発行された。

その後大会が行なわれるごとに，そのつど会誌として発行されたようですが，1967年（昭和42年）

に現在の表紙にデザインを変えて，年2回の発行をきめ，現在に至っている。（学校歯科保健史話・

榊原悠紀田郎著から）

　第65号の会誌が出来ましたのでお届け致します。内容は平成2年10月19・20日第54回全国学校歯

科保健研究大会（広島）の記事が中心となりました。これも過去の流れに従って連載され編集させ

て頂きました。回を重ねる程，学校歯科保健の歴史と特殊的な価値を感じさせます。また学術的要

素も加え，過去から今までの貴重な経緯を身にしみて感じながら，より充実した会誌に努力したい

と存じます。

　小学校の卒業式は毎年独特なドラマを提供してくれます。特に自分が校医をしている学校での場

合は，他の人にわからない程の感動をおぼえるものです。入学時に始めて6歳臼歯が萌出し，卒業

時には殆んど永久歯列になる。その成長過程を毎年検診を通じて見ているから尚一層感激するので

しょう。

　卒業生への呼びかけに必ず夢・希望・理想と言う言葉が入っている。前途揚々な彼らにとってそ

の言葉は大切にしてほしい。その彼らが来たるべき21世紀を担なう主役になるのです。学校歯科保

健はこの幼い主役にどんな呼びかけをしてやればいいのか考えさせられ，改めて私共の役割と責任

の大切なことを認識します。

　第55回の全国大会は平成3年10月18・19日宮城県仙台市で開催されます。またすばらしい研究発

表がきけることでしょう。年に一度全国の学校歯科保健関係者が一堂に会して勉強することは非常

に意議があり楽しいものです。おおぜいの熱心な先生方の参加をお待ちしています。

　最後に65号の会誌発行にご協力下さいました会員各位に厚くお礼申し上げます。今後ともよろし

く御指導，ご鞭縫下さいますようお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　（K．D）
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